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介護保険制度は、更新や新しい解釈が出ることが大変多い制度です。

この手引きは作成時点でまとめていますが、今後変更も予想されます

ので、常に最新情報を入手するようにしてください。 
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【基準条例及び条例施行規則について】 

 

●通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの基準条例及び条例施行規則を次のとおり

制定しております。 

 

■条例により引用した基準省令■ 

 １ 通所リハビリテーション 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成１１年厚生省令第３７号)  

 ２ 介護予防通所リハビリテーション 

介護予防サービス指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成１８年厚生労働省令第３５号) 

なお、条文中「省令」と記載があるものに関しては、原文のとおり記載しております。 

 

■市ホームページ、条例等の掲載場所■ 

○相模原市公式ホームページ（ＵＲＬ：http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/） 

→ 子育て・健康・福祉 → 介護・介護予防 → 介護の事業者向け情報 

→ 事業運営に係る基準・申請書等 → 介護サービス事業者等の基準条例等について 

 

 

相模原市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

(平成31年相模原市条例第13号) 

相模原市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行

規則(平成31年相模原市規則第27号) 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
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Ⅰ 条例の性格等 
 

 

◎ 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービス

の提供に努めなければなりません。 

◎ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを

重視し、市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉

サービスを提供する者との連携に努めなければなりません。 

◎ 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければなりません。 

◎ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他

必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければなりません。 

  

 

 

 

◎ 条例は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたもので

あり、指定居宅サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければなりません。 

 

● 指定居宅サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合には、指

定居宅サービスの指定又は更新は受けられず、また、基準に違反することが明らかになった場合には、 

 

相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、 

 

 

相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対す

る対応等を公表し、 

 

  正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期限を定めて当該

勧告に係る措置を採るよう命令することができます。 

(③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公示します) 
 

なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相当の期間

を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(不適正なサービスが行われていることが判

明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること)ができます。 

 

● ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定

を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができます。 

①  次に掲げるとき、その他事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき 

ア  指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき 

イ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利

用させることの代償として、金品、その他財産上の利益を供与したとき 

   ② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

③  その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

 

○  運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従って事業の運営をする

ことができなくなったことを理由として指定が取り消され、法に定める期間の経過後に再度当該事業者

から当該事業所について指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関する基準及び介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、

その改善状況等が確認されない限り指定を行わないものとする、とされています。 

条例の性格 

指定居宅サービスの事業の一般原則 

 

①勧告 

 

②公表 

 

③命令 
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○ 特に、居宅サービスの事業の多くの分野においては、基準に合致することを前提に自由に事業への参

入を認めていること等にかんがみ、基準違反に対しては、厳正に対応すべきであるとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ サービスの提供の方法について 
 

１ 単位についての考え方 
 

◆ 単位とは 

指定通所リハビリテーションの「単位」とは、通所リハビリテーションの提供が同時に一体

的に行われるものをいいます。 

例えば、次のような場合は、２単位として扱われます。 

① 同時に一定の距離を置いた２つの場所で行われ、これらのサービスが一体的に行われてい

るとは言えない場合 

② 午前と午後で別の利用者に対して提供する場合 

 

◆ 従業者の配置 

単位ごとに必要な従業者を確保し、配置しなくてはなりません。 

 

◆ 減算との関係 

通所リハビリテーションの報酬の定員超過減算、職員の人員欠如減算は、単位ごとに判断する

ため、単位ごとに、利用者の数・配置した職員について記録することが必要です。 

 

→ 「２単位」としていても、 

① 単位ごとに利用者グループが分かれていない 

② 従業者が一体的にサービス提供を行っている（単位ごとに配置されていない） 

場合には、２単位としては認められず、１単位として扱われることになります。 

 
【 指導事例 】 
 １単位目 利用定員 20 人 

２単位目 利用定員 20 人  の２単位で指定を受けていたが、 
 

実態として、 
・明確に単位ごとに利用者グループが分かれていなかった。 
・従業者も単位ごとに固定されておらず、利用者 40人を従業者全員で介護していた。 
・サービスの提供内容も１単位目の利用者と２単位目の利用者が同じ時間帯に一緒にリハビリテーショ
ンを行うなど一体的にサービスが提供されていた。 

 
→ １単位・利用定員 40人でサービス提供していることになります。 

<この運営の手引きでの記載方法について> 
 

この運営の手引きでは、通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションで内容が基本的

に同じものは１つにまとめ、通所リハビリテーションの文言で記載しています。介護予防通所リハビリ

テーションについては適宜読み替えてください。 

例：通所リハビリテーション→介護予防通所リハビリテーション、要介護→要支援、 

居宅介護支援→介護予防支援、居宅サービス計画→介護予防サービス計画 
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２ 通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションの一体的運営 

（１） 人員基準・設備基準  

通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションは、同一の事業所において一体

的に運営されている場合には、 

① 設備・備品は共通で使用することができます。 

② 面積要件の算定については、通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションを

合計した利用定員に応じた面積の確保が必要となります。 

③ 職員の人員配置については、通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションの

利用者を合計した数に応じて必要な人員が配置される必要があります。 

 

【注意】 

 なお、居宅サービスと介護予防サービスを同一の拠点において運営されている場合であっても、

完全に体制を分離して行われており一体的に運営されているとは評価されない場合にあっては、人

員についても設備、備品についてもそれぞれが独立して基準を満たす必要があります。 

 

 

（２） 運営の方法  

① 定 員 

一体的に行う事業所は、要介護者と要支援者の合計で定員を定めます。 

② 共通サービス（日常生活の支援等）  

サービス提供を物理的に分ける必要はありません。 

③ 加算に係るサービス、選択的サービス   

原則として物理的に区分してサービスを提供すること。ただし、同時かつ一体的に行うとし

ても、特段の支障がないものについては、必ずしも物理的に区分する必要はありません。 

 

 

●厚生労働省｢介護サービス関係Ｑ＆Ａ｣ 

（問） 介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービス提供を行うこと

は可能か。 
（答）介護予防通所系サービスに係る介護報酬は包括化されていることから、事業者が、個々の利用者

の希望、心身の状態等を踏まえ、利用者に対してわかりやすく説明し、その同意が得られれば、提

供回数、提供時間について自由に設定を行うことが可能である。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（問）予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの提供に当たっては物理的（空間的・時間

的）にグループを分けて行う必要があるのか。 
（答）① 日常生活上の支援（世話）等の共通サービス（入浴サービスを含む。）については、サービ

ス提供に当たり、物理的に分ける必要はないこととする。 
    ② 選択的サービス（介護給付の通所系サービスについては、各加算に係るサービス）について

は、要支援者と要介護者でサービス内容がそもそも異なり、サービスの提供は、時間やグルー

プを区分して行うことが効果的・効率的と考えられることから、原則として、物理的に区分し

てサービスを提供することとする。 

ただし、例えば、口腔機能向上のための口・舌の体操など、内容的に同様のサービスであって、か

つ、当該体操の指導を要支援者・要介護者に同時かつ一体的に行うこととしても、特段の支障がない

ものについては必ずしも物理的に区分する必要はないものとする。 
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Ⅲ 人員基準について 

 
１ 基本的な基準 

※診療所は次ページの「２ 診療所の緩和基準」をご覧ください 

（１） 医   師 

・ 専任の常勤医師が１人以上勤務していなければなりません。 

・ 指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又は診

療所（医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限

る。）と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支え

ないものであること。 

・ 指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、当該介護老

人保健施設又は当該介護医療院に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足

るものであること。また、指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療

院であって、病院又は診療所（医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満

たす余力がある場合に限る。）と併設されている事業所において指定通所リハビリテーション

事業所の医師が、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件と

して足るものであること。 

 ・ 指定通所リハビリテーション事業所のみなし指定を受けた介護老人保健施設又は介護医療院

においては、当該介護老人保健施設又は当該介護医療院の医師の配置基準を満たすことをもっ

て、通所リハビリテーション事業所の医師の常勤配置に係る基準を満たしているものとみなす

ことができること。 

 
●厚生労働省｢令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.2）｣ 

〇 人員の配置 

（問27）医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーショ

ン会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)又は(Ｂ)を取得している場

合であって、医師が通所リハビリテーション計画等について本人または家族に対する説明等に要する

時間については、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の医師の人員基準の算定外となる

のか。 

（答）人員基準の算定に含めることとする。 

 

 

（２） 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員（看護師・准看護師）、介護職員 

○ 従業者１人が１日に行うことができる指定通所リハビリテーションは２単位までです。ただし、

１時間から２時間までの通所リハビリテーションについては、０.５単位として扱います。 

ア 全体での配置 

単位ごとに、提供時間帯を通じて、専ら提供に当たるいずれかの職種の職員を１以上配置する

こととし、利用者が１０人を超える場合は、利用者の数を１０で除した数以上配置しなければな

りません。 

イ 専門職（理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士）の配置 

単位ごとに、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

を、利用者が１００人又はその端数を増すごとに１人以上配置しなければなりません。 

※ サービス提供時間の中でリハビリテーションの提供を行う時間帯は、理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士のいずれかのリハビリ専門職を配置する必要があります。 

 
 【ポイント】 

・ アとイの両方を満たさなくてはなりません。 

・ 専門職はサービス提供日ごとに配置するようにしてください。 
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注１ 上記人員基準は、最低限の基準です。実際のサービス提供に当たっては、個別リハビリテー

ション実施加算等の加算算定その他も勘案し、必要な人員の配置を行ってください。 

注２ 保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は

呼吸器リハビリテーション（以下、疾患別リハビリテーション）と１時間以上２時間未満の通

所リハビリテーションを同時に行う場合、一定の条件を満たしていれば、理学療法士等は同日

に疾患別リハビリテーションと通所リハビリテーションを提供することができます。 

注３ 人員欠如については、減算しなくてはならない場合があります。 

減算については、「Ⅵ 介護報酬請求上の注意点について」で確認してください。 

 
●厚生労働省｢令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.2）｣ 

〇 リハビリテーション会議 

（問28）通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要

する時間は人員基準の算定に含めてよいか。 

また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよい

か。 

（答）通所リハビリテーションの提供時間中に事業所内でリハビリテーション会議を開催する場合、人員

基準の算定に含めることができる。 

   リハビリテーション会議の実施場所が事業所以外の場合は、人員基準の算定に含めない。 

   リハビリテーション提供体制加算に含める理学療法士等の配置についても同様に扱う。 

   また、利用者のサービス提供中にリハビリテーション会議を実施して差し支えない。 

 

●厚生労働省｢介護サービス関係Ｑ＆Ａ｣ 

（問）保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器

リハビリテーション（以下、疾患別リハビリテーション）と１時間以上２時間未満の通所リハビリテ

ーションを同時に行なう場合、理学療法士等は同日に疾患別リハビリテーションと通所リハビリテー

ション、訪問リハビリテーションを提供することができるのか。 

（答）次の４つの条件を全て満たす場合は可能である。 

１．訪問リハビリテーションにおける２０分のリハビリテーションに従事した時間を、疾患別リハビ

リテーションの１単位とみなし、理学療法士等１人当たり１日１８単位を標準、１日２４単位を上

限とし、週１０８単位以内であること。 

２．１時間以上２時間未満の通所リハビリテーションにおける２０分の個別リハビリテーションに従

事した時間を、疾患別リハビリテーションの１単位とみなし、理学療法士等１人あたり１日１８単

位を標準、１日２４単位を上限とし、週１０８単位以内であること。 

３．疾患別リハビリテーション１単位を訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションの２０

分としてみなし、理学療法士等１人当たり１日合計８時間以内、週３６時間以内であること。 

４．理学療法士等の疾患別リハビリテーション、通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーショ

ンにおけるリハビリテーションに従事する状況が、勤務簿等に記載されていること。 
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２ 診療所の緩和基準 

（１） 医   師 

○ 利用者数が同時に１０人を超える場合 

・ 専任の常勤医師が１人以上勤務していなければなりません。ただし、診療所と併設され

ている介護老人保健施設が行う通所リハビリテーション事業所については、当該診療所の

常勤医師との兼務でかまいません。 

○ 利用者数が同時に１０人以下の場合 

・ 専任の常勤医師が１人以上勤務していなければなりません。 

・ 利用者数は、専任の医師１人に対し１日４８人以内でなければなりません。 

 

 

（２） 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員（看護師・准看護師）、介護職員 

○ 従業者１人が１日に行うことができる指定通所リハビリテーションは２単位までです。

ただし、１時間から２時間までの通所リハビリテーションについては、０.５単位として扱

います。 

ア 全体での配置 

単位ごとに、提供時間帯を通じて、専ら提供に当たる上記のいずれかの職種の職員を１以

上配置することとし、利用者が１０人を超える場合は、利用者の数を１０で除した数以上配

置しなければなりません。 

イ 専門職の配置 

単位ごとに、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は通所リハビリテーション（これ

に類するサービスを含む）に１年以上従事した経験を有する看護師を、常勤換算方法で０．

１以上配置しなければなりません。 

 

【ポイント】 

・アとイの両方を満たさなくてはなりません。 

・イの経験看護師とは、 

① 重度認知症患者デイケア､精神科デイケア、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リ

ハビリテーション料に係る施設基準の届出を行った保険医療機関等 

② 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション事業所 

③ ｢厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数｣に定める理学療法､作業療

法に係る施設基準の届出を行った介護保険施設において、それらに１年以上従事した看護師で

す。（准看護師は経験があっても該当しません） 

・専門職は、サービス提供日ごとに配置するように努めてください。 

  

 注１ 上記人員基準は、最低限の基準です。実際のサービス提供に当たっては、個別リハビリテ

ーション実施加算（経験看護師の個別リハビリテーション提供では加算は算定できません）

等の加算算定その他も勘案し、必要な人員の配置を行ってください。 

注２ 保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又

は呼吸器リハビリテーション（以下、疾患別リハビリテーション）と１時間以上２時間未満

の通所リハビリテーションを同時に行なう場合、一定の条件を満たした場合、理学療法士等

は同日に疾患別リハビリテーションと通所リハビリテーションを提供することができます。 

具体的な条件は前ページのＱ＆Ａのとおりです。 

注３ 人員欠如については、減算しなくてはならない場合があります。 

減算については、「Ⅵ 介護報酬請求上の注意点について」で確認してください。 
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３ 用語の定義 

①単位ごとに  
指定通所リハビリテーションの単位とは、指定通所リハビリテーションが同時に、一体的に

提供されるグループをいいます。 

単位が複数ある場合、それぞれの単位ごとに職員を配置しなくてはなりません。 

 
【ポイント】  

通所リハビリテーションの提供記録において、職員の配置については、単位ごとに記録しましょう。

（単位ごとに記載がないと、場合によっては、人員欠如として報酬返還となる可能性があります。） 

 

②提供時間帯を通じて  

「サービスを提供する時間の間はいつでも」の意味です。 

 

③専ら従事する・専ら提供に当たる  

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいい

ます。 

この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間をいうもの

であり、常勤・非常勤の別を問いません。 

ただし、通所系サービスについては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供

時間帯の途中で同一職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサービス提供時間を通じて

当該サービス以外の職務に従事しないことをもって足りるとされています。 

⇒ 「提供時間帯を通じて専らサービス提供に当たる従業員を確保する」とは、「提供時間帯

に当該職種の従業者が常に確保されるよう必要な配置を行わなくてはならない」ということ

です（人は交代しても構わないが、単位ごとに、提供時間帯には常に、それぞれの職種の従

業者が必要数必ずいなければならない、ということです）。 

また、指定通所リハビリテーション（１時間以上２時間未満に限る）又は指定介護予防通所

リハビリテーションが、保険医療機関において医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、

廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーショ

ン料のいずれかを算定すべきリハビリテーションが同じ訓練室で実施されている場合に限り、

専ら当該指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当た

る理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、

廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーショ

ン料のいずれかを算定すべきリハビリテーションに従事して差し支えありません。 

ただし、当該従事者が指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーショ

ンに従事していない時間帯については、従事者の員数及び厚生労働大臣が定める基準（平成27 

年厚生労働省告示第95 号）の第24 号の２イの従業者の合計数に含めません。 

 

④常勤 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務す

べき時間数（１週間に勤務すべき時間数が、32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に

達していることをいいます。ただし、母子健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時

間の短縮等の措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所と

して整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うこ

とを可能とします。同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当

該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、そ

れぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件

を満たすものであることとされています。 

   また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従業者が労働基準法（昭和22年法

律第49号）第65条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育

児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第2号に規

定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準

ずる措置又は同法第24条第1項（第2号に係る部分に限る。）の規定により同項第2号に規定する

育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」とい
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う。）を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤

を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能であることとしま

す。 

 

⑤常勤換算方法 

従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除すること

により、その員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。（勤務時間の合計が常勤

の職員の何人分かということ）この場合の勤務延時間数は当該通所リハビリテーションに従事

する勤務時間の延べ数であり、例えば、老健で施設と通所リハビリテーションの職種を兼務す

る場合、当該従事者の勤務延時間数は通所リハビリテーションサービスに係る時間数だけを算

入します。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法

律第113号）第13条第1項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は、育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成3年法律第76号。以下

「育児・介護休業法」という。）第23条第1項、同条第3項又は同法第24条に規定する所定労働

時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイ

ドライン」に沿って事業者が自主的に設ける所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び

治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30時間以上の

勤務で常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、

1として取り扱うことを可能とします。 

 

【ポイント】  

併設する病院・診療所・老健等との兼務について、通所リハビリテーションに従事している時間は、

老健本体や病院での勤務時間としてカウントすることはできません。 

 

●厚生労働省「介護サービス関係Q&A」 

＜常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い＞ 

（問）常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また、休暇を取った場合に、その出張や休

暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。 

（答）「常勤換算方法」とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所

において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方

法」(居宅サービス運営基準第２条第８号等)であり、また、｢勤務延時間数｣とは、｢勤務表上、当該

事業に係るサービスの提供に従事する時間(又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行

う時間(待機の時間を含む。)) として明確に位置づけられている時間の合計数｣である。以上から、

非常勤の従業者の休暇や出張(以下「休暇等」という。) の時間は、サービス提供に従事する時間と

はいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。 

なお、常勤の従業者の休暇等の期間については、その期間が暦月で１月を超えるものでない限

り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。 
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＜常勤要件について＞ 

（問）各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号。以下「育児・介護休業

法」という。）の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を３

０時間としているときは、当該対象者については３０時間勤務することで「常勤」として取り扱っ

て良いか。 

 

（答）そのような取扱いで差し支えない。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（問）育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常勤換算方法による人員要件

についてはどのように計算すれば良いか。 

 

（答）常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所におい

て常勤の従業者が勤務すべき時間数（３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）で除する

ことにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法」であり、その計算

に当たっては、育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者の有無は問題にはならない。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（問）各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第２３条第１項に規定する所定労働時間の

短縮措置の適用対象となるのか。 

 

（答）労働基準法第４１条第２号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外

されていることから、「管理者」が労働基準法第４１条第２号に定める管理監督者に該当する場合

は、所定労働時間の短縮措置を講じなくてもよい。 

なお、労働基準法第４１条第２号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件

の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実

態に即して判断すべきであるとされている。このため、職場で「管理職」として取り扱われている

者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を講じなければ

ならない。 

また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第２３条第１項の措置とは別に、同項の

所定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育ての

両立を図る観点からは、むしろ望ましいものである。 
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Ⅳ 設備基準について 

（１） 設備及び備品等  

指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーション事業を行うにふさわしい専

用の部屋等であって、３平方メートルに利用定員(同時に指定通所リハビリテーションの提供を受け

ることができる利用者の数の上限)を乗じた面積以上のものを有しなければなりません。 

ただし、介護老人保健施設又は介護医療院併設である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積

に食堂（リハビリテーションに供用されるものに限る）の面積を加えることができるとされていま

す。 

また、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行う

ために必要な専用の機械及び器具を備えなければなりません。 

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等に規定された

設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければなりません。 

＜疾患別リハビリテーション届出の保険医療機関の特例＞ 

・ 保険医療機関が医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料

又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションの届出を行っており、当該保

険医療機関において、指定通所リハビリテーション（１時間以上２時間未満に限る）又は指定介

護予防通所リハビリテーションを実施する場合には、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテー

ション料を算定すべきリハビリテーションを受けている患者と介護保険の指定通所リハビリテー

ション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者に対するサービス提供に支障が生じな

い場合に限り、同一のスペースにおいて行うことも差し支えありません。 

・ この場合の基準上指定通所リハビリテーションを行うために必要なスペースは、医療保険のリ

ハビリテーションの患者数に関わらず、常時、３平方メートルに指定通所リハビリテーションの

利用者数（指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所リハビリテーション

の利用者数と指定介護予防通所リハビリテーションの利用者数の合計数）を乗じた面積以上とし

ます。 

・ なお、機器及び機具は、サービス提供時間に関わらず、各サービスの提供に支障が生じない場

合に限り、共用して差し支えありません（介護予防通所リハビリテーションについても同様で

す）。 

＜介護老人保健施設併設又は介護医療院の場合＞  

介護老人保健施設又は介護医療院に併設する通所リハビリテーションについては、レイアウト

を変更する場合は、事前に市に相談してください。通所リハビリテーションのレイアウト変更に

より老健本体のレイアウトも変更となる場合は、用途変更に係る許可が必要です。 

なお、建設補助金を受けて整備した施設については、財産処分の手続きが必要となる場合があ

ります。 

【ポイント】 

○ 事業所のレイアウトを変更する場合は、事前に市への届出が必要です。 

① 介護老人保健施設の場合で、通所リハビリテーションのレイアウト変更により本体のレイアウトも変更

となる場合は、用途変更に係る許可が必要です。 

② 建設補助金を受けている施設は、財産処分の手続きが必要となる場合があります。 
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＜共生型自立支援（機能訓練）又は基準該当自立訓練（機能訓練）の提供＞  

共生型サービス又は基準該当サービスとして障害福祉サービスにおける機能訓練（自立訓練）を行う場合に

おいては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び関係規定に基づき適切に実施す

る必要があります。 

なお、この場合において、施設基準を満たすにあたっては、通所リハビリテーションの利用者数に、障害福

祉サービスの利用者数を合算することとし、利用者に対するサービス提供が適切に行われると認められる場合

において、設備を共有することは差し支えないものとされています。 

 

 

(厚生労働省「平成 30 年度介護報酬改定に関する Ｑ＆Ａ（Vol.１）」 

○ 設備に関する基準 

（問）「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」（平成 11 年９月 17 日老企 25

号）において、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーシ

ョン料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けている患者と介護保険の指定通

所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者に対するサービス提供に支障が生じな

い場合に限り、同一のスペースにおいて行うことも差し支えないとされ、その場合には、医療保険のリハビリテ

ーションの患者数に関わらず、常時、３平方メートルに指定通所リハビリテーションの利用者数を乗じた面積以

上を満たせばよいとされている。 

例えば保険医療機関の 45 平方メートルの訓練室を指定通所リハビリテーションと共用する場合、45 平方メー

トルを３平方メートルで除した数、すなわち 15 人以下の利用者数に指定通所リハビリテーションを提供できる

と考えていいか。 

(答)よい。 
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Ⅴ 運営基準について 

※通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションで内容が基本的に同じものは１つに

まとめ、通所リハビリテーションの文言で記載しています。介護予防通所リハビリテーションに

ついては適宜読み替えてください。 

例 通所リハビリテーション計画 → 介護予防通所リハビリテーション計画 

居宅介護支援事業者 → 介護予防支援事業者 

要介護 → 要支援 

 

１ サービス開始の前に 

（１） 内容及び手続きの説明及び同意 

通所リハビリテーションサービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者又はその

家族に対し、運営規程の概要などを、説明書やパンフレットなど重要事項を記した文書を交付し

て説明を行い、サービス提供開始についての同意を得なければなりません。 

【ポイント】 

○重要事項を記した文書に記載すべきと考えられる事項は、以下のとおりです。 

ア 法人及び、事業所の概要（法人名、事業所名、事業所番号、併設サービスなど） 

イ 事業所の営業日、営業時間、サービス提供日及びサービス提供時間 

ウ 利用料等 

エ 通常の事業の実施地域 

オ 従業者の勤務体制(単位ごと) 

カ 事故発生時の対応 

キ 苦情処理の体制及び相談窓口（事業所担当、市町村、国民健康保険団体連合会などの相談・苦

情の窓口も記載） 

ク 利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項（従業者の秘密の保持、従業者の研修

など） 

 

※ 重要事項を記した文書を説明した際は、内容に同意した旨及び交付したことがわかるようにし

てください。 

※ 重要事項説明書の内容と運営規程の内容に齟齬がないようにしてください。 

サービス提供開始についての同意は重要事項説明書の交付のほかに、利用申込者及びサービス

事業者双方を保護する観点から、書面（契約書等）により確認すること。 

【指導事例】 

・重要事項説明書について、利用者に説明をし、内容に同意を得、交付したことが確認できなか

った。 

・重要事項説明書の書式に「交付を受けた」旨の記載がなかったため、交付をしていることが確

認できなかった。 

 

 

（２） 提供拒否の禁止 

正当な理由なく通所リハビリテーションサービスの提供を拒んではなりません。 

【ポイント】 

事業者は原則として、利用申し込みに対して応じなければなりません。特に要介護度や所得の多

寡を理由にサービスの提供を拒否することは禁じられています。 

提供を拒むことのできる正当な理由とは、 

ア 事業所の現員では、利用申し込みに応じきれない。 

イ 利用申込者の居住地が実施地域外である。 等があげられます。 
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（３） サービス提供困難時の対応 

（２）によって利用申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合

は、居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定通所リハビリテーション事業者等を紹介する

などの必要な措置を速やかに講じなければなりません。 

 

（４） 受給資格等の確認 

利用の申込みがあった場合は、その者の被保険者証(介護保険)によって、被保険者資格、要介

護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認します。 

被保険者証に、認定審査会の意見が記載されているときは、これに配慮して通所リハビリテー

ションサービスを提供するよう努めなければなりません。 

 

 

（５） 要介護(要支援)認定の申請に係る援助 

要介護認定を受けていない者から利用申込があった場合には、要介護認定の申請が、既に行わ

れているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、利用申込者の意思を踏まえて、速や

かに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければなりません。 

また、居宅介護支援事業者等を利用していない利用者に対しては、継続して保険給付を受ける

ためには、要介護認定の更新が必要となりますので、遅くとも要介護認定の有効期間満了日の３

０日前には更新申請が行われるよう、必要な援助を行わなければなりません。 

 

 

 

２ サービス開始に当たって 

（１） 心身の状況等の把握 

利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議、本人・家族との面談等を通

じて、利用者の心身の状況・病歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サー

ビスの利用状況等の把握に努めなければなりません。 

【ポイント】 

【注意！】通所リハビリテーションの提供開始に当たっての診断書の提出 

通所リハビリテーションの提供開始にあたり、利用者の健康状態を把握することは重要ですが、

利用者にとって診断書の提出は義務ではありません。 

利用者から任意に提出していただける場合には構いませんが、利用者の健康状態を把握するため

には、担当のケアマネジャーや主治医に利用者の状態を確認するといった方法もありますので、

「診断書の提出がなければ一切サービス提供できない」とすることは不適切です。 

 

 

（２） 居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)等との連携 

サービスを提供するに当たっては、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、その他保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなりません。 

また、サービスの提供の終了に当たっては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うと

ともに、居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに地域包括支援センター又は保健医療サー

ビス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなりません。 

 

 

（３） 居宅サービス計画(介護予防サービス計画)に沿ったサービスの提供 

居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)の作成した居宅サービス計画(介護予防サービス計

画)に沿った(介護予防)通所リハビリテーションサービスを提供しなければなりません。 
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（４） 居宅サービス計画(介護予防サービス計画)等の変更の援助 

利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者への連絡その他の必要

な援助を行わなければなりません。 
  

【ポイント】 

（１）～（４）までは、他のサービス事業者、特にケアマネジャーとの密接な連携が必要となります。 

○サービス担当者会議の出席 

居宅サービス計画を変更する場合等に、ケアマネジャーは通所リハビリテーション事業者等の居宅サー

ビス事業者等を集めてサービス担当者会議を開催することになっています。通所リハビリテーション事業者

はこの会議に出席しなくてはなりません。 

 

 

（５） 基本取扱方針 

○ 通所リハビリテーション 

① 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に

行われなければなりません。 

② 自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図ら

なければなりません。 

 

○ 介護予防通所リハビリテーション 

① 利用者の介護予防に資するよう､その目標を設定し、計画的に行われなければなりません。 

② 自らその提供する指定介護予防通所リハビリテーションの質の評価を行うとともに、主

治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければなりません。 

③ 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向

上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とする

ものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者が出来る限り要介護状態とならな

いで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであること

を常に意識してサービスの提供に当たらなければなりません。 

④ 利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提

供に努めなければなりません。 

⑤ 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーション

を十分に図ること、その他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適

切な働きかけに努めなければなりません。 
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（６） 具体的取扱方針 

○ 通所リハビリテーション 

① 医師の指示及び通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を

図り､日常生活の自立に資するよう､妥当適切に行います。 

② 通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は

その家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解し

やすいように指導又は説明を行います。 

③ 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に

対し適切なサービスを提供します。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、

その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えます。 

④ 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束を行ってはなりません。 

⑤ 身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければなりません。 

⑥ 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議(※次ページ参照)の開催

により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成

員と共有するように努め、利用者に対し、適切なサービスを提供します。 

 

○ 介護予防通所リハビリテーション 

① 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師

からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議を通じる等の適切

な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般

の状況の的確な把握を行います。 

② 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供

に当たる介護予防通所リハビリテーション従業者（以下「医師等の従業者」という。）は、

診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及び

その置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための

具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所リハビリテ

ーション計画を作成しなければなりません。 

③ 医師等の従業者は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容

に沿って作成しなければなりません。 

④ 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容

について利用者又はその家族に対して説明し、同意を得なければなりません。 

⑤ 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る

介護予防通所計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計

画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければなりません。 

⑥ 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該計画を

利用者に交付しなければなりません。 

⑦ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業

者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議（医師が参加した場合に限る。）の

開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報

を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション

の目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容については、第86条第2号から第

6号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、

②から⑥までに規定する基準を満たしているものとみなすことができます。 

⑧ 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防通所リハビリテーシ

ョン計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行います。 
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⑨ 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項につい

て、理解しやすいように指導又は説明を行います。 

⑩ 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはなり

ません。 

⑪ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければなりません。 

⑫ 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適

切な介護技術をもってサービスの提供を行います。 

⑬ 医師等の従業者は、少なくとも１月に１回は、介護予防通所リハビリテーション計画に係

る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、介護予防サービスを

作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、サービスの提供を行う期間が終了す

るまでに、少なくとも１回は、計画の実施状況の把握(モニタリング)を行います。 

⑭ 医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、介護予防サービス計画を作成した指定

介護予防支援事業者に報告します。 

⑮ 医師等の従業者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所リハビリテ

ーション計画の変更を行います。 

⑯ ①から⑭までの規定は、⑮に規定する介護予防通所リハビリテーション計画の変更につい

て準用する。 
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【リハビリテーション会議について】 

リハビリテーションマネジメントの強化を図るため、通所リハビリテーション事業者は、事業所

の専門職に加え、介護支援専門員や他のサービス事業者が参加する「リハビリテーション会議」を

開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の状況等に関する情報を当該構成

員と共有するよう努めてください。 

○構成員  医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の

原案に位置付けられた指定居宅サービス等の担当者、看護師、准看護師、介護職員、

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者及び保健師等 

※リハビリテーション会議は、利用者及びその家族の参加を基本とするものですが、家庭内暴力

等によりその参加が望ましくない場合や、家族が遠方に住んでいる等によりやむを得ず参加で

きない場合は、必ずしもその参加を求めるものではありません。 

※リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由等により、構成

員がリハビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との

情報共有を図ってください。 

  ○リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。ただ

し、利用者又はその家族（以下ここでは「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テ

レビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければなりません。なお、テレビ電話

装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に

関するガイドライン」等を遵守してください。 
 
○リハビリテーション会議の開催は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)や生活行為向上リ
ハビリテーション加算の算定要件となっています。 

 
 
●厚生労働省「介護サービス関係Q&A」 

＜リハビリテーション会議について＞ 

（問）リハビリテーション会議への参加は、誰でも良いのか。 

（答）利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援

専門員、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者が構成員と

なって実施される必要がある。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（問）介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参加し、リハビリテーション会議同等の

構成員の参加とリハビリテーション計画に関する検討が行われた場合は、リハビリテーション会

議を開催したものと考えてよいのか。 

（答）サービス担当者会議からの一連の流れで、リハビリテーション会議と同様の構成員によって、

ハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を共有した場合は、リ

ハビリテーション会議を行ったとして差し支えない。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（問）リハビリテーション会議に欠席した構成員がいる場合、サービス担当者会議と同様に照会とい

う形をとるのか。 

（答）照会は不要だが、会議を欠席した居宅サービス等の担当者等には、速やかに情報の共有を図る

ことが必要である。 
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（７） 通所リハビリテーション計画の作成 [通所リハビリテーション] 

① 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる

通所リハビリテーション従業者（以下「医師等の従業者」という。）は、診療又は運動機能検

査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を

踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を

記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければなりません。 

② 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の

内容に沿って作成します。 

③ 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用

者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければなりません。 

④ 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通所

リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施

計画等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければなりません。 

⑤ 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテーシ

ョン計画書を利用者に交付しなければなりません。 

⑥ 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画

に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載します。 

⑦ 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、

かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、

心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテー

ション及び通所リハビリテーションの目標と当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容に

ついて整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、基準省令第８１

条第１項から第５項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、①から⑤までに規

定する基準を満たしているものとみなすことができます。 
 

【ポイント】 

・ ⑦の訪問リハビリテーションと一体的な計画を作成する場合は、各々の事業の目標を踏まえたう

えで、共通目標を設定します。また、その達成に向けて各々の事業の役割を明確にした上で、利用

者に対して一連のサービスとして提供できるよう、個々のリハビリテーションの実施主体、目的及

び具体的な提供内容等を１つの目標として分かりやすく記載するよう留意してください。 

・ 通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションにおいて整合性のとれた計画に従いリハビ

リテーションを実施した場合には、診療記録を一括して管理しても差し支えありません。 

・ 指定通所リハビリテーションは、事業所内でサービスを提供することが原則ですが、次に掲げる

条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができます。 

ア あらかじめ通所リハビリテーション計画に位置付けられていること。 

イ 効果的なリハビリテーションのサービスが提供できること。 

・ 居宅サービス計画を作成している居宅介護支援事業所から求めがあった場合には、通所リハビリ

テーション計画を提供することに協力するよう努めてください。 

 

【指導事例】 

①通所リハビリテーション計画が作成されていなかった。 

②利用者又はその家族の同意を得る前にサービス提供を開始していた。 

③居宅サービス計画と異なる期間や内容の通所リハビリテーション計画を作成していた。 

④居宅サービス計画に変更があったが、通所リハビリテーション計画を見直していなかった。 

 

介護予防通所リハビリテーション計画の作成については、 

「(６)具体的取扱方針」に記載しています。 
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【ポイント】通所リハビリテーション計画作成の流れ 

通所リハビリテーションの基本方針 

通所リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り居

宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持又は向

上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の

機能の維持回復を図るものでなければなりません。従ってアクティビティや趣味活動のみの提供は通所

リハビリテーションとは言えません。 

また、平成２７年度の介護報酬改定において、個別リハビリテーション実施加算が本体報酬に包括化

された趣旨を踏まえ、利用者の状態に応じ、個別にリハビリテーションを実施することが望ましいとさ

れています。 

指定通所リハビリテーションは、指定通所リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、通所リ

ハビリテーション計画を作成し、実施することが原則ですが、例外として、医療保険の脳血管疾患等リ

ハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべき

リハビリテーションを受けていた患者が、介護保険の指定通所リハビリテーションへ移行する際に、リ

ハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処

理手順及び様式例の提示について（令和3年3月16日老認発0316第6号老老発0316第２号）の別紙

様式２－２－１をもって、保険医療機関から当該事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者

を診療するとともに、別紙様式２－２̶１に記載された内容について確認し、指定通所リハビリテーシ

ョンの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、別紙様式２－２－１をリハビリテーション

計画書とみなして通所リハビリテーション費の算定を開始してもよいこととします。 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３月以内に、当該事業所の医師の

診療に基づいて、次回のリハビリテーション計画を作成してください。 
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【ポイント】通所リハビリテーション計画の作成について 

≪通所リハビリテーション計画の作成までの流れ≫ 

１ 利用者の状況の把握（アセスメント） 

利用者の心身の状況・日常生活全般状況の把握（アセスメント）を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 課題の特定 

１のアセスメントに基づき、居宅サービス計画及び利用者の希望を勘案しながら、通所サ

ービスとしての課題を特定します。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 通所リハビリテーション計画の作成 

２で特定した課題の優先順位をつけ、解決すべき課題・援助目標を記載し、その達成に必要

なサービス内容を記載します。また、サービス内容の実施状況、具体的な対応方法等の適否に

ついて定期的に評価し、その結果を記入します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●盛り込むべき項目 

①計画作成者・作成日 

②利用者名・要介護度 

③解決すべき課題 

④援助目標 

⑤提供するサービス内容 

⑥上記に係る留意事項 

⑦通所サービスの実施状況、効果の評価 

※利用者又はその家族へ説明し、同意を得て交付したことが分かるようにしてください。 

 

ポイント 

① 通所サービスに対する利用者の希望の把握（利用者本人は何をしたいのか、してもらいたい

のか、通所サービスに対する不安、抵抗感等） 

② 全体の状況から利用者の隠された可能性の発見 

③ 隠れたニーズの把握 

④ 通所時の状況（活動プログラムへの参加状況、利用者との交流、集団への適応、休憩等） 

ポイント 

① 自立支援という観点から課題を把握 

② 居宅サービス計画との整合を図りながら、利用者の希望する生活達成のために、通所サービ

スとして何を援助・介護すべきかを検討 

ポイント 

① 医師の診察内容及び運動機能検査等の結果を基に、サービス提供に関わる医師等の従業者が

共同して個々の利用者ごとに作成します。 

② 抽象的でなく、利用者のニーズを踏まえ、具体的に記載します。（課題・援助目標が居宅サ

ービス計画の丸写しではなく、通所施設としての目標を設定してください。） 

③ 居宅サービス計画の課題の具体的内容がわかりにくい場合、他の課題を発見した場合等に

は、居宅介護支援事業所に確認・提案します。 

④ 定期的に評価を実施し、援助目標の変更等について検討します。 
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【加算に関する計画書との関係】 

各加算に関する計画書とは別に、通所リハビリテーション計画を作成する必要があります。なお、

各加算の計画書と通所リハビリテーション計画等を一体的に作成することも可能ですが、その場合

は加算に係る部分を明確に判断できることが必要です。 

 

 

(厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関する Ｑ＆Ａ（Vol.２）」) 

○ リハビリテーション計画書 

（問２２） 

Ｑ 報酬告示又は予防報酬告示の留意事項通知において、医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する

者の情報提供に当たっては「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的

な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和 3 年 3 月 16 日老認発第３号、老老発第２号）

の別紙様式２－２－１を用いることとされている。別紙様式２－２－１は Barthel Index が用いられているが、

情報提供をする医師と情報提供を受ける医師との間で合意している場合には、FIM（Functional Independence 

Measure）を用いて評価してもよいか。 

Ａ 医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供に当たっては別紙様式２－２－１を用い

る必要があるが、Barthel Indexの代替として FIMを用いる場合に限り変更を認める。 

なお、様式の変更に当たっては、本件のように情報提供をする医師と情報提供を受ける医師との間で事前の合

意があることが必要である。 

 

（問２３） 

Ｑ 医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、「リハビリテーション・個別

機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

（令和 3 年 3 月 16 日老認発第３号、老老発第２号）の別紙様式２－２－１をもって、保険医療機関から介護保

険のリハビリテーション事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式２

－２－１に記載された内容について確認し、リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場

合には、例外として、別紙様式２－２－１をリハビリテーション計画書と見なしてリハビリテーションの算定を

開始してもよいとされている。 

（１）医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、当該保険医療機関を介護保険のリハビリテー

ション事業所として利用し続ける場合であっても同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、保険医療機関

側で当該の者を診療し、様式２－２－１を記載して情報提供を行った医師と、介護保険のリハビリテーション

事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、情報提供を受けたリハビリテーション事業所の医師の診療

を省略して差し支えないか。 

（２）医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、保険医療機関から情報提供を受ける介護保険

のリハビリテーション事業所において、指定訪問リハビリテーションと指定通所リハビリテーションの両方を

受ける場合、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当

該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合が取れたものとなっていることが確認できれば、

別紙様式２－２－１による情報提供の内容を訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの共通のリ

ハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。 

Ａ (１)よい。また、医師が同一の場合であっては、医師の診療について省略して差し支えない。 

ただし、その場合には省略した旨を理由とともに記録すること。 

(２)差し支えない。 
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３ サービス提供時 

（１） サービス提供の記録 

通所リハビリテーションサービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記

録しなければなりません。   →ｐ31「記録の整備」参照 

【ポイント】 

・ 「サービスの提供内容」や「適正な職員配置がされていたか」をきちんと記録に残していないと介護報酬の

返還、減算となることがあります。 

・ 記録の様式は特に定まっていませんが、次の点を参考にして作成・見直しをしてください。 

＜勤務体制について＞ 

・ 提供日ごと、単位ごとにどの職種にどの職員が勤務したか分かるようにしてください。 

（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員、その他加算の算定基準に配置が定めら

れた職員等） 

＜利用者に対するサービス内容について＞ 

・ サービスの提供開始時刻、終了時刻 

・ 送迎（片道か往復か）の有無、入浴の有無等に関係する記録 

・ 送迎の記録（事業所の発着時間、利用者名、運転車、運転者名等） 

 

 

（２） 利用料等の受領 

 

厚
生
省
令
で
定
め
ら
れ
た
費
用 

介護報酬に係るもの 
(利用者１割又は２割・３割

負担) 

基本額 
・通所リハビリテーション 

・介護予防通所リハビリテーション(月定額報酬) 

加算額  

その他の費用 
(自己負担) 

特別なサービス等の

費用 

実施地域外の交通費 

通常の提供時間を超えるサービス提供に伴う費用 
（通所リハビリテーションのみ） 

日常生活費 食費（※１）、おむつ代 

その他の日常生活費 
（※２） 

身の回り品の費用 

教養娯楽費 

※１ 食費については、「居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針」 

(Ｈ17厚労省告示第419号)に基づき、料金を設定し、手続きを行う必要があります。 

※２ その他の日常生活費を利用者全員から画一的に徴収することは認められません。 

→ H12厚生省通知 老企54「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」 

 

 どんな場合？ 具体的には？ 注意点 

身の回り品

の費用 

利用者の希望によって、身

の回り品として日常生活に

必要なものを提供する場合 

一般的に要介護者等の日常生

活に最低限必要と考えられる

物品（例えば、歯ブラシや化

粧品等の個人用の日用品等） 

すべての利用者に一律に提供し、

すべての利用者からその費用を画

一的に徴収することは認められま

せん 

教養娯楽費 

利用者の希望によって、教

養娯楽として日常生活に必

要なものを提供する場合 

サービス提供の一環として実

施するクラブ活動や行事にお

ける材料費等 

すべての利用者に一律に提供され

る教養娯楽に係る費用を徴収する

ことは認められません 

 



23 

 

●厚生労働省「介護サービス関係Q&A」 

（問）月単位の介護報酬たる介護予防サービスの介護報酬についてキャンセル料を徴収することは可能

か。また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのか。 

（答）キャンセルがあった場合においても介護報酬上は定額どおりの算定がなされることを踏まえる

と、キャンセル料を設定することは想定しがたい。 

※ 利用者のキャンセルにより結果的に月に1回の利用もなくなり介護報酬を算定できない場合や、介護

保険外の費用（食費等）についてはキャンセル料を徴収できます。ただし、運営規程、重要事項説明書、

契約書、料金表等にキャンセル料の徴収要件や金額を記載するとともに、事前に利用者に説明し、同意

を得ていることが前提です。 

【指導事例】 

・ 利用者全員が希望したとして、利用者全員が一律に使用するシャンプー・石けんやタオルのリネン

費用を身の回り品の費用として徴収していた。 

→すべての利用者に対して一律に提供するものについては、その他日常生活費として徴収することは

できません。入浴に通常付随する費用は入浴加算の報酬中に組み込まれています。 

・ プログラムの一環として利用者全員が参加する機能訓練で使用する材料費について、利用者から一

律に徴収していた。  

→すべての利用者に対して一律に提供するものについては、その他日常生活費として徴収することは

できません｡ 

＜介護報酬の利用者負担分＞ 

  ・ 利用者負担額の支払いを受けなければなりません。 

＜領収書＞              

・ 通所リハビリテーションの提供に要した費用について、利用者から支払いを受けたものにつ

いては、それぞれ個別の費用に区分した上で、領収書を交付しなければなりません。 

【ポイント】 

ア 利用者負担を免除することは、指定の取消等を直ちに検討すべきとされる重大な基準違反です。 

イ 当該サービスの内容及び費用について、利用者又は家族に対し、あらかじめ説明を行い、利用者の

同意を得なければなりません。 

ウ 領収書又は請求書には、サービスを提供した日や１割（２割・３割）負担の算出根拠である請求単

位等、利用者が支払う利用料、日常生活費、通所リハビリテーションサービスの提供範囲外の費用等

の内訳がわかるように区分してください。 

 

 

（３） 保険給付の請求のための証明書の交付 

法定代理受領サービスに該当しない指定通所リハビリテーションに係る利用料の支払いを受け

た場合には、提供したサービスの内容、費用の額その他利用者が保険給付を保険者に対して請求

する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければ

なりません。 
 

 

（４） 利用者に関する市町村への通知 

利用者が、次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知し

なければなりません。 

①正当な理由なしに通所リハビリテーションサービスの利用に関する指示に従わないことにより、

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

②偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 
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（５） 緊急時等の対応 

サービス提供時に利用者に病状の急変が生じた等の場合には、速やかに主治医への連絡を行う等

の必要な措置を講じなくてはなりません。 

【ポイント】 

・ 緊急時の主治医等の連絡先を把握している必要があります。 

・ 事業所への連絡方法についてルールを決めて、従業員に周知してください。 

（関連）「事故発生時の対応」 

 

 

４ 事業運営 

（１） 管理者の責務 

管理者は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテー

ションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に必要な管理の代行をさせることができます。 

管理者又は管理を代行する者は、従業者に対して運営に関する基準を遵守させるため、必要な

指揮命令を行うものとします。 

 【ポイント】 

＜従業者の勤務管理＞ 

○ タイムカード等によって出勤状況を確認できるようにしてください。 

○ 基準以上の人員配置になるよう､勤務ローテーションを組んでください。 

○ 従業者との雇用関係が確認できるよう雇用契約書等を事業所に保管してください。        

○ 資格が必要な職種については、資格を確認し、資格証等の写しを事業所で保管してください。 

＜労働関係法令の遵守＞            

労働関係法令については、労働基準監督署等に相談するなどして適正な事業運営をしてください。 

 

【指導事例】 

・院長である管理者が実質的に通所リハビリテーション事業所の管理ができない状態であるにもかか

わらず、管理代行者を選任していなかった。 
・従業者の雇用契約期間が満了となったにもかかわらず、雇用契約書を更新していなかった。 

・従業者の雇用契約の就業場所に当該事業所が含まれていなかった。 

 

 

（２） 運営規程 

次に掲げる事業所の運営についての重要事項に関する規程を定めなければなりません。 

ア 事業の目的、運営の方針、事業所名称、住所 

イ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

ウ 営業日及び営業時間、サービス提供日及びサービス提供時間 

エ 利用定員（単位数、単位ごとの定員） 

オ  通所リハビリテーションサービスの内容及び利用料その他の費用の額 

カ 通常の事業の実施地域 

キ サービス利用に当たっての留意点 

ク 非常災害対策 

ケ 虐待の防止のための措置に関する事項 

コ その他運営に関する規則で定める事項 

ａ 緊急時等における対応方法 

ｂ 事故発生時の対応 

ｃ 従業者及び退職後の秘密保持 

ｄ 苦情・相談体制 

ｅ 従業者の研修 等 
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【ポイント】 

・運営規程は事業所の指定申請の際に作成しています。 

・指定後は、事業所名称、所在地、営業日、従業者の職種、員数、利用料等の内容の変更の都度、運

営規程を修正する必要があります（修正した年月日、内容を最後尾の附則に記載することで、い

つ、どのように変更されたか分かるようになります。）。 

・ケの虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者、従業者への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐

待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容としてください。 

【指導事例】 

・運営規程に事故発生時の対応を定めていなかった。 

 

 

（３） 勤務体制の確保等 

利用者に対して、適切な通所リハビリテーションサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業

者の勤務の体制を定め、当該事業所の従業者によってサービスを提供しなければなりません。 

また、従業者の資質向上のため、研修の機会を確保しなければなりません。その際、事業者は、す

べての通所リハビリテーション従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規

定する政令で定める者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる

ために必要な措置を講じなければなりません。 

 適切な通所リハビリテーションの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境

が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければなりません。 

 

【ポイント】 

〇 原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者について、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤

の別、管理者との兼務体制等を明確にしてください。 

〇  事業所の従業者とは、雇用契約、労働者派遣契約その他の契約により、事業所の管理者の指揮命令下

にある従業者を指します。     

○ 従業者の資質の向上を図るため、研修期間が実施する研修や事業所内の研修への参加の機会を確保する

こととしたものです。 

  また、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有しない者について、認知症介護基礎研

修を受講させるために必要な措置を講じることを義務付けることしたものです。これは、介護に関わるす

べての者に認知症対応力を向上させ、認知症について理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊

厳の保証を実現していく観点から実施するものです。 

  なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされています。 

〇 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）第

11条第1項及び労働施策の総合的な施策並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法

律（昭和41年法律第132号）第30条の2第1項の規定に基づき、事業主には、職場におけるセクシュア

ルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のた

めの雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定されました。事業主

が講ずべき措置の具体的な内容及び事業主が講ずることが望ましい取組については、次のとおりで

す。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から

受けるものも含まれます。 

  イ 事業主が講ずべき措置の具体的な内容 

    事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題

に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成18年厚生労働省告示第615号）及び事

業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべ

き措置等についての指針（令和2年厚生労働省告示第5号。以下「パワーハラスメント指針」と

いう。）において規定されているとおりであるが、特に留意したい内容は以下のとおりです。 

    ａ 職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨

の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 
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    ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

      相談に対応する担当者をあらかじめ定める等により、相談への対応のための窓口をあら

かじめ定め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第24号）附

則第3条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職

業生活の充実等に関する法律第30条の2第1項の規定により、中小企業（資本金が3億円以下又は

従事使用する従業者の数が300人以下の企業）は、令和4年4月1日から義務化となりました。適切

な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努めてください。 

 ロ 事業主が講ずることが望ましい取組について 

    パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメン

ト）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、

①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メ

ンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等）及び③被害防止のため

の取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されてい

る。介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求めら

れていることから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるに当たっ

ては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理者・職員向け）研修のた

めの手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。これらマニュアル等は、厚生労働省

ＨＰに掲載されているので、参考にしてください。 

【指導事例】 

・従業者の資質向上のための研修が実施されていなかった。 

・従業者の研修を実施した際の記録が不十分であった。 

 

 

（４） 業務継続計画の策定等 

指定通所リハビリテーション事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通

所リハビリテーションの提供を継続的に実施するための及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなけれ

ばなりません。 

通所リハビリテーション従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施しなければなりません。 

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行ってください。 

指定通所リハビリテーション事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して

指定通所リハビリテーションの提供を受けられるよう、指定通所リハビリテーションの提供を継続的に

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」とい

う。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、通所リハビリテーション従業者に対して、必要

な研修及び訓練（シュミレーション）を実施しなければならないこととされました。なお、業務継続計

画の策定、研修及び訓練の実施については、基準では事業所に実施が求められるものであるが、他のサ

ービス事業者との連携等により行うことも差し支えありません。 

 

 

（５） 定員の厳守 

利用定員を超えて指定通所リハビリテーションの提供を行ってはなりません。ただし、災害その

他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。 

 

●厚生労働省「介護サービス関係Q&A」 
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（問）通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞれの定員を定めるのか、それとも全体の定

員の枠内で、介護と予防が適時振り分けられれば良いものか。 

（答）通所サービスと介護予防通所サービスを一体的に行う事業所の定員については、介護給付の対象と

なる利用者（要介護者）と予防給付の対象となる利用者（要支援者）との合算で利用定員を定めるこ

ととしている。例えば、定員２０人という場合、要介護者と要支援者とを合わせて２０人という意味

であり、利用日によって、要介護者が１０人、要支援者が１０人であっても、要介護者が１５人、要

支援者が５人であっても、差し支えない。 

 

 

（６） 非常災害対策 

非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報体制を整備し、それらを定期

的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければなりません。 

訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければなりません。 

【ポイント】 

ア 非常災害に関する具体的計画とは、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画のこと

です。 

イ 防火管理の責任者を決め、消防計画等を策定し、地域の消防機関へ速やかに通報する体制を従業員

に周知してください。 

ウ 消防法に基づき、消火設備の設置や避難訓練を実施してください。 

エ 避難、救出その他必要な訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めて

ください。日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制

づくりに努めることが必要です。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示

を仰ぐなど、より実効性のあるものとしてください。 

   

 

（７） 衛生管理等策 

・ 利用者の使用する施設､食器その他の設備又は飲用に供する水について､衛生的な管理に努め､又

は衛生上必要な措置を講ずるとともに医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければなりません。 

・ 当該通所リハビリテーション事業所において､感染症が発生し､又はまん延しないように次の各号

に掲げる措置を講じなければなりません。 

①  事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね6月に1回以上開催するとともに、

その結果について、通所リハビリデイ従業者に周知徹底を図ること。 

②  事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

③  事業所において、通所リハビリデイ従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための

研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

【ポイント】 

ア 従業員に対し健康診断等を実施し、健康状態について把握してください。 

イ 食事の提供を行う場合には、食中毒対策が必要です。 

ウ 感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、基準では事業所に実施が

求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えありませ

ん。 

エ 入浴を行う場合には、レジオネラ症等の感染症対策が必要です。 

※定期的な教育を行うとともに、新規採用時には必ず感染症対策研修を実施することが重要です。 

また、研修の実施内容については記録が必要です。 

 

→ 食中毒・感染症の発生防止のための措置については、必要に応じ保健所の助言を求めてください。 

→ インフルエンザ、Ｏ－１５７、レジオネラ症の対策については、別途通知が出ています。 
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（８） 掲示 

事業所の利用者が見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料その他のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項（苦情処理の概要等）を掲示しなければなりません。 

事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又はその

家族に対して見やすい場所のことです。 

重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより、掲示に代えることができます。重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用

申込者、利用者又はその家族等が自由に閲覧可能な形で、事業所内に備え付けることで構いません。 

原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければなりません。（令和7年4月1日から義務付

けとなります。） 

【ポイント】 

掲示すべき内容は重要事項説明書に網羅されていますので、重要事項説明書を掲示用に加工して掲示

している事業所が多いようです。  

  → 「内容及び手続きの説明及び同意」参照 

 

 

（９） 秘密保持等 

従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはなり

ません。 

【ポイント】 

ア 過去に従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければなりません。 

 ※「必要な措置」とは 

→従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を従業者の雇用時等に取り決

め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を講ずるべきとされています。 

イ サービス担当者会議等において、居宅介護支援事業者や他のサービス事業者に対して利用者に関

する情報を提供することが想定されます。このことについて、あらかじめ、利用者に説明を行い、

文書により利用者から同意を得ておかなければなりません。 → 個人情報使用同意書 

ウ 個人情報保護法の遵守について 

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等が厚生労働省等

から出されています。詳細は、インターネットに掲載しています。 

 

【指導事例】 

・秘密保持に関する誓約書を徴していない従業者がいた。 

・個人情報使用同意書を利用者から得ていなかった。 

 

 

（１０） 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止 

居宅介護支援事業者による居宅サービス事業者の紹介が公正中立に行われるよう、居宅介護支

援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させること

の対償として、金品その他の財産上の利益を供与することは禁じられています。 

【ポイント】 

このような行為は、指定の取消等を直ちに検討すべきとされる重大な基準違反です。 
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（11） 苦情処理 

提供した通所リハビリテーションサービスに関する利用者及びその家族からの苦情に、迅速か

つ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなけれ

ばなりません。 

＜事業所が苦情を受けた場合＞ 

利用者及びその家族からの苦情を受け付けた場合は、苦情に対し事業所が組織として迅速かつ

適切に対応するため、当該苦情の受付日、内容を記録しなければなりません。 

＜市町村に苦情があった場合＞ 

市町村から文書その他の物件の提出若しくは提示の求めがあった場合又は市町村の職員からの

質問若しくは照会があった場合は、その調査に協力しなければなりません。また、市町村から指

導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って、必要な改善を行わなければなりません。

市町村からの求めがあった場合には、指導又は助言に従って行った改善の内容を市町村に報告し

なければなりません。 

＜国保連に苦情があった場合＞ 

利用者からの苦情に関して、国保連が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場

合は、当該指導又は助言に従い必要な改善を行わなければなりません。また、国保連から求めが

あった場合には、指導又は助言に従って行った改善の内容を国保連に報告しなければなりません。 

【ポイント】 

＜利用者からの苦情に対応するための必要な措置＞ 

「必要な措置」とは、苦情を受け付けるための窓口を設置することのほか、相談窓口、苦情処理の

体制及び手順等、当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、

これを利用者又はその家族にサービスの内容を説明する文書（重要事項説明書等）に記載するととも

に、事業所に掲示すること等です。 

 

＜苦情に対するその後の措置＞ 

事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容

を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組みを自ら行わなければなりません。 

 

 

（12） 地域との連携等 

○ 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う

等の地域との交流に努めなければなりません。 

〇 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所リハビリテーションに関する利用者からの苦

情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努

めなければなりません。 

〇 事業者は、通所リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指

定通所リハビリテーションを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通

所リハビリテーションの提供を行うよう努めなければなりません。 

 

【ポイント】 

ア 指定リハビリテーションの事業が地域に開かれた事業として行われるよう、事業者は、地域の住民やボ

ランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければなりません。 

イ 介護サービス相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市との密接な連携に努めてください。な

お、「市が実施する事業」には、広く市が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行

う事業が含まれます。 

ウ 通所リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所リハビ

リテーションを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所リハビリテー

ションの提供を行うよう努めてください。高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する指定通所リハビ
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リテーション事業所が当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者に指定通所リハビリテーションを提

供する場合、当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者のみを対象としたサービス提供が行われない

よう、第 9 条（提供拒否）の正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地域の要介護者

にもサービス提供を行うよう努めなければなりません。 

 

（13） 事故発生時の対応 

＜実際に事故が起きた場合＞ 

・ 市町村、家族、居宅介護支援事業者へ連絡を行い、必要な措置を講じなければなりません。 

・ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する必要があります。 

・ 通所リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速や

かに行わなければなりません。 

＜事故になるのを未然に防ぐ＞ 

・ 事故原因を解明し、再発防止のための対策を講じます。 

・ 事故に至らなかったが介護事故が発生しそうになった場合（ヒヤリ・ハット事例）及び現

状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いものについて事前に情報を収集し、未

然防止対策を講じます。 

【ポイント】 

ア 事故が起きた場合の連絡先・連絡方法について、事業所で定め、従業員に周知してください。 

イ 少なくとも事業所が所在する市町村については、どのような事故が起きた場合に市町村に報告す

る必要があるか把握してください。 

ウ 事業所における損害賠償の方法（保険に加入している場合にはその内容）について把握してくだ

さい。 

エ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、そ

の分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備してください。 

(具体的に想定されること) 

・介護事故等について報告するための様式を整備する。 

・介護職員その他の従業者は、介護事故等の発生、又は発見ごとにその状況、背景等を記録するとと

もに、イの様式に従い介護事故等について報告すること。 

・事業所において、報告された事例を集計し、分析すること。 

・事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等の発生原因、結果等

をとりまとめ、防止策を検討すること。 

・報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。 

・防止策を講じた後に、その効果について評価すること。 

   

＜事故報告書様式、報告取扱要領等の掲載場所＞ 

「相模原市公式ホームページ」 https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 

→「子育て・健康・福祉」 

→「介護・介護予防」 

 →「介護の事業者向け情報」 

→「介護サービス事業者等における事故について」    
 

（14） 会計の区分 

通所リハビリテーションの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければなりません。 

○具体的な会計処理の方法等については、下記を参照してください。 

・介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱について(平成24年3月29日 老

高発0329第1号) 

・介護保険の給付対象事業における会計の区分について(平成13年3月28日 老振発第18号) 

・指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて(平成12年3月10日 老計第8号) 

 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
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（15） 虐待の防止 

虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければなりません。 

①  事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底

を図ること。 

② 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

③ 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

④ ①から③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

【ポイント】 

 虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす 

可能性が極めて高く、事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。虐待を未 

然に防止するための対策及び発生した場合の対応については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者 

に対する支援等に関する法律（平成17法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定され 

ているところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に 

掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じてください。 

・虐待の未然防止 

  事業者は高齢者の尊厳の保持・人格の尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあ 

たる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じて、従業者にそ 

れらに関する理解を促す必要があります。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する要介 

護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要です。 

・虐待等の早期発見 

  事業所の従業者は、虐待等又はセルフネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立場に 

あることから、これらを早期に発見できるよう必要な措置（虐待等に対する相談体制、市の通報 

窓口の周知等）がとられることが望ましいです。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る 

相談、利用者から市への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

  虐待が発生した場合には、速やかに市の窓口に通報される必要があり、事業者は当該通報の手 

続が迅速かつ適切に行われ、市等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとす 

る。 

 

 

（16） 記録の整備 

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなりません。 

記録の保存期間については、記録の種類に応じて次に掲げる期間の保存が必要です。 

(１)通所リハビリテーション計画 

(２)具体的なサービスの内容等の記録 

指定通所リハビリテーションの提供の完結の日

から２年間又は介護給付費の受領の日から５年

間のいずれか長い期間 

(３)身体的拘束等の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由の記録 

(４)市町村への通知に係る記録 

(５)苦情の内容等の記録 

(６)事故に係る記録 

指定通所リハビリテーションの提供の完結の日

から２年間 

(７)介護給付費の請求、受領等に係る書類 

(８)利用者から支払を受ける利用料の請求、

受領等に係る書類 

(９)従業者の勤務の実績に関する記録 

(10)その他市長が特に必要と認める記録 

介護給付費の受領の日から５年間 

※提供の完結の日：個々の利用者につき、契約終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者 

の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提供が終了した日を指す 
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【ポイント】 

提供した個々のサービスの内容等の記録として､次の書類を整備しておきましょう。 

１ 重要事項説明書 

２ 契約書 

３ 各種計画書 

４ アセスメントの記録 

５ 居宅サービス計画 

６ 業務日誌（サービス提供日､サービス提供開始時刻､サービス提供終了時刻､利用者名､サービス

提供者名(職種ごとに記載)､サービス提供の状況(送迎､入浴､食事摂取､バイタル､レクリエーシ

ョンの内容)等 

７ 記録(利用者の様子､目標等の達成状況､その他) 

８ 送迎記録 

９ 請求書・領収書の控え 

   

   

（17） 暴力団排除 

事業所は、その運営について、次に掲げるものから支配的な影響を受けてはなりません。 

（１）相模原市暴力団排除条例（平成23年相模原市条例第31号。以下「暴力団排除条例」という。）

第２条第２号に規定する暴力団 

その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。) が集団的に又は常習的に暴力的不

法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。 

（２）暴力団員等 

暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。) 又は暴力団員でなくなった日から５年を経過

しない者をいいます。 

（３）暴力団排除条例第２条第５号に規定する暴力団経営支配法人等 

法人その他の団体でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を

いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人その他の団体に対し

業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと

認められる者を含む。) のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融

資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するものをいいます。 

（４）暴力団排除条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの 

法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

準ずる者をいう。) が暴力団員等と密接な関係を有するものをいいます。 
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規模区分を「大規模（特例）」にする場合のみ、前月15日までに加算届を提出してください。 

Ⅵ 介護報酬請求上の注意点について 
 

１ 通所リハビリテーション費・介護予防通所リハビリテーション費 

（１） 事業所規模による通所リハビリテーション費 

通所リハビリテーション費は、事業所の規模に応じて単位が異なります。事業所規模は２区分に

分けられます。 

区   分 厚生労働大臣が定める施設基準 

通常規模型リハビリテーション費 

前年度１月当たり平均利用延人員数が 

７５０人以内の事業所 

【大規模事業所（特例）】 

前年度１月当たり平均利用延人員数が 

７５０人以上の事業所のうち以下のいずれにも適合していること。 

・リハビリテーションマネジメント加算の算定率が、利用者全体

の80％を超えていること。 

・利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が 10：1 以上

であること。 

大規模型通所リハビリテーション費 前年度１月当たり平均利用延人員数が７５０人以上の事業所 

 

 

通所リハビリテーション事業所は、毎年３月１５日までに、当該年度（３月を除く）の１月当た

りの平均利用者延人員数を算出し、翌年度の通所リハビリテーション費についてどの区分を適用

するか確認しなくてはなりません。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                           

  ★３／１５までに判定を行い、事業所規模が変更になる場合は市に届け出をしてください。 

 

 

【注意！】  

○ 区分が変わる場合には、利用料（利用者負担分）も変わるため、事前に利用者に対して説明し、 

同意を得ることが必要です。 

○ 事業所規模が変更になる場合については、必ず市に届出が必要です（毎年3/15必着）。 

市に届け出ている事業所規模に対応した請求コード（サービスコード）で報酬を請求する必要があ

ります。 

４／1 2／末 ４／１ 3／31 
算出対象期間 

通所リハ費 

算定期間 

★３／15 
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【ポイント】事業所規模の計算方法について 

１ 基本的な考え方 

当該年度の前年度(３月を除く)の１月当たりの平均利用延人員数が、７５０人以内(通常規模型)

か、７５０人以上（大規模事業所）かにより事業所の規模を区分します。 (以下の計算方法について

も同様に考えてください)。 

→ 例えば、平成27年度の事業所規模は、平成26年度の利用者数によって決まります。 

 また、令和６年度報酬改定に伴い、大規模型事業所のうち、算定する月の前月において以下の要件

をすべて満たす事業所については通常規模と同等の評価（大規模型（特例））を行います。 

 ・リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80％を超えていること。 

・リハビリテーション専門職の配置が10：1以上であること。 

○ 既存の事業者が事業所の規模を判断する際には、前年度の４月から２月までのうち通所リハビリテ

ーション費を算定している各月の利用者数の合計を月数(11ヶ月)で割って計算します。 

○ 前年度の実績が６月未満の事業者(新規開設等を含みます)や年度が変わる際に前年度から定員を

25％以上変更して事業を実施しようとする事業者については、利用定員の90％を１日当たりの利用者

数とし営業日数を掛けて計算します。 

※「定員を25％以上変更する場合」とは、４月１日から変更する場合のみが該当し、例えば年度途中

の９月１日から定員を25％以上変更する場合などは、事業所規模の変更はできません。 

※事業所規模区分を大規模型（特例）と届出ている事業所については、要件を満たすか確認し、要件

を満たさい場合は速やかに届出てください。 

注意 利用者数の計算の際には、｢４週間分｣ではなく、｢暦月(１ヶ月分)｣の営業日数を基に計算してく

ださい。 

２ 介護予防通所リハビリテーション事業と一体的に行っている場合について 

① 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定も併せて

受けている場合に、これらの事業を一体的に実施しているケースでは、介護予防通所リハビリテーシ

ョンの前年度の１月当たりの平均利用延人員数も含めて計算します。 

② 介護予防通所リハビリテーションの利用者数を加える際には、延人員数にサービス提供時間に応じ

た係数を乗じたものを加えることもできますし、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日

ごとに加えることもできます。 

→ 例えば、ある日の介護予防の利用者が午前中(9:00～12:30)は5名、午後(13:00～16:30)は10名の場

合、延人員数にサービス提供時間に応じた係数を乗じて計算するのであれば、5×1/2＋10×1/2＝7.5

名となり、同時にサービスの提供を受けた者の最大数で計算すれば10名となります。 

※介護予防通所リハビリテーションと一体的に実施されず、実態として両事業が分離されて実施されて

いる場合には、介護予防通所リハビリテーションの利用者数は含めません。 

３ 同一事業所で２単位以上の通所リハビリテーションを行っている場合について 

同一事業所で２単位以上の通所リハビリテーションを行っている場合については、全ての単位の利

用者数の合計を基に計算します。 

４ 暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合について 

新規に要介護認定を申請中の方が、いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合

は、月平均延利用者の計算の際には含めません。 

５ サービス提供時間別の報酬区分等に応じた計算方法について 

① 「６時間以上８時間未満の介護報酬を算定している利用者」については、利用者数をそのまま計算

します。 

② 「４時間以上６時間未満の介護報酬を算定している利用者」については、利用者数に3/4を掛けて

計算します(４人の利用者を３人として扱う)。 

③ 「３時間以上４時間未満の報酬を算定している利用者(２時間以上３時間未満の報酬を算定してい

る利用者を含む)」については、利用者数に1/2を掛けて計算します(２人の利用者を１人として扱

う)。 

④ 「１時間以上２時間未満の報酬を算定している利用者」については、利用者数に1/4を掛けて計算

します(４人の利用者を１人として扱う)。 
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６ 正月等を除き毎日事業を実施している事業所の場合について 

正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施している事業所の計算方法については、利用延人員数

に6/7を掛けた人数により、１月当たりの平均延利用者数を計算します。 

 

 

（２） 所要時間について 

通所リハビリテーション費については、所要時間による区分により算定されるものですが、この

「所要時間による区分」については、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画に位

置付けられた内容のサービスを行うための標準的な時間によることとされています。 

そのため、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通

常の時間を超えて事業所にいる場合は、通所リハビリテーションのサービスが提供されているとは

認められないため、この場合は当初計画に位置付けられた所要時間に応じた所定単位数が算定され

ます(家族等の出迎え等までの間の「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収し

て差し支えありません)。 

また、通所リハビリテーションを行うのに要する時間には、送迎時間は含まれません。 

 

○ 平成27年4月から、送迎時に実施した居宅内での介助等(電気の消灯・点灯、窓の施錠、着替え、

ベッドへの移乗等)に要する時間を、通所リハビリテーションの所要時間に含めることができるよ

うになりました。 

・次の要件をいずれも満たす場合であって、１日30分以内を限度とします。 

①居宅サービス計画及び通所リハビリテーション計画に位置付けた上で実施する場合 

②送迎時に居宅内の介助等を行う者が、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介

護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、１級課程修了者、介護職員初

任者研修修了者(２級課程修了者を含む)又は当該事業所における勤続年数と同一法人の経営

する他の介護サービス事業所、医療機関、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接

提供する職員としての勤続年数の合計が３年以上の介護職員である場合 

 

○ 平成24年3月16日国Ｑ＆Ａにより、 

①サービス提供の開始・終了については、利用者により異なっても良いこと 

②長い時間の単位が設定されている場合、それより短い単位については必要性があれば算定可能

であること 

が明確にされたため、基準上必要とされる人員配置を行っていれば、早く到着した利用者から順

次、サービス提供を開始することが可能です。なお、開始及び終了時刻が揃わない場合であって

も、送迎は事業所が責任を持って行ってください。 

 

●厚生労働省「介護サービス関係Q&A」 

（問）サービスの提供開始や終了は同一単位の利用者について同時に行わなければならないのか。 

（答）サービスの提供にあたっては、利用者ごとに定めた通所サービス計画における通所サービスの内

容、利用当日のサービスの提供状況、家族の出迎え等の都合で、サービス提供の開始・終了のタイミ

ングが利用者ごとに前後することはあり得るものであり、また、そもそも単位内で提供時間の異なる

利用者も存在し得るところである。報酬の対象となるのは実際に事業所にいた時間ではなく、通所サ

ービス計画に定められた標準的な時間であるとしているところであり、サービス提供開始時刻や終了

時刻を同時にしなければならないというものではない。 

（問）６時間以上８時間未満の単位のみを設定している通所リハビリテーション事業所において、利用者

の希望により、４時間以上６時間未満のサービスを提供し、４時間以上６時間未満の通所リハビリテ

ーション費を算定することができるのか。 

（答）適切なケアマネジメントに基づき利用者にとって４時間以上６時間未満のサービス提供が必要な場

合であれば算定することができる。 

 



36 

 

 
 

●厚生労働省「令和３年度介護報酬改定に関するQ&A」（Ｖｏｌ.６） 

〇 算定の基準について 

（問１）シーティングとして、医師の指示の下に理学療法士等が、椅子や車椅子等上の適切な姿勢保

持や褥瘡予防のため、利用者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートの

ためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、介護報酬上におけるリハビリテーシ

ョンの実施時間に含めることは可能か。 

（答）可能。この場合のシーティングとは、椅子や車椅子等上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等

の日常生活動作の能力の低下をきたした利用者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上

の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、利用者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散や

サポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で椅子や車

椅子等上での座位をとらせる場合は該当しない。またシーティング技術を活用して車椅子ではな

く、椅子やテーブル等の環境を整えることで、「椅子に座る」ことが望ましい。なお、シーティン

グの実務については「高齢者の適切なケアとシーティングに関する手引き」を参考とすること。 

 ＜参考：「高齢者の適切なケアとシーティングに関する手引き」（令和２年度 厚生労働省老人保健

健康増進等事業「車椅子における座位保持等と身体拘束との関係についての調査研究」高齢者の適

切なケアとシーティングに係る検討委員会、令和３年３月＞ 

【所要時間の考え方】

（例１）送迎車が１便体制の場合で、プログラムは６時間３０分だが、入浴介助に時間がかかり、実際に

全てのプログラムの内容を終了するのに３０分超過した場合 

待ち時間(※１) 

利用者到着 サービス提供開始 サービス提供終了 待ち時間(※１) 送迎車出発

※１ サービス提供開始前、終了後の単なる待ち時間は、所要時間に含まれません。

（例２）１単位で送迎車が２便体制の場合で、プログラムは６時間３０分だが、入浴介助に時間がかかり、

実際に全てのプログラムの内容を終了するのに３０分超過した場合 

利用者到着  サービス提供開始 サービス提供終了 待ち時間 送迎車出発 

１便

待ち時間  待ち時間

２便

利用者到着  サービス提供開始 サービス提供終了
送迎車出発

※２

  

30分 

30分

所要時間  6時間30分

（通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ計画に位置付けられた内容の
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃー ｼｮﾝを行うための標準的な時間） 

所要時間 6時間30分

サービス提供時間外 サービス提供時間外
実際のサービス提供時間 7時間 

（所定の人員配置が必要となる時間）

30分

待ち時間 

実際のサービス提供時間 7時間 

（所定の人員配置が必要となる時間）

(※２)

所要時間 6時間30分

※２ １便到着後、２便到着前であっても、単なる待ち時間とするのではなく、基準上必要とされる人員配置を行

った上でサービス提供を開始することは可能です。 

（通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ計画に位置付けられた内容の
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃー ｼｮﾝを行うための標準的な時間） 

（通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ計画に位置付けられた内容の
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃー ｼｮﾝを行うための標準的な時間） 
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 1.1 高齢者ケアにおけるシーティングとは 

  高齢者ケアにおけるシーティングを、「体幹機能や座位保持機能が低下した高齢者が、ここに臨む 

活動や参加を実現し、自立を促すために、椅子や車椅子等に快適に座るための支援であり、その支援 

を通して、高齢者の尊厳ある自立した生活の保障を目指すもの」と定義します。 

 

【指導事例】 

・ サービス提供時間が、サービス開始時刻以前又はサービス終了時刻以後の単なる待ち時間を含め

て６時間ちょうどであったが、６－７で請求していた。 

→待ち時間を除くと６時間に満たなかったため、５－６の単位で過誤調整することになった。 

・ 朝の渋滞等により送迎に時間がかかり、恒常的にプログラム開始が遅れ、サービス提供時間が６時

間に満たなかったにも関わらず、６－７の単位で請求していた。 

→５－６の単位で過誤調整することになった。 
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（３） 定員超過による減算 

単位ごとに、月平均の利用者数が利用定員を超えた場合、通所リハビリテーション費、介護予防

通所リハビリテーション費は、次の月の利用者全員について所定単位数に１００分の７０を乗じて

得た単位数で算定します。 

【注意！！】 

月平均で利用定員を超えなければ減算にはなりませんが、１日でも利用定員を超えれば運営基準違

反です。「減算にならなければよい」といった考え方で事業所の運営をしないようにしてください。 

 

【ポイント】利用者数の算出方法について 

 

① 日ごとの最大利用者数の算出方法 

通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションを１単位の中で一体的にサービス提供

している場合、「通所リハビリテーションの利用者数＋介護予防通所リハビリテーションの最大利用

者数」の合計が、その日の単位としての「最大利用者数」となります。 

 

  【 提供時間７時間の単位の例（9:30～16:30）】 

          要介護者 １０人              通所リハビリテーション 

 

  要支援者 ５人         要支援者 ３人     

 

           要支援者  ６人    

       

  

 9:30   10:30      12:00  13:00    14:00        16:30 

 

時間帯 要介護者 要支援者 要介護者と要支援者 

の合計利用者数 

9:30～10:30 

１０人 

５人 １５人 

10:30～12:00 １１人（５人＋６人） ２１人 

12:00～13:00 ６人 １６人 

13:00～14:00 ９人（３人＋６人） １９人 

14:00～16:30 ３人 １３人 

 

   この日の「利用者数」は、この日最大利用者数の２１人となります。 

 

 

② 平均の利用者数の算出方法 

次に、次ページの表によって、月平均利用者数を算出します。 

 

 【ポイント】 

・毎月ごとに、翌月が減算対象にならないか、事業所自ら確認する必要があります。 

 

     次ページの表の＜チェック！＞で②に該当すれば定員超過減算に該当することになります。 

 

 

介護予防通所リハビリ

テーション 
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（４）利用者の体調不良等のやむを得ない事由によるサービス提供時間の短縮 

現行の所要時間による区分の取扱いにおいては、現に要した時間ではなく、計画に位置付けられ

た内容の通所リハビリテーションを行うための標準的な時間によることとされているところ、実際

の通所リハビリテーションの提供が計画上の所要時間よりも、やむを得ず短くなった場合には計画

上の単位数を算定して差し支えないとされています。 

「やむを得ず短くなった場合」には、当日の利用者の心身の状況に加えて、降雪等の急な気象状

況の悪化等により、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要した場合も該当します。 

【質問事例】 

Ｑ：７－８の事業所だが、ある日、利用者の具合が悪くなり、５時間で早退した場合、算定はどうすれ

ば良いか。 

Ａ：当初通所リハビリテーション計画に位置付けられていた時間で算定しても可能です。ただし、利用

者の負担を考えて、事業所の判断で、実際の時間分（５－６）で請求することも可能です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

Ｑ：利用者が朝事業所に来たところ、具合が悪く、通所リハビリテーションは無理と判断し、早急に帰

宅させた。計画通り算定して良いか。 

Ａ：通所リハビリテーションのサービスが提供されたとはいえないため、キャンセル扱いで対応してく

ださい。 

 

●厚生労働省「令和３年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.３）」 

（問26）「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要 

時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えな 

い。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。 

（答）通所介護サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付

けられた内容の通所サービスを行なうための標準的な時間によることとされている。 

こうした趣旨を踏まえ、例えば８時間以上９時間未満のサービスの通所介護計画を作成していた

場合において、当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず７時間30分でサー

ビス提供を中止した場合に、当初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいとした。（た

だし、利用者負担の軽減の観点から、通所介護計画を変更した上で７時間以上８時間未満の所定単

位数を算定してもよい。）  

こうした取扱いは、サービスのプログラムが個々に利用者に応じ作成され、当該プログラムに従

って、単位ごとに効果的に実施されている事業所において行われることを想定しており、限定的に

適用されるものである。当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は、

当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、変更後の所要時間に応じた所定単位数を

算定しなければならない。 

（例）通所介護計画上７時間以上８時間未満の通所介護を行う予定であった利用者について 

①利用者が定期健診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望することにより６時間 

程度のサービスを行なった場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所介護計画を変 

更し、再作成されるべきであり、６時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。 

②利用者の当日の希望により３時間程度の入浴のみサービスを行なった場合には、利用者の当 

日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成するべきであり、３時間程度の 

所要時間に応じた所定単位数を算定する。 

③当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためやむを得ず２時間程度でサービス提供を 

中止した場合､当初の通所サービス計画を変更し、再作成されるべであり、２時間程度の所要時 

間に応じた所定単位数を算定する。 

    （※所要時間２時間以上３時間未満の区分は、心身の状況その他利用者のやむを得ない事情に

より、長時間のサービス利用が困難である利用者に対して算定するものであるが、当日の利用

者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりも大き

く短縮した場合は、通所サービス計画を変更の上、同区分での算定を行うこととしても差し支
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えない。 

    ④ 当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず１時間程度でサービス提

供を中止した場合、これに対応する所要時間区分がないため、通所介護費を算定できない。 

  

（５）サービス提供時間中の中断 

○医療機関の受診について 

通所リハビリテーションのサービス提供時間帯における医療機関の受診は、緊急やむを得な

い場合を除いてできません。 

 

【ポイント】 

通所リハビリテーションの利用中に、緊急やむを得ない理由により医療機関を受診した場合は、

医療機関における保険請求が優先されるため、通所リハビリテーションについては変更後の所要

時間（医療機関での受診時間等を除いた時間）に応じた所定単位数を算定しなければなりませ

ん。 

 

○通所リハビリテーション利用時の理美容サービスの利用について 

サービス提供に支障のない短時間の理美容サービスの提供については、通所リハビリテーショ

ンの提供時間から当該理美容サービスに要する時間を除外した時間で報酬算定を行ってください。 

ただし、その際、利用者に必要なものとして当初から予定されている通所リハビリテーション

の提供プログラムに影響しないよう配慮が必要です。 

 

（６）他のサービスとの関係 

利用者が次のサービスを受けている間は通所リハビリテーション費の算定はできません。 

(介護予防)短期入所生活介護 

(介護予防)短期入所療養介護 

(介護予防)特定施設入居者生活介護 

(介護予防)小規模多機能型居宅介護 

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

 

（７）送迎に係る取扱い 

[送迎に係る取扱いについて] 

（送迎の範囲について） 

○ 利用者の送迎について、利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障がなく、利用者の居住

実態（例えば、近隣の親戚の家）がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とする。 

（他介護事業所利用者との同乗について） 

〇 介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送

迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合（共同での委託を含む）には、責任の所在等

を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする。 

（障害福祉サービス利用者との同乗について） 

〇 障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約（共同での委託を含む）を結んだ場合

においても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能とする。 

 ＊なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、利用者の利便

性を損なわない範囲内の事業所とする。 
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（７）介護予防通所リハビリテーション費（定額制） 

介護予防通所リハビリテーション費については、通所リハビリテーション費とは異なり、サービ

ス提供時間に応じた評価ではなく、月あたりの定額払いです。 

日常生活上の支援などの「共通サービス」と、運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の「選

択的サービス」に分け、それぞれについて月単位の定額報酬となります。 

 

⑴ 算定の基準について 

① 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師は、指定介護予防通所リハビリテーションの実

施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハ

ビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず

当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷

等のうちいずれか１以上の指示を行う。 

②  ①における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、

当該指示に基づき行った内容を明確に記録する。 

③ 介護予防通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見 

直す。初回の評価は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づく介護予防通所リハビリテーショ

ンの提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ごとに評価を行う。 

④  指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以上の指定介護予防通所

リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書に指定介護予

防通所リハビリテーションの継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、法第115条の45

第１項第１号ロに規定する第１号通所事業その他指定介護予防サービスの併用と移行の見通しを記載

し、本人・家族に説明を行う。 

⑤ 新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定介護予防通所リハビ

リテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該

計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して１月以内に、当

該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行うよう努める。 

⑥ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、介護支

援専門員を通じて、法第115 条の45 第１項第１号イに規定する第一号訪問事業その他指定介護予防

サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、

介護の工夫等の情報を伝達する。 

 

【ポイント】 

介護予防通所リハビリテーションについては、複数の事業所を利用することはできません。１つの

事業所を選択する必要があります。 （厚労告127別表7注８） 

●厚生労働省「介護サービス関係Q&A」 

（問）介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、それぞれ週１回ずつ利用する等、同

時に利用することは可能か。 

（答）地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切にマネジメントを行って、計画に位置

付けることから、基本的には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションのいずれか一

方が選択されることとなり、両者が同時に提供されることは想定していない。 
 

◆介護予防通所リハビリテーションのサービス提供記録について 

介護予防通所リハビリテーションについては時間制ではなく月単位の報酬単価が設定されてい

ますが、事業所におけるサービス提供記録には内容とともにその開始時刻、終了時刻は必ず記録

してください。送迎、入浴に関する報酬も基本単位に包括されていますが、実施の記録を必ず残

すようにしてください。 
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○報酬の日割り計算について 

介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬とされたことから、月途中からの

サービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上に位置

付けられた単位数を算定することとし、日割り計算は行いません。 

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援から要介護に変更となっ

た場合、③同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合については、日割り計算によ

ります。また、④月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り計算によりそれぞれ

の単価を算定するものとします。 

 

＜日割りの対象となる場合の事由と起算日＞ 

月額報酬対象サービス  
事由 起算日 

介護予防通所リハ 

※介護予防特定施設入居者
生活介護における外部サ
ービス利用型を含む 

開
始 

・区分変更（要支援１⇔要支援２） 変更日 
・区分変更（要介護→要支援） 
・サービス事業所の変更 

（同一保険者内・同一サービス種類のみ） 
・事業開始（指定有効期間開始） 
・事業所指定効力停止の解除 

契約日 

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防
認知症対応型共同生活介護の退居（同一保険者
内のみ） 

退居日の翌日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約解除
（同一保険者内のみ） 

契約解除日の
翌日 

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入
所療養介護の退所（同一保険者内のみ） 

退居日の翌日 

終
了
※ 

・区分変更（要支援１⇔要支援２） 変更日 
・区分変更（要支援→要介護） 
・サービス事業所の変更 

（同一保険者内・同一サービス種類のみ） 
・事業廃止（指定有効期間満了） 
・事業所指定効力停止の開始 

契約解除日 
 
 

(廃止・満了日） 
（開始日） 

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防
認知症対応型共同生活介護の入居 

入居日の前日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の登
録開始（同一保険者内のみ） 

サービス提供
日（通い、訪
問又は宿泊）
の前日 

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入
所療養介護の入所（同一保険者内のみ） 

入所日の前日 

※終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日となる。 

・加算（月額）部分に対する日割り計算は行いません。 

・公費の適用期間は、公費適用の有効期間の開始日から終了日までが算定対象となります。 
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（８）職員の人員欠如による減算 

○人員基準欠如に対しての介護給付費の減額に関する規定は、適正なサービスの提供を確保するた

めに介護給付費の減額を行うことを明確にしたものであり、新たに、事業所は職員の人員基準欠

如の未然防止を図るよう努めるものとされました。 

○市長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休

止等を指導すること、当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取

消しを検討することはこれまでのとおりです。 

○単位ごとに、月平均で人員基準に定める員数の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看

護職員又は介護職員を置いていない状況で行われた場合、通所リハビリテーション費、介護予防

通所リハビリテーション費は、所定単位数に70/100を乗じて得た単位数で算定します。 

 

＜具体的な計算の方法＞ 

①人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合 

その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算されます。 

 

（医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員の算定式） 

サービス提供日に 

配置された延べ人数 

サービス提供日数 

 

（介護職員の算定式） 

当該月に配置された 

職員の勤務延時間数 

当該月に配置すべき 

職員の勤務延時間数 

 

 

②人員基準上必要とされる員数から１割の範囲内で減少した場合 

その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算されます

（ただし、翌月の末日において人員基準を満たす場合を除きます）。 

 

（医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員の算定式） 

サービス提供日に 

０．９≦配置された延べ人数＜１．０  ⇒  翌々月から所定単位数×70/100 

サービス提供日数 

 

（介護職員の算定式） 

当該月に配置された 

職員の勤務延時間数 

当該月に配置すべき 

職員の勤務延時間数 

 

＜ ０．９ ⇒ 翌月から所定単位数×70/100 

 

＜ １．０  ⇒ 翌々月から所定単位数×70/100 

 

０．９ ≦ 

 

＜ ０．９ ⇒ 翌月から所定単位数×70/100 
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（9）送迎減算について 

利用者に対して、事業者が居宅と指定通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行わない場合（利

用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合等）は、片道につき４７単位を所定単位数から減

算します。ただし、同一建物減算の対象となっている場合には、当該減算の対象とはなりません。 

 

●厚生労働省「介護サービス関係Ｑ＆Ａ」 

（問）指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。 

（答）宿泊サービスの利用の有無にかかわらず、送迎をしていなければ減算となる。 

（問）送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、

利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者

を送った場合には、減算の対象とならないのか。 

（答）送迎減算の有無に関しては、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で、実際

の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となる。 

（問）通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎では

ないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。 

（答）徒歩での送迎は、減算の対象にはならない。 

 (問)指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)

を連続して利用する場合に、初日と最終日を除き、行き帰りの送迎を実施しないことになるが、送迎減

算(47単位×２)と同一建物減算(94単位)のどちらが適用されるのか。 

(答)同一建物減算(94単位)については、事業所と同一建物に居住する者又は事業所と同一建物から事業所に

通う者について適用するものであるため、当該事案は送迎減算(47単位×２)が適用される。なお、初日と

最終日についても片道の送迎を実施していないことから、送迎減算(47単位)が適用される。 

(厚生労働省「平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.4）」) 

○ 送迎の実施について【介護予防通所リハビリテーション】 

（問） 

Ｑ 介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の居宅から指定介護予防通所リハビリテーション事

業所との間の送迎を実施しない場合、基本報酬を算定してよいか。 

Ａ 利用者の居宅から指定介護予防通所リハビリテーション事業所との間の送迎を実施することが望ましい

が、利用者の状態を把握し、利用者の同意が得られれば、送迎を実施しない場合であっても基本報酬を算

定して差し支えない。 

 

【ポイント】 

・通常の送迎にかかる費用については、基本報酬に包括されています。 

・通所リハビリテーション事業所への送迎は、通所リハビリテーション事業所が行うことになり、原

則として、訪問介護事業所による外出介助サービス等、別の介護保険サービスを利用することはで

きません。 

・送迎については、利用者宅玄関から事業所まで行うことが原則となります。 
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（10）高齢者虐待防止措置未実施減算    厚告19別表7イ注2 
厚労告127別表5イ注2                          

   所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 

 

   虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合 

・ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、そ

の結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

・ 虐待の防止のための指針を整備すること。 

・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

●厚生労働省「令和6 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１)（令和6 年3 月15 日）」 

○高齢者虐待防止措置未実施減算について 

 

問167 高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置

（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていなければ減算の適用と

なるのか。 

答  減算の適用となる。 

なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。 

 

問168 運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日の属する

月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。 

答  過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となる。 

 

問169 高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置（委

員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていない事実が生じた場合、

「速やかに改善計画を相模原市長に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を

相模原市長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者

全員について減算することとする。」こととされているが、事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措

置を行うことはできないのか。 

答  改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。当該減

算は、事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降に当該計画に基づく改善が認められ

た月まで継続する。 
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（10）業務継続計画未策定減算   厚告19別表7イ注3 
厚労告127別表5イ注3                          

   所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 

 

以下の基準に適合していない場合 

・ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常

時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること。 

・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。 

※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具

体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。 

 

●厚生労働省「令和6 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１)（令和6 年3 月15 日）」 

○業務継続計画未策定減算について 

問164 業務継続計画未策定減算は、どのような場合に適用となるのか。 

答  感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従

い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 

なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続計画の

周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定減算の算定

要件ではない。 

 

問165 業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。 

答  通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションについては、令和6年6月1日から施行となる。 

 

問166 行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じ

た時点」まで訴求して当該減算を適用するのか。 

答  業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではな

く、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。 
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（10）介護予防通所リハビリテーションの12月を超える減算   厚労告127別表5イ注10                          

   利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合であって、指定介護予防通所リハビリテーショ

ンの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて、指定介護予防通所リハビリテーションを行うときは、1

月につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。 

   要件を満たした場合   減算なし 

   要件を満たさない場合 

要支援１         120単位 

     要支援２         240単位 

 

＜留意事項＞ 

   指定介護予防通所リハビリテーションの利用が12 月を超える場合は、指定介護予防通所リハビリテーション費から

要支援１の場合120 単位、要支援２の場合240 単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更

がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和３年４月から起算して12 月を

超える場合から適用されるものであること。 

 

(厚生労働省「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）」) 

○ 利用開始した月から12月を超えた場合の減算 

（問 121） 

Ｑ 介護予防訪問・介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法

士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態

から要支援認定に変更となった場合の取扱如何。 

Ａ 法第 19 条第２項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものと

する。 

ただし、要支援の区分が変更された場合（要支援１から要支援２への変更及び要支援２から要支援１へ

の変更）はサービスの利用が継続されているものとみなす。 

 

(厚生労働省「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）」) 

○ 利用開始した月から12月を超えた場合の減算 

（問 4） 

Ｑ 介護予防訪問・介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法

士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。 

Ａ 当該サービスを利用開始した日が属する月となる。 

当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。 



48 

（11）利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する減算 

指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から当該事業所に通う者に対

し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、減算となります。 

＜通所リハビリテーション＞ 

所定単位数から９４単位／日を減じた単位数で算定 

＜介護予防通所リハビリテーション＞ 

所定単位数から 要支援１： ３７６単位／月を減じた単位数で算定 

要支援２： ７５２単位／月を減じた単位数で算定 

◆減算される利用者 

・ 通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から当該事業所に通いサービス

を利用する者であること 

【留意点】 

・「同一建物」の定義 

当該指定通所リハビリテーション事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具

体的には、当該建物の一階部分に事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該

当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しません。また、ここでいう

同一建物については、当該建築物の管理運営法人が通所リハビリテーション事業者と異なる場合であっ

ても該当します。 

・例外的に減算対象とならない場合 

傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要

と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対象となりません。具体的には、傷病

により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通所

が困難である者に対し、２人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該通所リハビリテーショ

ン事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られます。 

ただし、この場合、２人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間に

ついて、介護支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び結果について通所リハ

ビリテーション計画に記載し、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録しなければ

なりません。 

●厚生労働省「介護サービス関係Q&A」 

（問）「建物の構造上自力での通所が困難」とは、具体的にどのような場合か。 

（答）当該建物にエレベーターがない又は故障中の場合を指す。 

（問）通所サービス事業所と同一建物に居住する利用者が、次に該当する場合は、基本サービス費を日

割りして算定することとなるが、送迎に係る減算はどのように算定するのか。 

(1)月途中で要支援から要介護（又は要介護から要支援）に変更した場合 

(2)月途中で同一建物から転居し、事業所を変更した場合 

(3)月途中で要支援状態区分が変更した場合 

（答）(1)及び(2)は、要支援状態区分に応じた送迎に係る減算の単位数を基本サービス費から減算す

る。(3)は、変更前の要支援状態区分に応じた送迎に係る単位数を減算する。ただし、(1)及び(2)

において、減算によりマイナスが生じる場合は、基本サービス費がゼロとなるまで減算する。 

（例）要支援２の利用者が、介護予防通所介護を1回利用した後、 

(1)月の５日目に要介護１に変更した場合 

(2)月の５日目に転居した場合 

基本サービス費×（5／30.4）日－（要支援２の送迎減算752単位）＝△62単位 

⇒０単位とする。 
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２ 加算 

◎通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの加算一覧表(厚告19、厚労告127) 

加算名 
通所 

リハビリテーション 

介護予防通所 

リハビリテーション 

市への 

届出 

（1） ３％加算 ○   必要 

（2） 理学療法士等体制強化加算 ○   不要 

（3） 延長加算 ○   必要 

（4） リハビリテーション提供体制加算 ○   必要 

（5） 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 ○ ○ 不要 

（6） 入浴介助加算 ○   必要 

（7） リハビリテーションマネジメント加算 ○ ○ 必要 

（8） 短期集中個別リハビリテーション実施加算 ○   必要 

（9） 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 ○   必要 

（10） 生活行為向上リハビリテーション実施加算 ○ ○ 必要 

（11） 栄養アセスメント加算 ○ ○ 必要 

（12） 若年性認知症利用者受入加算 ○ ○ 必要 

（13） 栄養改善加算 ○ ○ 必要 

（14） 口腔・栄養スクリーニング加算 ○ ○ 不要 

（15） 口腔機能向上加算 ○ ○ 必要 

（16） 重度療養管理加算 ○   不要 

（17） 科学的介護推進体制加算 ○ ○ 必要 

（18） 中重度ケア体制加算 ○   必要 

（19） 移行支援加算 ○   必要 

（20） サービス提供体制強化加算 ○ ○ 必要 

（21） 退院時共同指導加算 ○  ○ 不要 

（22） 一体的サービス提供加算   ○ 必要 

（24） 介護職員等処遇改善加算 ○ ○ 必要 

※○…加算の制度があるもの   斜線…加算の制度がないもの 

 

◆加算に係るサービス・選択的サービスを行う職員等の兼務について◆ 

通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションのそれぞれの加算サービスを行うために必

要な時間が確保されていれば兼務は可能です。 

＜兼務可能な例＞ 

○通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションの口腔機能向上サービスを担当する看護職員 

○通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションの栄養改善サービスを担当する管理栄養士 

●厚生労働省「介護サービス関係Ｑ＆Ａ」 

（問）各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計

画書の中に入れてもよいか。また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。 

（答）各加算の計画書の様式は特に問わず、介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書と一

体的に作成する場合でも、当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えない。 

【重要！】 

加算の算定要件が確認できる記録は必ず残しておいてください。加算の算定要件を確認できない場合は介護

報酬の返還となることもありますので、注意が必要です。 



50 

（1）３％加算                           厚告19別表7注2 

※通所リハビリテーションのみ 

 感染症又は災害（厚生労働大臣が認めるものに限る。）の発生を理由とする利用者数の減少が生

じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の５以上減

少している場合に、都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、指定通

所リハビリテーションを行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から３月以内に限り、１

回につき所定単位数の100分の３に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の

減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、

当該加算の期間が終了した月の翌月から３月以内に限り、引き続き加算することができる。 

 

（2）理学療法士等体制強化加算                   厚告19別表7注3 

３０単位／日   ※通所リハビリテーションのみ 

１時間以上２時間未満のサービス提供を行っている場合について、配置基準を超えて、理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で２名以上配置している事業所について加算します。 

●厚生労働省「介護サービス関係Ｑ＆Ａ」 

（問）理学療法士等体制強化加算について、常勤かつ専従２名以上の配置は通常の通所リハの基準に加えて配置

が必要か。また、通所リハビリテーションの単位ごとの配置が必要となるのか。 

（答）居宅基準上求められる配置数を含めて常勤かつ専従２名以上の配置を必要とするもの。 

 

 

（3）延長加算                            厚告19別表7注6 

※通所リハビリテーションのみ 

イ  ８時間以上９時間未満の場合   50単位 

ロ  ９時間以上10時間未満の場合  100単位 

ハ  10時間以上11時間未満の場合  150単位 

ニ  11時間以上12時間未満の場合  200単位 

ホ  12時間以上13時間未満の場合  250単位 

ヘ  13時間以上14時間未満の場合  300単位 

 

所要時間７時間以上８時間未満の指定通所リハビリテーションを算定した場合のみ算定可能です。 

＜留意事項＞ 

① 当該加算は、所要時間７時間以上８時間未満の指定通所リハビリテーションの前後に連続して指定通所リハ

ビリテーションを行う場合について、６時間を限度として算定されるものです。 

例えば、８時間の指定通所リハビリテーションの後に連続して２時間の延長サービスを行った場合や、８

時間の指定通所リハビリテーションの前に連続して１時間、後に連続して１時間、合計２時間の延長サービ

スを行った場合には、２時間分の延長サービスとして100単位を算定します。 

② 当該加算は指定通所リハビリテーションと延長サービスを通算した時間が８時間以上の部分について算定さ

れるものであるため、例えば、７時間の指定通所リハビリテーションの後に連続して２時間の延長サービスを

行った場合には、指定通所リハビリテーションと延長サービスの通算時間は９時間であり、１時間分（時間＝

９時間－８時間）の延長サービスとして50単位を算定します。 

③ 延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービ

スを行った場合に算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を置いていることが

必要です。 
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【ポイント】 

・時間延長サービスについて、時間延長サービス加算として請求するか、運営基準に定める特別なサービス費

用として全額利用者負担で徴収するかは事業所で選択することができます。 

・同一時間帯について延長加算と特別なサービス費用を二重に徴収することはできません。 

 

【厚生労働省「令和３年度介護報酬改定に関するQ＆A（Ｖｏｌ．３）（令和３年３月２６日」】 

〇 延長サービスに係る利用料 

（問29）延長サービスに係る利用料はどのような場合に徴収できるか。 

（答）通常要する時間を超えた場合の延長サービスに係る利用長については、サービス提供時間が９時間未満

である場合において行われる延長サービスやサービス提供時間が14時間以上において行われる延長サービ

スについて徴収できるものである。また、サービス提供時間が14時間未満である場合において行われる延

長サービスについて、延長加算にかえて徴収することができる。（同一時間帯について延長加算に加えて

利用料を上乗せして徴収することはできない。）なお、当該延長加算を算定しない場合において、延長サ

ービスに係る届出を行う必要はない。 

  （参考）延長加算及び延長サービスに係る利用料徴収の例 

 イ サービス提供時間が８時間であって、６時間延長サービスを実施する場合 

    →８時間までの間のサービス提供に係る費用は、所要時間区分が８時間以上９時間未満の場合として

算定し、９時間以降14時間までの間のサービス提供に係る費用は、延長加算を算定する。 

   ロ サービス提供時間が８時間であって、７時間延長サービスを実施する場合 

    →８時間までの間のサービス提供に係る費用は、所要時間区分が８時間以上９時間未満の場合として

算定し、９時間以降14時間までの間のサービス提供に係る費用は、延長加算を算定し、14時間以降15

時間までの間のサービス提供に係る費用は、延長サービスに係る利用料として徴収する。 

 

 

 

 



52 

（4）リハビリテーション提供体制加算               厚告19別表7注7 

※通所リハビリテーションのみ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た指定通所リハビリテーション事業所に

ついては、リハビリテーション提供体制加算として、通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容の指定通

所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間に応じ、それぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算でき

ます。 

イ 所要時間３時間以上４時間未満の場合 12単位 

ロ 所要時間４時間以上５時間未満の場合 16単位 

ハ 所要時間５時間以上６時間未満の場合 20単位 

ニ 所要時間６時間以上７時間未満の場合 24単位 

ホ 所要時間７時間以上の場合 28単位 

○厚生労働大臣が定める基準 

指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が２５又はその端数を増すごとに１以上であるこ

と。 

＜留意事項＞ 

「当該事業所の利用者の数」とは、指定通所リハビリテーション事業者と指定介護予防通所リハビリテーショ

ン事業者の指定を併せて受け、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所リハビリテーションの利用者数

と指定介護予防通所リハビリテーションの利用者数の合計をいいます。 

 

(厚生労働省「平成 30 年度介護報酬改定に関する Ｑ＆Ａ（Vol.３）」) 

○ リハビリテーション提供体制加算 

（問） 

Ｑ リハビリテーション提供体制加算の算定要件は、「指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該

事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が 25 又

はその端数を増すごとに１以上であること。」とされているが、ケアプランにおいて位置付けられた通所リハビ

リテーションのサービス提供時間帯を通じて、理学療法士等の合計数が利用者の数に対して 25：１いれば良いと

いうことか。 

Ａ 貴見のとおり。 

 

 

（5）中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 
＜通所リハビリテーション＞         厚告19別表7注８ 

＜介護予防通所リハビリテーション＞厚労告127別表5注2所定単位数の１００分５に相当する単位数 

別に厚生労働大臣が定める地域※に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定

（介護予防）通所リハビリテーションを行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の５に相当する

単位数を所定単位数に加算します。 

※本県内での該当地域は次のとおりです。 

山北町、湯河原町、清川村、相模原市緑区（旧津久井町、旧藤野町）、南足柄市（旧北足柄村＝内山、

矢倉沢）、大井町（旧相和村＝赤田、高尾、柳、篠窪）、松田町（旧寄村、旧松田町＝松田町全域）、

真鶴町 

 

＜留意事項＞ 

当該加算を算定する利用者については、基準省令第１１９条（第９６条準用）、予防基準省令第１１８条

の２に規定する交通費の支払いを受けることはできません。 
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（6）入浴介助加算                         厚告19別表7注9 

イ 入浴介助加算（Ⅰ） ４０単位／日   

ロ 入浴介助加算（Ⅱ） ６０単位／日     

 ※通所リハビリテーションのみ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出て当該基準に掲げる区分に従

い、1日につき次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

○厚生労働大臣が定める基準 

イ 入浴介助加算（Ⅰ） 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助。 

ロ 入浴介助加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合すること。 

（1）イに掲げる基準に適合すること。 

（2）医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の 

環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修 

に関する専門的な知識及び経験を有する者（以下「医師等」という。）が利用者の居宅を訪問し、 

浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、 

当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師 

等が、介護支援専門員又は福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴 

室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合に 

は、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴 

室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支 

えないものとする。 

（3）当該事業所の理学療法士等が医師との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅 

の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内 

容を通所リハビリテーション計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることがで 

きる。 

（4）上記の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。）又は利用者の利用者の居宅の状況に近い環 

境（利用者の居宅の浴室の手すりの位置、使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所 

の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをい 

う。）で、入浴介助を行うこと。 

＜留意事項＞ 

ア 入浴介助加算（Ⅰ)について 

①  入浴介助加算(Ⅰ)は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものである（大  

臣基準告示24 の４）が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、 

利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、 

転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助 

を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであること。 

なお、この場合の入浴には、利用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、部分浴 

（シャワー浴）や清拭である場合は、これを含むものとする。 

② 通所リハビリテーション計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入浴 

を実施しなかった場合については、算定できない。 

 

イ 入浴介助加算(Ⅱ)について 

①  ア①及び②を準用する。なお、ア①の「入浴介助加算(Ⅰ)」は、「入浴介助加算(Ⅱ)」に読み替えるの 

とする。 

②  入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅で入浴介助を行うことが想 

 定される訪問介護員等（以下、「家族・訪問介護員等」という。）の介助によって入浴ができるようにな 

ることを目的とし、以下ａ～ｃを実施することを評価するものである。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の算定に 

関係する者は、利用者の状態に応じ、自身で又は家族・訪問介護員等の介助により尊厳を保持しつつ入 

浴ができるようになるためには、どのような介護技術を用いて行うことが適切であるかを念頭に置いた上 

で、ａ～ｃを実施する。 
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ａ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、若しくは介護支援専門員又は利用者の

動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援

センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者（以下、「医師等」とい

う。）が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価する。その際、

当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を踏

まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが可能であると判断した場

合、指定通所リハビリテーション事業所に対しその旨情報共有する。また、当該利用者の居宅を訪問

し評価した者が指定通所リハビリテーション事業所の従業者以外の者である場合は、書面等を活用し、

十分な情報共有を行うよう留意すること。 

（※）当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の動 

作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが難しいと判断 

した場合は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指 

定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、利用者及び当該利用者を担当する介 

護支援専門員等に対し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助 

言を行う。 

なお、医師等が訪問することが困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が居宅を訪問し、

情報通信機器等を活用して把握した浴室における利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等

が評価及び助言を行うこともできることとする。ただし、情報通信機器等の活用については、当

該利用者等の同意を得なければならないこと。また、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ｂ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師との連携の

下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個

別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中

に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。 

ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う。なお、

利用者の居宅の浴室の状況に近い環境については、大浴槽等においても、手すりなど入浴に要する福

祉用具等を活用し、浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等を踏まえることで、利用者

の居宅の浴室環境の状況を再現していることとして差し支えないこととする。また、入浴介助を行う

際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふまえて、自身で又は家族・訪問介護員等の介助によ

って入浴することができるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われるも

のであること。なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にすること。 

③ (２)における居宅への訪問の際、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技

術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行う

ことが可能であると判断した場合、指定通所リハビリテーション事業所に対しその旨情報共有する。ま

た、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が指定通所リハビリテーション事業所の従業者以外の者であ

る場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意すること。 

④ 入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態を踏まえて、自身で又は家族・訪問介護

員等の介助によって入浴することができるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを用い

て行われるものであること。なお、必要な介護技術の習得に当たっては、既存の研修等を参考にするこ

と。 

 

(厚生労働省「令和３年度介護報酬改定に関する Ｑ＆Ａ（Vol.８）」) 

○ 入浴介助加算 

（問１）※「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.1）」問62により一部訂正 

入浴介助加算（Ⅱ）は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことがで 

きるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。 

（答） 利用者の自宅（高齢者住宅（居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用する場合も含む。）

を含む。）のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定

していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあって

は、以下①～⑤をすべて満たすことにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的と



55 

して、同加算を算定することとしても差し支えない。  

  ① 通所リハビリテーション事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介

護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指

導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の動作

を評価する。 

② 通所リハビリテーション事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備（入浴に関する

福祉用具等）を備える。 

③ 通所リハビリテーション事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との連携の

下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。

なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載する場合は、その記載をも

って個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。 

④ 個別の入浴計画に基づき、通所リハビリテーション事業所において、入浴介助を行う。 

⑤ 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所リハビリテーション等以外の場面での入浴が想定できる

ようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。 
 

 

（問２）※「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.1）」問63により一部訂正 

入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利

用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援

センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の居宅を訪問し、浴室にお

ける当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この「住宅改修に関する専門的知識

及び経験を有する者」とはどのような者が想定されるか。 

（答） 福祉・住環境コーディネーター２級以上の者等が想定される。 
    

（問３） 

入浴介助加算（Ⅱ）については、算定に当たって利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作 

及び浴室の環境を評価することとなっているが、この評価は算定開始後も定期的に行う必要があるのか。 

（答） 当該利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変化が道められた場合に再評価や個別の入浴計画の見直しを

行うこととする。 

 

（問４） 

入浴介助加算（Ⅱ）では、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入

浴介助を行うこととなっているが、この場合の入浴介助とは具体的にどのような介助を想定しているのか。 

（答） 利用者の入浴に係る自立を図る観点から、入浴に係る一連の動作のうち、利用者が自身の身体機能のみを

活用し行うことができる動作については、引き続き実施できるよう見守り的援助を、介助を行う必要がある動

作については、利用者の状態に応じた身体介助を行う。なお、）入浴介助加算（Ⅱ）の算定にあたっての関係

者は、利用者の尊厳の保持に配慮し、その状態に応じ、利用者自身で又は家族等の介助により入浴ができるよ

うになるよう、常日頃から必要な介護技術の習得に努めるものとする。 

  ＜参考：利用者の乗田に応じた身体介助の例＞ 

＊ 以下はあくまでも一例であり、同加算算定に当たって必ず実施しなければならないものではない。 

〇 座位保持ができるかつ浴槽をまたぐ動作が難しい利用者が浴槽に出入りする場合 

 利用者の動作 介助者の動作 

 シャワーチェア（座面の高さが浴槽の高さと同

等のもの）、浴槽用手すり、浴槽内いすを準備

する。 

シャワーチェアに座る。 

 

 

シャワーチェアから腰を浮かせ、浴槽の縁に腰

掛ける。 

介助者は、利用者の足や手の動作の声かけをす

る。必要に応じて、利用者の上半身や下肢を支

える。 
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足を浴槽に入れる。 介助者は利用者の体を支え、足を片方づつ浴槽

に入れる動作の声かけをする。必要に応じて、

利用者の上半身を支えたり、浴槽に足を入れる

ための持ち上げ動作を支える。 

ゆっくり腰を落とし、浴槽内いすに腰掛けて、

湯船につかる。 

声かけをし、必要に応じて、利用者の上半身を

支える。 

浴槽用手すりにつかまって立つ 

 

必要に応じて、利用者の上半身を支える。 

浴槽の縁に腰掛け、浴槽用手すりをつかみ、足

を浴槽から出す。 

 

必要に応じて、浴槽台を利用し、利用者の上半

身を支えたり、浴槽から足を出すための持ち上

げ動作を支える。 

浴槽の縁から腰を浮かせ、シャワーチェアに腰

掛ける 

必要に応じて、利用者の上半身や下肢を支え

る。 

シャワーチェアから立ち上がる。 

 

 

 

（問５） 

入浴介助加算（Ⅱ）については、、個浴その他利用者の居宅の状況に近い環境（手すりなど入浴に要する福

祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの）にて、入浴介助を行うこととなっている

が、例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現

することとしても差し支えないのか。 

（答） 例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手すり、浴槽内

台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、差し支えな

い。 

 

（問６） 

同一事業所において、入浴介助加算(Ⅰ)を算定する者と入浴介助加算(Ⅱ)を算定する者が混在しても差し支

えないか。また、混在しても差し支えない場合、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（居宅サービス・

施設サービス・居宅介護支援）」等はどのように記載させればよいか。 

（答） 前段については、差し支えない。後段については、「加算Ⅱ」と記載させることとする。 

（「加算Ⅱ」と記載した場合であっても、入浴介助加算(Ⅰ)を算定することは可能である。） 

 

 
(厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関する Ｑ＆Ａ（Vol.１）」) 

○ 入浴介助加算 

（問６１） 

情報通信機器等を活用した訪問する者（介護職員）と評価をする者（医師等）が画面を通して同時進行で評

価及び助言を行わないといけないのか。 

（答） 情報通信機器等を活用した訪問や評価方法としては、必ずしも画面を通して同時進行で対応する必要はな

く、医師等の指示の下、当該利用者の動作については動画、浴室の環境については写真にするなど、状況に応

じて動画・写真等を活用し、医師等に評価してもらう事で要件を満たすこととしている。 
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（7）リハビリテーションマネジメント加算        

    厚告19別表7注10 

※通所リハビリテーションのみ 

通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算 

指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が
共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算とし
て、次に掲げる区分に応じ、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。さらに、通所リハビ
リテーション計画について、指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説
明し、利用者の同意を得た場合、１月につき２７０単位を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、栄養アセスメント加算又は口腔機
能向上加算（Ⅰ）若しくは口腔機能向上加算（Ⅱ）ロを算定している場合は、リハビリテーションマネジ
メント加算（ハ）は算定できません。 

さらに、通所リハビリテーション計画について、指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者又
はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単位を加算する。 
 

リハビリテーションマネジメント加算（イ）   

(1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用
者の同意を得た日の属する月から起算して６月以内 

560単位／月 

(2) 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間 240単位／月 

リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 
 

(1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用
者の同意を得た日の属する月から起算して６月以内 

593単位／月 

(2) 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間 273単位／月 

リハビリテーションマネジメント加算（ハ） 
 

(1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用
者の同意を得た日の属する月から起算して６月以内 

793単位／月 

(2) 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間 473単位／月 

   ＊医師が利用者又はその家族に説明した場合 
上記に加えて 

  270単位     
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○厚生労働大臣が定める基準   

イ リハビリテーションマネジメント加算(イ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する

情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。 

(2) 通所リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した医師、理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。ただし、理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士が説明した場合は、説明した内容等について医師へ報告すること。 

(3) 通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して６か月以

内の場合にあっては１か月に１回以上、６か月を超えた場合にあっては３か月に１回以上、リハビリテーシ

ョン会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見直していること。 

(4) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、

リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日

常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。 

(5) 以下の①②のいずれかに適合すること。 

① 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に

位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定通所リハ

ビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見

地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 

② 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定通所リハビリテ

ーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、

介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 

(6) （1）から（5）までに掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。 

ロ リハビリテーションマネジメント加算(ロ)  次の掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(2) 利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーション

の提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し

ていること。 

ハ リハビリテーションマネジメント加算(ハ) 次の掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たしていること。 

(2) 事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。 

(3) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。 

(4) 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職

種の者が共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握すること

をいう。）を実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応するこ

と。 

(5) 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準（定員超過利用減算・人員基準欠如減算）に該当しないこと。 

(6) 利用者ごとに、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価

し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること。 

(7) 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職

員その他の職種の者（（8）において「関係職種」という。）が、通所リハビリテーション計画等の内容等

の情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、利用者の栄養状態に関する情

報及び利用者の口腔の健康状態に関する情報を相互に共有すること。 

(8) （7）で共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を

関係職種の間で共有していること。 
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＜留意事項＞ 

① リハビリテーションマネジメント加算は、リハビリテーションの質の向上を図るため、多職種が共同して、心

身機能、活動・参加をするための機能について、バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供でき

ているかを継続的に管理していることを評価するものです。なお、ＳＰＤＣＡサイクルの構築を含む、リハビ

リテーションマネジメントに係る実務等については、別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について」）もご確認ください。 

② 本加算における、「同意を得た日」とは、通所リハビリテーションサービスの利用にあたり、初めて通所リハ

ビリテーション計画を作成して同意を得た日をいい、当該計画の見直しの際に同意を得た日とは異なることに

留意してください。 

③ 利用者の同意を得た日の属する月から起算して６月を超えた場合であって、指定通所リハビリテーションのサ

ービスを終了後に、病院等への入院又は他の居宅サービス等の利用を経て、同一の指定通所リハビリテーショ

ン事業所を再度利用した場合は、リハビリテーションマネジメント加算イ(１)、ロ(１)、ハ(１)を再算定する

ことはできず、加算イ(２)、ロ(２)、ハ(２)を算定します。 

ただし、疾病が再発するなどにより入院が必要になった状態又は医師が集中的な医学的管理を含めた支援が

必要と判断した等の状態の変化に伴う、やむを得ない理由がある場合であって、利用者又は家族が合意した

場合には、加算イ(１)、ロ(１)、ハ(１)を再算定できます。 

④ リハビリテーション会議の構成員は、利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者、看護師、

准看護師、介護職員、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者及び保健師等となります。また、必

要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が参加してください。 

なお、利用者の家族について、家庭内暴力等により参加が望ましくない場合や、遠方に住んでいる等のやむ

を得ない事情がある場合においては、必ずしもその参加を求めるものではありません。 

また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成員がリハビリテーション会議を欠席した

場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図ってください。 

⑤ リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な

機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができます。ただし、利用者又はその家族（以下この⑤におい

て「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意

を得なければなりません。 

なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応している必要が

あります。 

⑥ 大臣基準告示第25号ロ及びハ規定する厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行ってくださ

い。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関す

る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照してください。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、ＳＰＤＣＡサイ

クルにより、サービスの質の管理を行ってください。 

なお、提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適

宜活用されることとなります。 

⑦ リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組についての基本的な考え方は別途通知（「リハビリテーショ

ン・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）を参考とし、関係職種間で共有すべき情報

は、同通知の様式１－１を参考とした上で、常に当該事業所の関係職種により閲覧が可能であるようにしてく

ださい。 
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(厚生労働省「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）」) 

○ リハビリテーションマネジメント加算 

（問１）※「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.1）」問81により一部訂正 

Ｑ リハビリテーションマネジメント加算の算定要件において、「リハビリテーション計画について、利用者又は

その家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等

による説明でもよいのか。 

Ａ 利用者又はその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠方に住む等のやむを得な

い理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよい。 

ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行うこと。 

 

（問２）※「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.1）」問78により一部訂正 

Ｑ リハビリテーションマネジメント加算の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用

者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなってい

るが、その訪問頻度はどの程度か。 

Ａ 訪問頻度については、利用者の状態等に応じて、通所リハビリテーション計画に基づき適時適切に実施するこ

と。 

 

（問３）※「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.1）」問79により一部訂正 

Ｑ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への 訪問時間は人員基準の算定外となるのか。 

Ａ 訪問時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の人員基準の算定に

含めない。 

 

（問４）※「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.1）」問82により一部訂正 

Ｑ 同一の事業所内において、利用者ごとに異なる区分のリハビリテーションマネジメント加算を算定することは

可能か。 

Ａ 可能。 

 

（問５）※「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.1）」問83により一部訂正 

Ｑ 事業者 の 異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションを併用している利用者に対し、それぞれ

の事業所がリハビリテーションマネジメント加算を算定している場合、当該加算の算定に関わるリハビリテーシ

ョン会議を合同で開催することは可能か。 

Ａ 居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられ

ている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者

の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーショ

ン会議を合同で実施しても差し支えない。 

 

（問６）※「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.1）」問91により一部訂正 

Ｑ 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」に示されたリハビリテ

ーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援

加算等を算定することができないのか。 

Ａ 様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で活用されているも

ので差し支えない。 

 

（問９）※「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.1）」問84により一部訂正 

Ｑ リハビリテーションマネジメント加算 （イ）、（ロ）及び（ハ）について、同一の利用者に対し、 加算の算

定要件の可否 によって、月ごとに算定する 加算を選択することは可能か。 

Ａ 可能である。 
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（問10）※「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.1）」問88により一部訂正 

Ｑ リハビリテーションマネジメント加算については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテー

ション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提

供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。 

Ａ 取得できる。 

  リハビリテーションマネジメント加算は、「通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利

用者の同意を得た日の属する月」から取得することとしているため、通所リハビリテーションの提供がなくて

も、通所リハビリテーションの提供開始月の前月に同意を得た場合は、当該月より取得が可能である。 

 

（問11）※「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.1）」問85により一部訂正 

Ｑ 同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、各々の事業者がリ

ハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々

算定できるか。 

Ａ それぞれの事業所でリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしている場合においては、当該加

算を各々算定することができる。 

  ただし、前提として、複数事業所の利用が認められるのは、単一の事業所で十分なリハビリテーションの提供

ができない等の事情がある場合であり、適切な提供となっているかは十分留意すること。 

  単一の事業所で十分なリハビリテーションの提供ができない場合とは、理学療法・作業療法の提供を行ってい

る事業所において、言語聴覚士の配置がないため、言語聴覚療法に関しては別の事業所において提供されるケー

ス等が考えられる。 

 

（問16）※「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.1）」問86により一部訂正 

Ｑ 訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合

において、利用の途中からリハビリテーションマネジメント加算の算定を新たに開始することは可能か。 

Ａ 可能である。 

  なお、通所リハビリテーションの利用開始時に利用者の同意を得た日の属する月から６月間を超えた後にリハ

ビリテーションマネジメント加算を算定する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算(イ)、

(ロ)、(ハ)の（Ⅱ）を算定する。 

 

（問33）※「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.1）」問87により一部訂正 

Ｑ リハビリテーションマネジメント加算(イ)、（ロ）、（ハ）の（１）をそれぞれ算定している場合において、

同意を得た日から６ヶ月が経過していない時点で、月１回のリハビリテーション会議の開催は不要と医師が判断

した場合、３月に１回のリハビリテーション会議の開催をもって、(イ)、（ロ）、（ハ）の（２）をそれぞれ算

定することは可能か。 

Ａ リハビリテーションマネジメント加算(イ)、（ロ）、（ハ）の（２）については、利用者の状態が不安定とな

りやすい時期において、集中的に一定期間（６月間）に渡ってリハビリテーションの管理を行うことを評価する

ものである。したがって、利用者の同意を得た月から６月が経過していない時点で、会議の開催頻度を減らし、

(イ)、（ロ）、（ハ）の（２）を算定することはできない。 

 

 

(厚生労働省「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）」) 

○ リハビリテーションマネジメント加算 

（問２） 

Ｑ リハビリテーションマネジメント加算を算定する際、リハビリテーション計画について、リハビリテーション

事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、１月につき 270 単位が加算で

きるとされている。医師による説明があった月のみ、270 単位が加算されるのか。 

Ａ リハビリテーションの基本報酬の算定の際、３月に１回以上の医師の診療及び３月に１ 回以上のリハビリテ

ーション計画の見直しを求めていることから、３月に１回以上、リハビリテーション計画について医師が説明を

行っていれば、リハビリテーションマネジメント加算に、毎月 270 単位を加算することができる。 
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リハビリテーションマネジメント加算の算定にあたっては、次の通知を必ずご確認ください。 

 

厚生労働省ホームページ（令和６年度介護報酬改定について） 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html） 

■リハビリテーション・機能訓練、栄養、口腔の一体的取組に関する通知 

 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」 

 

厚生労働省ホームページ（科学的介護情報システム（LIFE）について） 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html） 

■５事務連絡 

 「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」 

 

厚生労働省ホームページ（厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等） 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html） 

■医療分野（医療機関等、介護関係事業者） 

 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 

 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html
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（8）短期集中個別リハビリテーション実施加算             厚告19別表7注11 

１日につき１１０単位  ※通所リハビリテーションのみ 

○ 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、利用者に対して、集

中的な個別リハビリテーションを行った場合に1日につき110単位算定ができます。 

○ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション加算を算定して

いる場合は、算定できません。 

＜留意事項＞ 

・ 利用者の状態に応じて、基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集

中的なリハビリテーションを個別に実施するものであること。 

・ 「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院（所）日又は認定日から起算して３か月

以内の期間に、１週につきおおむね２日以上、１日当たり４０分以上実施するものでなければならない。  

 

 

（9）認知症短期集中リハビリテーション実施加算             厚告19別表7注12 

※通所リハビリテーションのみ 

別に厚生労働大臣が定める基準※１に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準※２に適合して
いるものとして市長に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、認知症であると医師が判断
した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、
医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、(Ⅰ)についてはその退院
(所)日又は通所開始日から起算して３月以内の期間に、(Ⅱ)についてはその退院(所)日又は通所開始日の
属する月からから起算して３月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合に加算します。 

ただし、(Ⅰ)、(Ⅱ)を併せて算定することはできません。また、短期集中個別リハビリテーション実施
加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合には算定できません。 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 
 

 
退院（所）日又は通所開始日から起算して３か月以内の期間にリハビリ
テーションを集中的に行った場合 

240単位／１日につき 
 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 
 

 
退院（所）日又は通所開始日の属する月から起算して３か月以内の期間
にリハビリテーションを集中的に行った場合 

1,920単位／１月につき 
 

○算定要件 

※１ 厚生労働大臣が定める基準 
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 

(1) １週間に２日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)  

(1) １か月に４回以上リハビリテーションを実施すること。 
(2) リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作

成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。 
(3) リハビリテーションマネジメント加算（イ）、（ロ）又は（ハ）のいずれかを算定していること。 

※２ 厚生労働大臣が定める施設基準 

(1) リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。 
(2) リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適

切なものであること。 
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＜留意事項＞ 

① 認知症短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、認知症を有する利用者の認知機
能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力（生活環境又は家庭環境へ適応する等の能力をいう。
以下同じ。）を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションを実施する
ものであること。 

② 認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ)は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビ
リテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれ
ると判断された者に対して、通所リハビリテーション計画に基づき、１週間に２日を限度として、20分以上のリ
ハビリテーションを個別に実施した場合に算定できるものである。なお、当該リハビリテーションの提供時間が
20分に満たない場合は、算定はできないこととする。 

③ 認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ)は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビ
リテーションに関する専門的な研修を終了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれ
ると判断された者に対して、通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の状態に応じて、個別又は集団によ
るリハビリテーションは、１月に８回以上実施することが望ましいが、１月に４回以上実施した場合に算定でき
るものである。その際には、通所リハビリテーション計画にその時間、実施頻度、実施方法を定めたうえで実施
するものであること。 

④ 認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅱ）を算定する場合においては、利用者の認知症の状態に対し、支
援内容や利用回数が妥当かどうかを確認し、適切に提供することが必要であることから一月に一回はモニタリン
グを行い、通所リハビリテーション計画を見直し、医師から利用者又はその家族に対する説明し、同意を得るこ
とが望ましい。 

⑤ 認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ)における通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、認知
症を有する利用者の生活環境に対応したサービス提供ができる体制を整える必要があることから、利用者の生活
環境をあらかじめ把握するため、当該利用者の居宅を訪問すること。 

⑥ 認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ)における通所リハビリテーション計画に従ったリハビリテーショ
ンの評価に当たっては、利用者の居宅を訪問し、当該利用者の居宅おける応用的動作能力や社会適応能力につい
て評価を行い、その結果を当該利用者とその家族に伝達すること。なお、当該利用者の居宅を訪問した際、リハ
ビリテーションを実施することはできないことに留意すること。 

⑦ 本加算の対象となる利用者は、ＭＭＳＥ（Mini Mental StateExamination）又はＨＤＳ―Ｒ（改訂長谷川式簡
易知能評価スケール）においておおむね５点～25点に相当する者とするものであること。 

⑧ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっていることから、当該
加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。 

⑨ 本加算は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)についてはその退院(所)日又は通所開始日から起
算して３月以内の期間に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)についてはその退院(所)日又は通所
開始日の属する月から起算して３月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合に算定できることと
しているが、当該利用者が過去３月の間に本加算を算定した場合には算定できないこととする。 

 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定にあたっては、次の通知を必ずご確認ください。 

 

厚生労働省ホームページ（令和６年度介護報酬改定について） 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html） 

 

■リハビリテーション・機能訓練、栄養、口腔の一体的取組に関する通知 

 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」 

 

 
●厚生労働省「介護サービス関係Ｑ＆Ａ」 

（問）３月間の認知症短期集中リハビリテーションを行った後に、引き続き同一法人の他のサービスにおいて

認知症短期集中リハビリテーションを実施した場合、算定は可能か。 

（答）同一法人の他のサービスにおいて実施した場合は算定できない。 

 

（問）３月間の実施期間中に入院等のために中断があり、再び同一事業所の利用を開始した場合、実施は可能

か。 

（答）同一事業所の利用を再開した場合において、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては前回入

所（院）した日から起算して３月、通所リハビリテーションにおいては前回退院（所）日又は前回利

用開始日から起算して３月以内に限り算定できる。但し、中断前とは異なる事業所で中断前と同じサ

ービスの利用を開始した場合においては、当該利用者が過去３月の間に、当該リハビリテーション加

算を算定していない場合に限り算定できる。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
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（問）通所開始日が平成２１年４月１日以前の場合の算定対象日如何。 

（答）平成２１年４月１日以前の通所を開始した日を起算日とした３ヶ月間のうち、当該４月１日以降に実施

した認知症短期集中リハビリテーションが加算対象となる。 

例：３月１５日から通所を開始した場合、４月１日から６月１４日までの間に、本加算制度の要件を満た

すリハビリテーションを行った場合に加算対象となる。 

●厚生労働省「介護サービス関係Ｑ＆Ａ」 

（問）認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)について、１月に４回以上のリハビリテーションの実

施が求められているが、退院（所）日又は通所開始日が月途中の場合に、当該月に４回以上のリハビリ

テーションの実施ができなかった場合、当該月は算定できないという理解でよいか。 

（答）認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)は、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込ま

れると判断された者に対して、通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の状態に応じて、個別又は

集団によるリハビリテーションを１月に４回以上実施した場合に取得できることから、当該要件を満たさ

なかった月は取得できない。なお、本加算におけるリハビリテーションは、１月に８回以上実施すること

が望ましい。 

 

(厚生労働省「平成 30 年度介護報酬改定に関する Ｑ＆Ａ（Vol.１）」) 

○ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 

（問）認知症短期集中リハビリテーション実施加算の要件である「認知症に対するリハビリテーションに関わる専

門的な研修を終了した医師」の研修とは具体的に何か。 

（答）認知症に対するリハビリテーションに関する知識・技術を習得することを目的とし、認知症の診断、治療及

び認知症に対するリハビリテーションの効果的な実践方法に関する一貫したプログラムを含む研修である必要が

ある。 

例えば、全国老人保健施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション研修」、日本リハビリテーシ

ョン病院・施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション研修会」、全国デイ・ケア協会が主催する

「通所リハ認知症研修会」が該当すると考えている。また、認知症診療に習熟し、かかりつけ医への助言、連携

の推進等、地域の認知症医療体制構築を担う医師の養成を目的として、都道府県等が実施する「認知症サポート

医養成研修」修了者も本加算の要件を満たすものと考えている。 

 

 

（10）生活行為向上リハビリテーション実施加算             

＜通所リハビリテーション＞    厚告19別表7注13 

＜介護予防通所リハビリテーション＞厚労告127別表5注5 

通所リハビリテーション       １２５０単位／日 
介護予防通所リハビリテーション    ５６２単位／月 

○ 生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内

容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーション

を計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテー

ション実施加算として、リハビリテーション実施計画に基づく指定(介護予防)通所リハビリテー

ションの利用を開始した日の属する月から起算して６月以内の期間に限り、１月につき1,250単位

を加算する。 

○ 通所リハビリテーション費においては、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期

集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。 
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○算定要件 

イ 生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は生活行為の

内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士が配置されていること。 

ロ 生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、

実施場所及び実施時間等が記載されたリハビリテーション実施計画をあらかじめ定めて、リハビリテ

ーションを提供すること。 

ハ 当該計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定（介護予防）通所リハビリテー

ションの提供を終了した日前一月以内に、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションの

目標の達成状況を報告すること。 

ニ （通所リハビリテーションのみ） 

リハビリテーションマネジメント加算（イ）、（ロ）又は（ハ）のいずれかを算定していること。 

ホ リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴

覚士が当該利用者の居宅を訪問し生活行為に関する評価をおおむね1月に1回以上実施すること。 

＜留意事項＞ 

① 生活行為向上リハビリテーション実施加算の「生活行為」とは、個人の活動として行う排泄、入浴、

調理、買物、趣味活動等の行為をいいます。 

② 生活行為向上リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーション（以下「生活行為向上リハビ

リテーション」という。）は、加齢や廃用症候群等により生活機能の１つである活動をするための機能

が低下した利用者に対して、当該機能を回復させ、生活行為の内容の充実を図るための目標と当該目標

を踏まえた６か月間の生活行為向上リハビリテーションの実施内容を生活行為向上リハビリテーション

実施計画にあらかじめ定めた上で、計画的に実施するものです。 

③ 生活行為向上リハビリテーションを提供するための生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成

や、リハビリテーション会議における当該リハビリテーションの目標の達成状況の報告については、生

活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は生活行為の内容の

充実を図るための研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士が行うことが想定されていることに留

意してください。 

④ 生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、本加算の趣旨について説明した上で、

当該計画の同意を得るよう留意してください。 

⑤ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっていることか

ら、当該加算の趣旨を踏まえ、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等を可能とする

ことを見据えた目標や実施内容を設定してください。 

⑥ 本加算は、６か月間に限定して算定が可能であることから、利用者やその家族においても、生活行為

の内容の充実を図るための訓練内容を理解し、家族の協力を得ながら、利用者が生活の中で実践してい

くことが望ましいこと。また、リハビリテーション会議において、訓練の進捗状況やその評価（当該評

価の結果、訓練内容に変更が必要な場合は、その理由を含む。）等について、医師が利用者、その家族、

構成員に説明してください。 

⑦ 生活行為向上リハビリテーション実施計画に従ったリハビリテーションの評価に当たっては、利用者

の居宅を訪問し、当該利用者の居宅おける応用的動作能力や社会適応能力について評価を行い、その結

果を当該利用者とその家族に伝達すること。なお、当該利用者の居宅を訪問した際、リハビリテーショ

ンを実施することはできないことに留意してください。 

 

生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定にあたっては、次の通知を必ずご確認ください。 

 

厚生労働省ホームページ（令和６年度介護報酬改定について） 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html） 

 

■リハビリテーション・機能訓練、栄養、口腔の一体的取組に関する通知 

 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
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●厚生労働省「介護サービス関係Ｑ＆Ａ」 

（問）生活行為向上リハビリテーション実施加算の取得が可能となる期間中に、入院等のためにリハビリテーシ

ョンの提供の中断があった後、再び同一事業所の利用を開始した場合、再利用日を起算点として、改め

て６月間の算定実施は可能か。 

（答）生活行為向上リハビリテーション実施加算は、生活行為の内容の充実を図るための目標を設定し、当該目

標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用

者に対して、利用者の有する能力の向上を計画的に支援することを評価するものである。入院等により、

活動するための機能が低下し、医師が、生活行為の内容の充実を図るためのリハビリテーションの必要性

を認めた場合に限り、入院前に利用していたサービス種別、事業所・施設にかかわらず、再度利用を開始

した日から起算して新たに６月以内に限り算定できる。 

（問）生活行為向上リハビリテーションの算定要件について、「生活行為の内容の充実を図るための専門的な知

識若しくは経験」、「生活行為の内容の充実を図るための研修」とあるが、具体的にどのような知識、

経験、研修を指すのか。 

（答）生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識や経験とは、例えば、日本作業療法士協会が実施する生

活行為向上マネジメント研修を受講した際に得られる知識や経験が該当すると考えている。生活行為の内

容の充実を図るための研修とは、①生活行為の考え方と見るべきポイント、②生活行為に関するニーズの

把握方法③リハビリテーション実施計画の立案方法④計画立案の演習等のプログラムから構成され、生活

行為向上リハビリテーションを実施する上で必要な講義や演習で構成されているものである。例えば、全

国デイケア協会、全国老人保健施設協会、日本慢性期医療協会、日本リハビリテーション病院・施設協会

が実施する「生活行為向上リハビリテーションに関する研修会」が該当すると考えている。 

 

●厚生労働省Ｑ＆Ａ【平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）】 

（問）生活行為向上リハビリテーション実施加算の取得に当たっては、利用者の居宅を訪問し、当該利用者の居

宅における応用的動作能力や社会適応能力について評価を行い、その結果を当該利用者とその家族に伝達

することとなっているが、そのための時間については、通所リハビリテーションの提供時間に含めるとい

うことで良いか。 

（答）通所リハビリテーションで向上した生活行為について、利用者が日常の生活で継続できるようになるため

には、実際生活の場面での適応能力の評価をすることが重要である。したがって、利用者の居宅を訪問

し、当該利用者の居宅おける応用的動作能力や社会適応能力について評価を行い、その結果を利用者とそ

の家族に伝達するための時間については、通所リハビリテーションの提供時間に含めて差支えない。 

 

●厚生労働省Ｑ＆Ａ【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．５）】 

（問６）生活行為向上リハビリテーション実施加算は、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリ

テーションの利用を開始した日の属する月から６月以内の場合に算定可能とされているが、再度同加算を

算定することは可能か。 

（答）疾病等により生活機能が低下（通所リハビリテーション計画の直近の見直し時と比較して、ＡＤＬの評価

であるＢａｒｔｈｅｉ Ｉｎｄｅｘ又はＩＡＤＬの評価であるＦｒｅｎｃｈａｙ Ａｃｔｉｖｉｅｓ 

Ｉｎｄｅｘの値が低下したものに限る。）し、医師が生活行為の内容の充実を図るためのリハビリテーシ

ョンの必要性を認めた場合、改めてリハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの

利用を開始した場合は、新たに６月以内の算定が可能である。 
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（11）栄養アセスメント加算      ＜通所リハビリテーション＞    厚告19別表7注15 

＜介護予防通所リハビリテーション＞厚労告127別表5ハ 
 
５０単位／月 
 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に対し、届出を行った指定通所リハビリテー
ション事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者
ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。）を行
った場合は、栄養アセスメント加算として、１月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利
用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した
日の属する月は並びにリハビリテーションマネジメント加算（ハ）を算定している場合は、算定しない。 

⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。 
⑵ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員そ

の他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を
説明し、相談等に必要に応じ対応すること。 

⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その
他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所リハビリテーション事業所であること。 
 
＜留意点＞ 

①  栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメン 
トの一環として行われることに留意すること。 

②  当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント加算の対象事業所に限 
る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超 
えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又 
は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーシ 
ョン」）との連携により、管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。 

③ 栄養アセスメントについては、３月に１回以上、イからニまでに掲げる手順により行うこと。あわ 
せて、利用者の体重については、１月毎に測定すること。 
イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 
ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂 
食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を行うこと。 

ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄養管理上の 
課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。 

ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員と情報共有を 
行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼すること。 

④ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該 
 栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しないが、栄養アセス 

メント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要 
と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。 

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情 
報提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方 
並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 
サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用 

者の状態に応じた栄養管理の内容の決定（Plan）、当該決定に基づく支援の提供（Do)、当該支援内 
容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善（Action）の一連のサ 
イクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 
提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、 

適宜活用されるものである。 
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●厚生労働省Ｑ＆Ａ【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．６）】 

〇 栄養アセスメント加算について 

（問２）要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、「や

むを得ない場合」とはどのような場合か。 

（答）科学的介護推進体制加算等と同様の取扱いであるため、令和３年介護報酬改定に関するQ＆A」（令和３年

３月26日）（Vol.３）問16を参考にされたい。 

   やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月

の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出

ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出ができなかった

場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。 

   また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体

重等が測定できず、一部の情報しか提出ができなかった場合等であっても、施設の入所者全員に当該加算

を算定することも可能である。 

   ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

 

 

●厚生労働省Ｑ＆Ａ【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．10）】 

（問1）利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算定事業者はどのように判

断するのか。 

（答）利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメントを行う事業所について、 

・ サービス担当者会議等で、利用者が利用している各種サービスと栄養状態との関連性や実施時間の実

績、利用者又は家族の希望等も踏まえて検討した上で、 

・ 介護支援専門員が事業所間の調整を行い、決定することとし、 

原則として、当該事業所が継続的に栄養アセスメントを実施すること。 

 

 

（12）若年性認知症利用者受入加算   ＜通所リハビリテーション＞    厚告19別表7注14 

＜介護予防通所リハビリテーション＞厚労告127別表5注6 

通所リハビリテーション       ６０単位／日 
介護予防通所リハビリテーション  ２４０単位／月 

受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第２条第６号に規定す

る初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいう。）ごとに個別に担当者を定

め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合に算定します。 
 

●厚生労働省「介護サービス関係Ｑ＆Ａ」 

（問）一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 

（答）65歳の誕生日の前々日までは対象である。 

（問）若年性認知症利用者受入加算について、個別の担当者は、担当利用者がサービス提供を受ける日に必

ず出勤していなければならないのか。 

（答）個別の担当者は、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う上で中心的な役割を果たす

ものであるが、当該利用者へのサービス提供時に必ずしも出勤している必要はない。 
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（問）若年性認知症利用者受入加算について、介護予防通所介護や介護予防通所リハビリテーションのよう

に月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うの

か。 

（答）本加算は65歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている介護予防通所介護

と介護予防通所リハビリテーションについては65歳の誕生日の前々日が含まれる月は月単位の加算が算

定可能である。ただし、当該月において65歳の誕生日の前々日までにサービス利用の実績がない場合は

算定できない。 

 

 

（13）栄養改善加算             ＜通所リハビリテーション＞      厚告19別表7注16 

＜介護予防通所リハビリテーション＞厚労告127別表5ニ 

通所リハビリテーション     ２００単位／回 

介護予防通所リハビリテーション ２００単位／月 

低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合は、３

月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき150単位を所定単位数に加算します。 

ただし、栄養改善サービスの開始から３月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善

せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定する

ことができます。 

○算定要件 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 当該事業所の従業者として又は外部（他の介護事業所（栄養改善加算の対象事業所に限る。）、医療機

関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いて

いるもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若し

くは都道府県栄養士会が設置し、運営「栄養ケア・ステーション」）との連携により管理栄養士を１名以上

配置していること。 

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看

護職員、介護職員その他の職種の者（以下「管理栄養士等」）が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及

び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し管理栄養士等が栄養改善サー

ビスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

ホ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

◆対象者（老企36第2の8(17)） 

栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイ～ホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サービスの

提供が必要と認められる者とすること。 

イ ＢＭＩが１８．５未満である者 

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は基本チェックリストの№１１の項目が「１」に

該当する者 

ハ 血清アルブミン値が３．５g/dl以下である者 

二 食事摂取量が不良（７５％以下）である者 

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

次のような問題を有する者については、上記イ～ホのいずれかに該当するかどうか、適宜確認すること。 

口腔及び接触・嚥下機能の問題、生活機能の低下の問題、褥瘡に関する問題、食欲の低下の問題、 

閉じこもりの問題、認知症の問題、うつの問題 
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◆プロセス 

①利用者ごとの低栄養状態のリスクを利用開始時に把握 

②栄養ケア計画を作成 

・管理栄養士が中心となって利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ栄養状態に関する解

決すべき課題の把握。 

・医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共

同で作成。 

・栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し関連

職種が共同して取り組むべき事項を記載。 

③作成した計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得る

こと。 

④栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その際、栄養ケ

ア計画に実施上の問題点があれば、直ちに当該計画を修正 

⑤栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課題があ

る場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居

宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主として食事の準

備をする者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供すること。 

⑥ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概ね３ヶ月毎に体重測定する

等により、栄養状態の評価を行い、その結果を担当介護支援専門員や利用者の主治の医師に対して情報提

供を行うこと。 

 

【ポイント】 

栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われ

ることに留意してください。 

 

(厚生労働省「平成 30 年度介護報酬改定に関する Ｑ＆Ａ（Vol.１）」) 

○ 栄養改善加算について 

（問）通所サ―ビスにおいて栄養改善加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うこ

とは可能か。 

（答）管理栄養士による居宅療養管理指導は通院又は通所が困難な者が対象となるため、栄養改善加算の算定者

等、通所サービス利用者に対して当該指導を行うことは想定されない。 

 

(厚生労働省「平成 30 年度介護報酬改定に関する Ｑ＆Ａ（Vol.5）」) 

○ 栄養改善加算について 

（問）平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問 34 については、通所サービスの利用者のうち、栄

養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができないものと理

解してよいか。 

（答）通所サービスで設けている「栄養改善加算」については、低栄養状態の改善等を目的として栄養ケア計画に

基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うものである。 

一方、「管理栄養士による居宅療養管理指導」については、低栄養状態にある者や特別食を必要とする者に

対して栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うものである。 

したがって、栄養改善加算を算定した者に対して、低栄養状態を改善する等の観点で管理栄養士による居宅

療養管理指導を行った場合、栄養管理の内容が重複するものと考えられるため、栄養改善加算を算定した者に

対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができない。 
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(厚生労働省「令和３年度介護報酬改定に関する Ｑ＆Ａ（Vol.3）」) 

○ 栄養改善加算・口腔機能向上加算について 

（問33） 

Ｑ それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養改善

加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 

Ａ ご指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識しているが、①算定要件とし

て、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案御上、１事業所における請求回数に限度を設けていること、②２事

業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべきことから、それぞれの事業所で栄養改善加算又は口腔機

能向上加算を算定することは基本的には想定されない。 
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（14）口腔・栄養スクリーニング加算      ＜通所リハビリテーション＞厚告19別表7注17   

＜介護予防通所リハビリテーション＞ 厚労告127別表5ホ 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）   20単位 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）   ５単位  

算定要件の基準に適合する指定（介護予防）通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び

利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に

口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、１回につき次に掲げる単位数を所定単位数

に加算できます。 

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、

当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては

算定しません。 

○算定要件 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の

口腔の状態に関する情報（当該利用者が口腔の健康状態の低下しているおそれのある場合にあ

っては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供して

いること。 

（２） 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状

態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報

を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

（３） 通所介護費等算定方法第１号（指定通所リハビリテーションの月平均の利用者の数（指定通所

リハビリテーションの事業及び介護予防通所リハビリテーションが同一の事業所において一体

的に運営されている場合は、合計数）が定員超えていること及び人員基準に定める看護・介護

職員の員数を置いていないこと。）に規定する基準に適合しないこと。 

（４） 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 

（一） 栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係

る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の

属する月（栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サービスが必要であると判

断され、栄養改善サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。 

（二） 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である

又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔の健康状態のスクリーニン

グを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔機能向上サービス

が開始された日の属する月を除く。）であること。 

 （５） 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔（くう）連携強化加算を算定

していないこと。 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（１） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（一） （一） イ（１）及び（３）に掲げる基準に適合すること。 

（二） 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加

算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは栄養改善サービスが終了

した日の属する月（栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サービスが必要で

あると判断され、栄養改善サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。 

 



74 

（三） 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービス

が終了した日の属する月ではないこと。 

（２） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（一） イ（2）及び（3）に掲げる基準に適合すること。 

（二） 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養

改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービスが終了

した日の属する月ではないこと。 

（三）算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを

受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔の健康状態のス

クリーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔機能向上

サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。 

（四）他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔（くう）連携強化加算を算

定していないこと。 

 

＜留意事項＞ 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔スクリーニング」

という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごとに行われるケ

アマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として一体的に実施すべきものである

こと。ただし、大臣基準第19号の２ロに規定する場合にあっては、口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの

一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定することができる。 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ次に掲げる確認

を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが18.5 未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平成18 年６月 

９日老発第0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの№11 の項目が「１」に 

該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が3.5ｇ／dl 以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、

原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングを継続的に実 

施すること。 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算

の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断さ

れた場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定できること 
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（15）口腔機能向上加算          ＜通所リハビリテーション＞厚告19別表7注18 

＜介護予防通所リハビリテーション＞厚労告127別表5ヘ 

口腔機能向上加算（Ⅰ） ＜通リハ＞   １５０単位／回 

            ＜予防通リハ＞ １５０単位／月 

口腔機能向上加算（Ⅱ）イ＜通リハ＞   １５５単位／回 

            ＜予防通リハ＞ １６０単位／月 

口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ＜通リハ＞   １６０単位／回 

口腔機能が低下している又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的

として、個別的に口腔清掃や摂食・嚥下機能に関する訓練を指導若しくは実施であって、利用者の心身

の状態の維持又は向上に資すると認められるものを行った場合に算定します。 

 

○算定要件 

イ 口腔機能向上加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1 名以上配置していること。 

（２） 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談

員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。 

（３） 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上

サービス（算定基準に規程する口腔機能向上サービスをいう。）を行っているとともに、利用者の口

腔機能を定期的に記録していること。 

（４） 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。 

（５） 通所介護費等算定方法第１号（指定通所介護の月平均の利用者の数（指定通所介護の事業及び第1号

通所事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合は、合計数）が定員超えていること及

び人員基準に定める看護・介護職員の員数を置いていないこと。）に規定する基準に適合しないこ

と。 

ロ 口腔機能向上加算（Ⅱ）イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） リハビリテーションマネジメント加算（ハ）を算定していること。 

（２） イ(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（３） 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実

施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理かつ有効な実施のために必要な情報を活用しているこ

と。 

ハ 口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） リハビリテーションマネジメント加算（ハ）を算定していないこと。 

（２） イ(1)から(5)まで 及び ロ(3)に掲げる基準に適合すること。 

 

 

 

◆対象者（老企３６第２の８（１８）） 

次のいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者 

①認定調査票で嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目において「１」以外に該当する者 

②基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)(14)(15)の３項目のうち２項目以上が「１」に該当する者 

③その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介

護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じること。な

お、介護保険の口腔機能向上サービスとして、「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行って

いない場合にあっては、当該加算は算定できない。 
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◆プロセス（老企３６第２の８（１８）） 

口腔機能向上サービスの提供は、以下の①から⑤までに掲げる手順を経てなされる。 

ただし、「リハビリテーションマネジメント加算(ハ)」において、イ並びにロの利用者の口腔機能等の口腔の

健康状態及び解決すべき課題の把握を実施している場合は、ロの口腔機能改善管理指導計画を作成以降の手順を

行うものとする。その場合は、口腔機能向上加算Ⅱのイを算定する。なお、口腔機能向上加算（Ⅱ）のイの算定

に当たっては、リハビリテーションや栄養に係る評価を踏まえて口腔改善管理指導計画を作成すること。 

 

 ① 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。 

 ② 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・

嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活

相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成す

ること。作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又

はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所リハビリテーションにおいては、口腔機能改善

管理指導計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載する場合は、その記載をもって

口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。 

 ③ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ごとに口腔機能向

上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計

画を修正すること。 

 ④ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね３月ごとに口

腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、主

治の歯科医師に対して情報提供すること。 

 ⑤ 指定居宅サービス基準第105条において準用する第19条に規定するサービスの提供の記録において利用者

ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期

的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口腔機能を定期的に記

録する必要はないものとすること。 

 

＜注意事項＞ 

(1) おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴覚士、

歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効果が期待できる

と認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。 

  イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者 

  ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者 

(2)  口腔機能向上サービスの提供に当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について」）を参照されたい。 

(3)  厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ただし、口腔機能向上加算

（Ⅱ）のイについては、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)においてＬＩＦＥへの情報提出を行っ

ている場合は、同一の提出情報に限りいずれかの提出で差し支えない。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度

等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手

順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

   サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態

に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づく支援の提供（Ｄｏ）、当該支援

内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサ

イクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜

活用されるものである。 
 

 

【ポイント】 

口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われるケアマネジメント

の一環として行われることに留意すること。 
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（16）重度療養管理加算                       厚告19別表7注20 

１００単位／日  ※通所リハビリテーションのみ 

○ 厚生労働大臣が定める状態にある利用者（要介護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護５である
者に限る。）に対して、計画的な医学的管理のもと、指定通所リハビリテーションを行った場合に算
定ができます。 

○ １時間以上２時間未満の通所リハビリテーションの利用者には算定できません。 

○厚生労働大臣が定める状態（下記のイ～リのいずれかに該当する状態）  ＜利用者等告示第18号＞ 

イ）常時頻回の喀痰吸引を実施している状態 

ロ）呼吸障害等により人口呼吸器を使用している状態 

ハ）中心静脈注射を実施している状態 

二）人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態 

ホ）重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 
へ）膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者障害程度等級表の４級以上でありストーマの処置を実施している状態 

ト）経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 

チ）褥瘡に対する治療を実施している状態 

リ）気管切開が行われている状態 

＜留意事項＞ 

・ 当該加算を算定する場合にあっては、当該医学的管理の内容等を診療録に記録しておかなければなりません。 

・ 算該加算を算定できる利用者は、次のいずれかについて、当該状態が一定の期間や頻度で継続している者であ

ることとする。なお、請求明細書の摘要欄に該当する状態（利用者等告示第１８号のイからリまで）を記載する

こととする。なお、複数の状態に該当する場合は主たる状態のみを記載してください。 

(ア)利用者等告示第１８号イの「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」とは、当該月において１日当たり８

回（夜間を含め約３時間に１回程度）以上実施している日が２０日を超える場合をいうものであること。 

(イ)利用者等告示第１８号ロの「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については、当該月におい

て１週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っている場合をいう。 

(ウ)利用者等告示第１８号ハの「中心静脈注射を実施している状態」については、中心静脈注射により薬剤の投

与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者である場合をいう。 

(エ)利用者等告示第１８号ニの「人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態」については、人

工腎臓を各週２日以上実施しているものであり、かつ、次に掲げるいずれかの合併症をもつものである場合を

いう。 

Ａ：透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病 

Ｂ：常時低血圧（収縮期血圧が九十mmHg以下） 

Ｃ：透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの 

Ｄ：出血性消化器病変を有するものＥ骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの 

Ｆ：うっ血性心不全（NYHAⅢ度以上）のもの 

(オ)利用者等告示第１８号ホの「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態」

については、持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧９０mmHg以下が持

続する状態、又は、酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度９０%以下の状態で常時、心電図、血圧、動脈血酸

素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っている場合をいう。 

(カ)利用者等告示第１８号ヘの「膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚

生省令第１５号）別表第五号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマの処置

を実施している状態」については、当該利用者に対して、皮膚の炎症等に対するケアを行った場合に算定でき

るものである場合をいう。 

(キ)利用者等告示第１８号トの「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態」については、経口摂取が困

難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行った場合をいう。 

(ク)利用者等告示第１８号チの「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、以下の分類で第３度以上

に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。 

第１度：皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない（皮膚の損傷はない） 

第２度：皮膚層の部分的喪失（びらん、水疱、浅いくぼみとして表れるもの） 

第３度：皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいる

こともあれば、及んでいないこともある 

第４度：皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している 

(ケ)利用者等告示第１８号リの「気管切開が行われている状態」については、気管切開が行われている利用者に

ついて、気管切開の医学的管理を行った場合をいう。 
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（17）科学的介護推進体制加算          ＜通所リハビリテーション＞ 厚告19別表7注22 
＜介護予防通所リハビリテーション＞ 厚労告127別表5チ 

40単位／月 
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、 

利用者に対し指定通所リハビリテーションを行った場合は、科学的介護推進体制加算として、１月につき40単位 

を所定単位数に加算する。 

イ 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本

的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

ロ 必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど、指定通所リハビリテーションの提供に当たっ

て、イに規定する情報その他指定通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を

活用していること。 

＜留意事項＞ 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに上記イ、ロに掲げる要件を満

たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。 

②  情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、

「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に

ついて」を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan）、実行（Do）、評価

（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築す

るとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。した

がって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービス計画を作成

する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資する介護を実

施する（Do）。 

ハ  ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービス提

供の在り方について検証を行う（Check）。 

ニ  検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向上

に努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用さ

れるものである。 

 

【厚生労働省「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）」】 

（問16）要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「や

むを得ない場合」とはどのような場合か。 

（答） やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月

の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出が

できなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出ができなかった場合

等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。 

    また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体

重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者又は入所

者全員に当該加算を算定することは可能である。 

    ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 
 

（問17）ＬＩＦＥに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含まれるが、情報の提

出に当たって、利用者の同意は必要か。 

（答）ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力いただくが、ＬＩＦＥの 

システムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人情報を収集するものではない。そのため、加 

算の算定に係る同意は必要であるものの、情報の提供自体については、利用者の同意は必要ない。 
 

（問18）加算を算定しようと考えているが、例えば利用者のうち1人だけでも加算の算定に係る同意が取れな 

い場合には算定できないのか。 

(答)  加算の算定に係る同意が得られない利用者がいる場合であっても、当該者を含む原則全ての利用者に 

係る情報を提出すれば、加算の算定に係る同意が得られた利用者について算定が可能である。 
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【(厚生労働省「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.10）（令和３年６月９日）」】 

○ 科学的介護推進体制加算について 

（問3）サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件である

情報提出の取扱如何。 

（答）当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死亡に

より、把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支えない。 

 

【(厚生労働省「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（令和６年３月１５日）」】 

○ 科学的介護推進体制加算について 

（問175）科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度について、少なくとも６か月に１回から３か月に１回に見直

されたが、令和６年４月又は６月以降のいつから少なくとも３か月に１回提出すればよいか。 

（答）科学的介護推進体制加算を算定する際に提出が必須とされている情報について、令和６年４月又は６月以降

は、少なくとも３か月に１回提出することが必要である。 

  例えば、令和５年２月に提出した場合は、６か月後の令和６年８月までに少なくとも１回データ提出し、そ

れ以降は３か月後の令和６年11月までに少なくとも１回のデータ提出が必要である。 

 

○ 科学的介護推進体制加算他 

（問172）事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始した利用者がおり、

やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該利用者以外については算定可能か。 

（答）原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算について、月末にサービス利用

開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当該利用者に係る情報をLIFEに提出できない場合、その他の

サービス利用者についてデータを提出していれば算定できる。 

  なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

  ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合（※）を除いて、事業所の利用者全員に係る情報を提出し

ていない場合は、加算を算定することができない。 

 

（※）「令和３年度介護報酬改定に関す得るＱ＆Ａ(Vol.3）(令和３年３月26日)」問16参照。 
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（18）中重度ケア体制加算                      厚告19別表7注21 

２０単位／日  ※通所リハビリテーションのみ 

重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所リハビリテーションを行った場合に１日につ

き20単位算定できます。 

○算定要件 

(1) 指定基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で１

以上確保していること。 

(2) 前年度又は算定日が属する月の前３月間の指定通所リハビリテーション事業所の利用者の総数のう

ち、要介護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護５である者の占める割合が100分の30以上であ

ること。 

(3) 指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員

を１名以上配置していること。 

＜留意事項＞ 

・ 中重度者ケア体制加算は、暦月ごとに、指定基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看

護職員又は介護職員を常勤換算方法で１以上確保する必要がある。このため、常勤換算方法による職員

数の算定方法は、暦月ごとの看護織員又は介護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の職員

が勤務すべき時間数で除することによって算定し、暦月において常勤換算方法で１以上確保していれば

加算の要件を満たすこととする。なお、常勤換算方法を計算する際の勤務延時間数については、サービ

ス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めないこと

とし、常勤換算方法による員数については、少数点第２位以下を切り捨てるものとする。 

・ 要介護３、要介護４又は要介護５である者の割合については、前年度（３月を除く。）又は算定日が

属する月の前３か月の１か月当たりの実績の平均について、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算

定するものとし、要支援者に関しては人員数には含めない。 

・ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱いによるものとする。 

① 前年度の実績が６か月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）につ

いては、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。 

② 前３か月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近３か月

間の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。また、その割合につい

ては、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに加算の取下げの届

出を提出しなければならない。 

・ 看護職員は、指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて１名以上配置する必要があり、他の

職務との兼務は認められない。 

・ 当該加算については、事業所を利用する利用者全員に算定することができる。また、認知症加算の算

定要件も満たす場合は、中重度者ケア体制加算の算定とともに認知症加算も算定できる。 

・ 当該加算を算定している事業所にあっては、中重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生

活の継続に資するリハビリテーションを計画的に実施するプログラムを作成することとする。 
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●厚生労働省「介護サービス関係Ｑ＆Ａ」 

（問）指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居

宅サービス等基準」という。）第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を

常勤換算方法で２以上確保する必要があるが、具体的な計算方法如何。 

（答）例えば、定員20人の通所介護、提供時間が７時間、常勤の勤務すべき時間数が週40時間の場合であって、

営業日が月曜日から土曜日の場合には、常勤換算の計算方法は以下の通りとなる。（本来であれば、暦月で

計算するが、単純化のために週で計算。） 

 

 月 火 水 木 金 土 計 

利用者数 18人 17人 19人 20人 15人 16人 105人 

必要時間数 11.2時間 9.8時間 12.6時間 14時間 7時間 8.4時間 63時間 

職員Ａ 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 0時間 40時間 

職員Ｂ 0時間 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 40時間 

職員Ｃ 7時間 7時間 7時間 7時間 7時間 0時間 35時間 

職員Ｄ 8時間 8時間 0時間 0時間 8時間 8時間 32時間 

計 23時間 31時間 23時間 23時間 31時間 16時間 147時間 

加配時間数 11.8時間 21.2時間 10.4時間 9時間 24時間 7.6時間 84時間 

①指定基準を満たす確保すべき勤務延時間数 

（例：月曜日の場合） 

確保すべき勤務時間数＝（（利用者数－15）÷５＋１）×平均提供時間数＝11.2時間 

②指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数 

（例：月曜日の場合） 

指定基準に加えて確保された勤務時間数＝（８＋７＋８）－11.2＝11.8時間 

 

以上より、上記の体制で実施した場合には、週全体で84時間の加配時間となり、84時間÷40時間＝2.1となるこ

とから、常勤換算方法で２以上確保したことになる。 

（問）指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、認知症介護に係る研修を修了して

いる看護職員１人を、指定通所介護を行う時間帯を通じて配置すれば、認知症介護に係る研修を修了して

いる看護職員１人の配置でそれぞれの加算を算定できるのか。 

（答）中重度者ケア体制加算の算定対象となる看護職員は他の職務と兼務することはできない。このため、認知

症加算を併算定する場合は、認知症介護に係る研修を修了している者を別に配置する必要がある。 

（問）認知症加算及び中重度者ケア体制加算の利用者割合の計算方法は、届出日の属する月の前３月の１月当た

りの実績の平均が要件を満たせば、例えば、４月15日以前に届出がなされた場合には、５月から加算の算

定が可能か。 

（答）前３月の実績により届出を行う場合においては可能である。なお、届出を行った月以降においても、直近

３月間の利用者割合については、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。 

（問）認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は

看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて事業所に１名以上配置されていれば、複数単位におけるサー

ビス提供を行っている場合でも、それぞれの単位の利用者が加算の算定対象になるのか。 

（答）サービスの提供時間を通じて１名以上配置されていれば、加算の算定対象となる。 

（問）通所介護を行う時間帯を通じて１名以上の配置が求められる看護職員（中重度者ケア体制加算）、認知症

介護実践者研修等の修了者（認知症加算）は、日ごと又は１日の時間帯によって人員が変わっても、通所

介護を行う時間帯を通じて配置されていれば、加算の要件を満たすと考えてよいか。 

（答）日ごと又は１日の時間帯によって人員が変わっても、加算の要件の一つである「指定通所介護を行う時間

帯を通じて、専ら当該指定通所の提供に当たる看護職員（認知症介護実践者研修等の修了者）を１名以上配

置していること」を満たすこととなる。 
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（問）認知症加算、中重度者ケア体制加算それぞれについて、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、要

介護３以上の割合における具体的な計算方法如何。 

（答）認知症加算、中重度者ケア体制加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、要介

護３以上の割合については、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとされているが、例え

ば、以下の例のような場合であって、中重度者ケア体制加算の要介護３以上の割合を計算する場合、前３月

の平均は次のように計算する。 

（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、前年度の平均計算についても同様に行う。） 

①利用実人員数による計算（要支援者を除く） 

・利用者の総数＝9人（1月）＋9人（2月）＋9人（3月）＝27人 

・要介護３以上の数＝4人（1月）＋4人（2月）＋4人（3月）＝12人 

したがって、割合は12人÷27人≒44.4％（小数点第二位以下切り捨て）≧30％ 

②利用延人員数による計算（要支援者を除く） 

・利用者の総数＝82人（1月）＋81人（2月）＋88人（3月）＝251人 

・要介護3以上の数＝46人（1月）＋50人（2月）＋52人（3月）＝148人 

したがって、割合は148人÷251人≒58.9％（小数点第二位以下切り捨て）≧30％ 

 

上記の例は、利用実人員数、利用延人員数ともに要件を満たす場合であるが、①又は②のいずれかで要

件を満たせば加算は算定可能である。 

なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で要介護状態区分や認知症高齢者の日常生活自立度

が変更になった場合は月末の要介護状態区分や認知症高齢者の日常生活自立度を用いて計算する。 
 

（問）加算算定の要件である通所介護を行う時間帯を通じて、専従で配置する看護職員の提供時間帯中の勤務時

間は、加配職員として常勤換算員数を算出する際の勤務時間数には含めることができないということでよ

いか。 

（答）提供時間帯を通じて配置する看護職員は、他の職務との兼務は認められず、加算の要件である加配を行う

常勤換算員数を算出する際の勤務時間数に含めることはできない。なお、加算の算定要件となる看護職員と

は別に看護職員を配置している場合は、当該看護職員の勤務時間数は常勤換算員数を算出する際の勤務時間

数に含めることができる。 

（問）重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプログラ

ムとはどのようなものか。 

（答）今までその人が築いてきた社会関係や人間関係を維持し続けられるように、家庭内の役割づくりのための

支援や、地域の中で生きがいや役割をもって生活できるような支援をすることなどの目標を通所介護計画又

は別途作成する計画に設定し、通所介護の提供を行う必要がある。 

（問）通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を１名以上配置とある

が、指定基準の他に配置する必要があるのか。 

（答）当該事業所に配置している看護職員が現在、専従の看護職員として提供時間帯を通じて既に配置している

場合には、新たに配置する必要はない。 

（問）加算算定の要件に、通所介護を行う時間帯を通じて、専従で看護職員を配置していることとあるが、全て

の営業日に看護職員を配置できない場合に、配置があった日のみ当該加算の算定対象となるか。 

（答）貴見のとおり。 
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（18）退院時共同指導加算      ＜通所リハビリテーション＞         厚告19別表7ハ 

＜介護予防通所リハビリテーション＞厚労告127別表5ロ                                                                           

６００単位／日  

       

   病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療

法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導（病院又は診療所

の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報

を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同し

て行い、その内容を在宅での通所リハビリテーション計画に反映させることをいう。）を行った後に、当該

者に対する初回の指定通所リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を加

算する。 

 

＜留意事項＞ 

・ 通所リハビリテーションにおける退院時共同指導とは、病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家

族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での通所リハビリテー

ション計画に反映させることをいう。 

・ 退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、テレビ電話装置等の

活用について当該者又はその家族の同意を得なければならない。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

・ 退院時共同指導を行った場合は、その内容を記録すること。 

・ 当該利用者が通所及び訪問リハビリテーション事業所を利用する場合において、各事業所の医師等がそれぞれ

退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合は、各事業所において当該加算を算定可能である。

ただし、通所及び訪問リハビリテーション事業所が一体的に運営されている場合においては、併算定できない。 

  

 

 

 

 

【(厚生労働省】「令和６年介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）（令和６年３月１５日）」 

○ 退院時共同指導加算について 

（問48） 

Ｑ 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、指導の内容を電話に伝達してもよいのか。 

Ａ 元来、退院時共同指導の内容を文書により提供していたことを鑑みれば、電話による伝達ではなく、履歴が

残る電子メール等の電磁的方法により指導内容を提供することが想定される。 
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（19）移行支援加算                       厚告19別表7二 

１２単位／日 

リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合は、移行支援加算

として、評価対象期間(移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の１月から１２月までの期間)

の末日が属する年度の次の年度内に限り、１日につき１２単位数を加算します。 

○算定要件 

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１)評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を終了した者(生活行為向上リハビリテーシ

ョン加算を算定した者を除く。以下「通所リハビリテーション終了者」という。)のうち、指定通所介

護等〔指定通所介護、指定地域密着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、第一号通所事業その他社

会参加に資する取組〕(指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションは除

く。)を実施した者の占める割合が3/100を超えていること。 

(２)評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、

通所リハビリテーション従業者が、通所リハビリテーション終了者に対して、当該通所リハビリテーシ

ョン終了者が指定通所介護等を実施していることを確認し、記録していること。 

ロ １２を当該事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が27/100以上であること。 

ハ 通所リハビリテーション修了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当該利用者のリハビリテ

ーション計画を移行先の事業所へ提供すること。 

 

＜留意事項＞ 

・ 移行支援加算におけるリハビリテーションは、通所リハビリテーション計画に家庭や社会への参加を可能とす

るための目標を作成した上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬを向上させ、指定通所介護等（通所リハビリテーシ

ョンは除く。）に移行させるものであること。 

・ 「その他社会参加に資する取組」には、医療機関への入院や介護保険施設への入所、指定通所リハビリテーシ

ョン、指定認知症対応型共同生活介護等は含まれず、算定対象とならないこと。 

「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事

務処理手順及び様式例の提示について（平成30年3月22日厚生労働省老健局老人保健課長通知）」より 

 社会参加に資する取組とは、指定通所リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション（指

定通所リハビリテーションの場合にあっては、指定通所リハビリテーション間及び指定介護予防通所リ

ハビリテーション間の移行は除く。）や指定通所介護、指定地域密着型通所介護、指定認知症対応型通

所介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定介護予防認知症対応型

通所介護、指定介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防・日常生活支援総合事業における通所事業

や一般介護予防事業、居宅における家庭での役割を担うこと、就労であること。 

 入院、介護保険施設への入所、指定認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介

護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定訪問リハビリテーションは社会参加に資する取組としては

想定していないこと。 

 

・ 指定通所介護等（通所リハビリテーションは除く。）を実施した者の占める割合及び１２月を指定通所リハビ

リテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数については、小数点第３位以下は切り上げること。 

・ 平均利用月数については、以下の式により計算すること。 

イ (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計 

(ⅱ) (当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計＋当該事業所における評価対象期

間の新規終了者数の合計)÷２ 

イ(ⅰ)における利用者には、当該施設の利用を開始して、その日のうちに利用を終了した者又は死亡し

た者を含むものである。 

ロ イ(ⅰ)における利用者延月数は、利用者が評価対象期間において当該事業所の提供する通所リハビリテーシ

ョンを利用した月数の合計をいう。 
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ハ イ(ⅱ)における新規利用者数とは、当該評価対象期間に新たに当該事業所の提供する通所リハビリテーショ

ンを利用した者の数をいう。また、当該事業所の利用を終了後、１２か月以上の期間を空けて、当該事業所を

再度利用した者については、新規利用者として取り扱うこと。 

二 イ(ⅱ)における新規終了者数とは、評価対象期間に当該事業所の提供する通所リハビリテーションの利用を

終了した者の数をいう。 

・ 「指定通所介護等の実施」状況の確認に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士が、リハビリテーション計画書のアセスメント項目を活用しながら、リハビリテーション

の提供を終了した時と比較して、ＡＤＬ及びＩＡＤＬが維持又は改善していることを確認すること。なお、電話

等での実施を含め確認の手法は問わないこと。 

・ 「当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供」については、利用者の円滑な移行を推進

するため、指定訪問リハビリテーション終了者が通所介護等へ移行する際に、「リハビリテーション・個別機能

訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式２－２―１及び２－２－２のリハビリテーション

計画書等の情報を利用者の同意の上で通所介護等の事業所へ提供すること。 

なお、その際には、リハビリテーション計画書の全ての情報ではなく、本人・家族等の希望、健康状態・経過、

リハビリテーションの目標、リハビリテーションサービス等の情報を抜粋し、提供することで差し支えない。 

 

移行支援加算の算定にあたっては、次の通知を必ずご確認ください。 

 

厚生労働省ホームページ（令和６年度介護報酬改定について） 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html） 

 

■リハビリテーション・機能訓練、栄養、口腔の一体的取組に関する通知 

 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」 

 

 

●厚生労働省「令和３ 年度介護報酬改定に関する Ｑ＆Ａ（Vol.2）」 

○ 移行支援加算 

（問17） 

Ｑ 移行支援加算について、既に訪問（通所）リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が訪問（通

所）リハビリテーションを修了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した

者」として取り扱うことができるか。 

Ａ 貴見のとおりである。 

 

（問18） 

Ｑ 移行支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所において、当該加算を取得する

利用者と取得しない利用者がいることは可能か。 

Ａ 、同一事業所において、加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることはできない。 

 

（問19） 

Ｑ 利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始

後２月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの移行支援加算の算定要件を満たしたこととなる

か。 

Ａ 貴見のとおりである。 

 

（問20） 

Ｑ 移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション

等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるか。 

Ａ 移行支援加算については、通所リハビリテーションの提供を修了した日から起算して 14 日以降 44 日以内に通

所リハビリテーション従業者が通所リハビリテーション修了者に対して、指定通所介護等を実施していることを

確認し、記録していることとしている。なお、3 月以上経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医

師が判断した時は、新規利用者とすることができる。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
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（問21） 

Ｑ 移行支援加算における就労について、利用者が障害福祉サービスにおける就労移行支援や就労継続支援（Ａ

型、Ｂ型）の利用に至った場合を含めてよいか。 

Ａ よい。 

 

●厚生労働省「令和３ 年度介護報酬改定に関する Ｑ＆Ａ（Vol.3）」 

（問14） 

Ｑ 移行支援加算における評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を修了した者には、当該事

業所の指定通所リハビリテーション利用を中断した後に再開した者も含まれるのか。 

Ａ 移行支援加算における評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を修了した者とは、当該通 

所リハビリテーション事業所の利用を修了し、評価対象期間に利用を再開していない者をいう。 

なお、終了後に３月以上が経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断し当該事業所の 

利用を再開した時は、新規利用者とみなすことができる.この場合は評価対象期間に再開した場合でも、修了し 

た者として取り扱う。 
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（20）サービス提供体制強化加算     ＜通所リハビリテーション＞     厚告19別表7ホ 

＜介護予防通所リハビリテーション＞ 厚労告127別表5リ 

 

加算項目 算定要件 要介護 要支援１ 要支援２ 

（Ⅰ） 

次のいずれかに適合すること。 

イ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の 

占める割合が100分の70以上 

ロ 介護職員の総数のうち、勤続年数10年

以上の介護福祉士の占める割合が100分

の25以上 

20単位/回 88単位/月 176単位/月 

（Ⅱ） 
介護職員の総数のうち、 

介護福祉士の占める割合が100分の50以上 
18単位/回 72単位/月 144単位/月 

（Ⅲ） 

次のいずれかに適合すること。 

イ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の 

占める割合が100分の40以上 

ロ 利用者に直接提供する職員の総数のう 

ち勤続年数が７年以上の者の占める割合 

が100分の30以上 

６単位/回 24単位/月 48単位/月 

※いずれも利用定員超過・人員基準欠如減算に該当していないこと。 

※サービス提供体制強化加算は、（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）の３種類ありますが、全ての算定要件を満たしていて

も１つしか算定することはできません。 

 

◆留意点（老企36第二の8(28)） 

・ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(３月を除く)の平均を用います。ただ

し、前年度の実績が６か月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む)については、

届出日の属する月の前３か月について、常勤換算方法により算出した平均を用います。したがって、新たに事

業を開始し、又は再開した事業者については、４か月目以降、届出が可能となります。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、各月の前月の

末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者としてください。 

・ 前号ただし書きの場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３か月間の職員の割合につき、毎

月継続的に所定の割合を維持しなければなりません。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所

定の割合を下回った場合については、直ちに加算取り下げの届出を提出しなければなりません。 

・ 同一の事業所において介護予防通所リハビリテーションを一体的に行っている場合においては、本加算の計

算も一体的に行うこととします。 

・ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとします。 

・ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス

事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めるこ

とができます。 

・ 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看

護職員又は介護職員として勤務を行う職員を指します。 

なお、１時間以上２時間未満の指定通所リハビリテーションを算定する場合であって、柔道整復師又はあ

ん摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する場合にあっては、これらの職員を含むものとします。 
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●厚生労働省「令和３年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.3）」 

（問）勤続年数はどのように計算するのか。 

（答）・サービス提供体制強化加算における、勤続10年以上の介護福祉士の割合に係る要件については、 

－ 介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が10年以上の者の割合を要件とした

ものであり、 

－ 介護福祉士の資格を取得してから10年以上経過していることを求めるものではないこと。 

・「同一法人等での勤続年数」の考え方について、 

－ 同一法人等（※）における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種（直接処遇

を行う職種に限る。）における勤続年数 

－ 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないな

ど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算することができる。 

 

●厚生労働省「介護サービス関係Ｑ＆Ａ」 

（問）産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 

（答）産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。 

（問）「届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こととされている平

成21年度の１年間及び平成22年度以降の前年度の実績が６月に満たない事業所について、体制届出後に、算

定要件を下回った場合はどう取扱うか。 

（答）サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第36号等において以下のように規定され

ているところであり、これに従った取扱いとされたい。 

「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが

明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくな

った事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。」 

具体的には、平成21年4月に算定するためには、平成20年12月から平成21年2月までの実績に基づいて3月

に届出を行うが、その後平成21年1月から3月までの実績が基準を下回っていた場合は、その事実が発生した

日から加算の算定は行わないこととなるため、平成21年4月分の算定はできない取扱いとなる。 

（問）サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同様に、１年

以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均（３月分を除く。）をもって、運営

実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始した事業所又は事業を再開した事業所）の場合は、４月目

以降に、前３月分の実績をもって取得可能となるということでいいのか。 

（答）貴見のとおり。なお、これまでと同様に、運営実績が６月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った

月以降においても毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する必要がある。 

（問）サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イとサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロは同時に取得することは可能か。不

可である場合は、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを取得していた事業所が、実地指導等によって、介護福

祉士の割合が60％を下回っていたことが判明した場合は、全額返還となるのか。 

（答）サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イとサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロを同時に取得することはできない。

また、実地指導等によって、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イの算定要件を満たさないことが判明した場

合、都道府県知事等は、支給された加算の一部又は全部を返還させることが可能となっている。なお、サー

ビス提供体制強化加算(Ⅰ)イの算定要件を満たしていないが、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロの算定要件

を満たしている場合には、後者の加算を取得するための届出が可能であり、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

イの返還等と併せて、後者の加算を取得するための届出を行うことが可能である。 
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（22）一体的サービス提供加算  ＜介護予防通所リハビリテーション＞のみ  厚労告127別表5ト 

一体的サービス提供加算  ４８０単位／月 

利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所定

単位数を加算します。 

◆算定要件 

・ 栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること。 

・ 利用者が介護予防リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、栄養改善サー

ビス又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を1月につき2回以上受けていること。 

・ 栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していないこと。 

【留意事項】 

基本サービスとしている運動器機能向上サービスに加えて、栄養改善サービス及び口腔機能向上サー

ビスを一体的に実施するに当たって、各選択的サービスを担当する専門の職種が相互に連携を図り、よ

り効果的なサービスの提供方法等について検討する必要があります。。 
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（23）介護職員等処遇改善加算           ＜通所リハビリテーション＞  

＜介護予防通所リハビリテーション＞ 

介護職員の人材確保を更に推し進め、介護現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７

年度に2.0％のベースアップへとつながるよう、令和６年６月以降、処遇改善に係る加算の一本化及

び、加算率の引上げが行われました。 

  「介護職員等処遇改善加算」の算定要件は＜キャリアパス要件＞、＜月額賃金改善要件＞、＜職

場環境等要件＞の３つです。 

 

＜算定基準＞ 

＜通所リハビリテーション＞平成１２年厚生省告示第１９号   

＜介護予防通所リハビリテーション＞平成１８年厚生労働省告示第１２７号 

○ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算（介護

職員等処遇改善加算を除く）を加えた１月当たりの総単位数に、加算区分ごとに、次の表に掲げるサービス類型

別の加算率を乗じた単位数を算定する。 

  なお、介護職員等処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外される。 

  

・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）介護報酬総単位数の８．６％に相当する単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）介護報酬総単位数の８．３％に相当する単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）介護報酬総単位数の６．６％に相当する単位数 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）介護報酬総単位数の５．３％に相当する単位数 

 

 

  

★「介護職員等処遇改善加算」の算定要件 

 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ ①～⑧  の要件を満たすこと 

介護職員等処遇改善加算Ⅱ ①～⑥、⑧の要件を満たすこと 

介護職員等処遇改善加算Ⅲ ①～⑤、⑧の要件を満たすこと 

介護職員等処遇改善加算Ⅳ ①～④、⑧の要件を満たすこと 

 

 

●月額賃金改善要件  

 ① 月額賃金改善要件Ⅰ（月給による賃金改善）※令和７年度から適用 

  新加算Ⅳの加算額の２分の１以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当（以下「基本給

等」という。）の改善に充てること。また、事業所等が新加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定す

る場合にあっては、仮に新加算Ⅳを算定する場合に見込まれる加算額の２分の１以上を基本給等

の改善に充てること。 

 ② 月額賃金改善要件Ⅱ（旧ベースアップ等加算相当の賃金改善）旧ベースアップ等支援加算未算定の場合のみ適用 

前年度と比較して、旧ベースアップ等加算相当の加算額の３分の２以上の新たな基本給等の改

善（月給の引上げ）を行うこと。 

   

 ●キャリアパス要件 

③ キャリアパス要件Ⅰ（任用要件・賃金体系の整備等）※令和6年度中は年度内の対応の誓約で可  

  次のイ、ロ及びハの全てに適合すること。 

  イ 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件（介護職員の

賃金に関するものを含む。）を定めていること。 

  ロ イに掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的に支払われるも

のを除く。）について定めていること。 

  ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に

周知していること。 
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④ キャリアパス要件Ⅱ（研修の実施等）※令和6年度中は年度内の対応の誓約で可 

  次のイ及びロの全てに適合すること。 

  イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び一

又は二に掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の

機会を確保していること。 

   一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等（OJT、OFF-JT等）を実

施するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。 

   二 資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用（交通

費、受講料等）の援助等）を実施すること。 

  ロ イについて、全ての介護職員に周知していること。 

⑤ キャリアパス要件Ⅲ（昇給の仕組みの整備等）※令和6年度中は年度内の対応の誓約で可 

次のイ及びロの全てに適合すること。 

  イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき

定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次の一から三までのいずれか

に該当する仕組みであること。 

   一 経験に応じて昇給する仕組み 

    「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。 

   二 資格等に応じて昇給する仕組み 

    介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組みであるこ

と。ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得した上で当該事業者や法人で就業する者に

ついても昇給が図られる仕組みであることを要する。 

   三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

    「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客

観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 

  ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知

していること。 

⑥ キャリアパス要件Ⅳ（改善後の年額賃金要件）※R6年度中は月額８万円の改善でも可 

  経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善後の賃金の見込額（新加算等を算定し実

施される賃金改善の見込額を含む。）が年額440万円以上であること。 

⑦ キャリアパス要件Ⅴ（介護福祉士等の配置要件） 

  サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること。 

 

 ●職場環境等要件 ※令和６年度は経過措置あり 

⑧ 職場環境等要件 

以下に掲げる処遇改善の取組を実施すること。 

（１）入職促進に向けた取組 

（２）資質の向上やキャリアアップに向けた支援 

（３）両立支援・多様な働き方の推進 

（４）腰痛を含む心身の健康管理 

（５）生産性向上（業務改善及び働く環境改善）のための取組 

（６）やりがい・働きがいの醸成 

 

・新加算Ⅰ・Ⅱにおける職場環境等要件 

上記（１）～（６）の区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上、うち一部は必

須）取り組むこと。 

また、情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表すること。 

※令和6年度中は区分ごと１以上、取組の具体的な内容の公表は不要 

 

・新加算Ⅲ・Ⅳにおける職場環境等要件 

上記（１）～（６）の区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上）取り組むこと。 

※令和6年度中は全体で１以上 
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● 【国Ｑ＆Ａ】介護職員等処遇改善加算等に関するＱ＆Ａ（第２版）※全サービス共通 

問 賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。 

（答） 

   「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」（老発0315第１号 令和６年３月15日厚生労働省老健局長通知）（以下「通知」という。）

において、 介護職員等処遇改善加算（以下「新加算」という。）、介護職員処遇改善加算（以下

「旧処遇改善加算」という。）、介護職員等特定処遇改善加算（以下「旧特定加算」という。）

及び介護職員等ベースアップ等支援加算（以下「旧ベースアップ等加算」という。 以下、旧処遇

改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算を合わせて「旧３加算」という。）を算定する介

護サービス事業者又は介護保険施設（介護予防・日常生活支援総合事業の事業者を含む。以下

「介護サービス事業者等」という。）は、新加算等の算定額に相当する介護職員その他の職員の

賃金 （基本給、手当、賞与等（退職手当を除く。以下同じ。）を含む。）の改善（当該賃金改善

に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下「賃金改善」という。）を

実施しなければならないとしている。 

 

賃金改善の額は、新加算及び旧３加算（以下「新加算等」という。）を原資として賃金改善を実

施した後の実際の賃金水準と、新加算等を算定しない場合の賃金水準との比較により、各介護サー

ビス事業者等において算出する。新加算等を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて新

加算等又は交付金等（平成21年度補正予算による介護職員支援交付金並びに令和３年度及び令和５

年度補正予算による介護職員処遇改善支援補助金をいう。以下同じ。）を算定した年度の前年度に

おける賃金水準とする。 

ただし、介護サービス事業者等における職員構成の変動等により、初めて新加算等又は交付金 

等を算定した年度の前年度における賃金水準を推計することが困難な場合又は現在の賃金水準と比

較することが適切でない場合は、新加算等を算定しない場合の賃金水準を、新加算等を除いた介護

報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定した上で試算する等の適切な方法によ 

り算出し、賃金改善額を算出することとしても差し支えない。 

また、介護サービス事業所等（介護サービス事業所又は介護保険施設（介護予防・日常生活支 

援総合事業の事業所を含む）。以下同じ。）を新規に開設した場合については、新加算等を算定し

ない場合の賃金水準を、新加算等を除いた介護報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計

画を策定する等の適切な方法により算出した上で試算する等の適切な方法により算出し、賃金改善

額を算出することとしても差し支えない。 

 

問 前年度から事業所の介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのように考えればよい

か。 

（答） 

実績報告書における①「令和６年度の加算の影響を除いた賃金額」と②「令和５年度の加算及 

び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」の比較は、新加算等及び交付金等による賃金改善以外の

部分で賃金水準を引き下げていないことを確認するために行うものである。 

一方で、賃金水準のベースダウン（賃金表の改訂による基本給等の一律の引下げ）等を行った 

わけではないにも関わらず、事業規模の縮小に伴う職員数の減少や職員の入れ替わり（勤続年数が

長く給与の高い職員が退職し、代わりに新卒者を採用した等）といった事情により、上記①の額が

②の額を下回る場合には、②の額を調整しても差し支えない。 

この場合の②の額の調整方法については、例えば、 

・退職者については、その職員が、前年度に在籍していなかったものと仮定した場合における 

賃金総額を推計する 

・新規採用職員については、その 者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、本年度に在籍

したものと仮定した場合における賃金総額を推計する 

等の方法が想定される。 

 

問 「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。 

（答） 

「決まって毎月支払われる手当」とは、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情と

は関係なく支給される手当を指す。 
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また、決まって毎月支払われるのであれば、月ごとに額が変動するような手当も含む。手当の名

称は、「処遇改善手当」等に限る必要はなく、 職能手当、資格手当、役職手当、地域手当 等の名

称であっても差し支えない。 

ただし、以下の諸手当は、新加算等の算定、賃金改善の対象となる「賃金」には含めて差し支え

ないが、「決まって毎月支払われる手当」には含まれない。 

・月ごとに支払われるか否かが変動するような手当 

・労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当（通勤手当、扶養

手当等） 

問 時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。 

（答） 

基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員についてそ

の日給を引き上げることは、新加算等の算定に当たり、基本給の引上げとして取り扱って差し支え

ない。また、時給や日給への上乗せの形で支給される手当については、「決まって毎月支払われる

手当」と同等のものと取り扱って差し支えない。 

問 キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用について、賃金改善額に含め

てもよいか。 

（答） 

新加算等の取扱いにおける「賃金改善」とは賃金の改善をいうものであることから、キャリアパ

ス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用については、新加算等の算定に当たり、賃

金改善額に含めてはならない。 

 

問 最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、新加算等により得た加算額を最低賃金額

と比較する賃金に含めることとなるのか。 

（答） 

新加算等の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞 与等として支払われておらず、予定し得る通

常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較す

る賃金に含めることとなるが、新加算等の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上

げを行っていただくことが望ましい。 

 

問 賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲について。 

（答） 

賃金改善額には次の額を含むものとする。 

・法定福利費（健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災

保険料等）における、新加算等による賃金改善分に応じて増加した事業主負担分 

・法人事業税における新加算等による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額増加分 

 

また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができる。 

なお、任意加入とされている制度に係る増加分（例えば、退職手当共済制度等における掛金等）

は含まないものとする。 

 

問 賃金改善実施期間の設定について。 

（答） 

賃金改善の実施月 （以下「 支給時期 」という。） については、必ずしも算定対象月と同一で

はなくても差し支えないが、例えば、次のいずれかのパターンの中から、事業者が任意に選択する

こととする。なお、配分のあり方について予め労使の合意を得るよう努めること。 

 

（例：６月に算定する新加算の配分について） 

①６月の労働時間に基づき、６月中に見込額で職員に支払うパターン 

②６月の労働時間に基づき、７月中に職員に支払うパターン 

③６月サービス提供分の介護報酬が、７月の国保連の審査を経て、８月に各事業所に振り込まれる

ため、 ８月中に職員に支払うパターン 
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問 実績報告において賃金改善額が新加算等の加算額を下回った場合、加算額を返還する必要がある

のか。 

（答） 

新加算等の算定要件は、賃金改善額が加算額以上となることであることから、賃金改善額が加

算額を下回った場合、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対象となる。 

ただし、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として介護職員等に追加的に配分すること

で、返還を求めない取扱いとしても差し支えない。 

 

問 「令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップ」は処遇改善加算の算定要件ではな

く、各介護サービス事業所・施設等で目指すべき目標ということか。 

（答） 

今般の報酬改定による加算措置の活用や、賃上げ促進税制の活用を組み合わせることにより、

令和６年度に＋2.5% 、令和７年度に＋2.0% のベースアップを実現いただきたい。 

なお、 新加算の加算額については、令和６・７年度の２か年で全額が賃金改善に充てられて

いればよいこととして いる。 令和６年度に措置されている加算額には令和７年度のベースアッ

プに充当する分の一部が含まれているところ、この令和７年度分の一部を前倒しして本来の令和

６年度分と併せて令和６年度の賃金改善に充てることや、令和６年度の加算額の一部を、令和７

年度に繰り越して賃金改善に充てることも可能である。 

 

問 繰り越しを行う場合、労使合意は必要か。 

（答） 

繰り越しを行うことについて、予め労使の合意を得るよう努めること。 

 

問 社会福祉法人において繰り越しを行う場合、会計上、繰越金をどのように取り扱えばよいか。 

（答） 

新加算等の加算額の一部を令和７年度に繰り越した上で令和７年度分の賃金改善に充てる場合、

当該加算額の一部は、令和７年度分の賃金改善に充てる資金として、会計上、積立金に計上するこ

とができる（「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」

（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）の19積立金と積立資産について参照）。

積立金を計上する際は、他の積立金とは分け、積立ての目的を示す名称を付すことが望ましい。 

なお、介護報酬にかかる会計処理は、これまでと同様に取り扱われたい。したがって、令和６年

度の新加算等の加算額のうち、令和７年度に繰り越した上で令和７年度分の賃金改善に充てる部分

についても、令和６年度の加算の算定対象月の収益として計上することとなる。 

 

問 算定対象月が令和６年度中であっても、賃金改善を実施した期間が令和７年度となった場合、当

該賃金改善の原資とした加算の額は「令和７年度への繰越分」に含めるのか。 

（答） 

賃金改善の実施 について、例えば、新加算による賃金改善を２か月遅れで実施する場合、令

和７年３月分 の 加算 額が職員に配分されるのは、令和７年５月となる。 

この場合、賃金改善を実施した期間の一部が令和７年度に掛かることになるが、あくまで令和

６年度分の 通常の加算の配分に含まれるため 、当該賃金改善の原資とした加算の額は 、「令

和７年度への繰越分」に含めない。 

一方、 令和６年度分の加算を、通常で令和７年度分の加算の賃金改善を行う期間の賃金改善 

に充てた場合には、「令和７年度への繰越分」に 該当する 。例えば、通常２ヵ月遅れで賃金改

善を行っている場合、令和７年６月以降に行う賃金改善は、令和７年度分の加算による賃金改善

であることから、令和６年度分の加算による賃金改善を令和７年６月以降に行う場合は、当該加

算の額は「令和７年度への繰越分」に含まれる。 

ただし、何月に実施した賃金改善から「令和７年度への繰越分」に含めるかは、事業所の通常

の加算の支給時期に応じて異なるため、個別に判断すること。 
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問 通知上、「 令和７年度の賃金改善実施期間の終わりまでに事業所等が休止又は廃止となった場合

には、その時点で、当該繰越分の残額を、一時金等により、全額、職員に配分しなければならない

こととする。」とされているが、ある事業所が休止又は廃止になった場合に、同一法人内の他の 

事業所の職員に対し「令和７年度の繰越分」を用いた賃金改善を行ってよいか。 

（答） 

一時金等により、休止又は廃止となった事業所の職員に配分することを基本とするが、新加算

等を一括して申請する同一法人内の事業所の職員に限り、「令和７年度の繰越分」を用いた賃金

改善 の対象としてもよい。 

 

問 賃金改善の方法について、労使で事前に協議する必要はあるか。 

（答） 

処遇改善計画書の内容及びキャリアパス要件Ⅰ～Ⅲを満たすことの書類については全ての介護

職員に周知することが必要であるが、 万が一就業規則の不利益変更に当たるような場合にあっ

ては、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要がある。 

 

問 事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。 

（答） 

サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困難であ

ると認められるなどの理由があっても、賃金水準を引き下げる場合には、合理的な理由に基づき 

適切に労使の合意を得る必要がある。 

また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変

動することを妨げるものではないが、新加算等に係る賃金改善は、こうした変動と明確に区分さ

れている必要がある。 

 

問 基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金改善実施期間の介

護職員の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出

が必要となるのか。 

（答） 

新加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の継

続を図るために、賃金全体として、賃金の高さの水準が引き下げられた場合については、特別事

情届出書を提出する必要がある。ただし、賃金全体の水準が引き下げられていなければ、個々の

賃金項目の水準が低下した場合であっても、特別事情届出書を提出する必要はない。 

 

特別事情届出書を提出する場合には、以下の内容を記載すること。 

・処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支（介護事業による収支に限

る。）について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたっ

て収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容・介護職員の

賃金水準の引下げの内容 

・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み・介護職員の賃金水準を引き下げる

ことについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きを行った旨 

 

なお、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、

可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要がある。 

 

問 一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施設

の職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。 

（答） 

一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の職員全体の賃金水準が低

下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。 

ただし、一部の職員の賃金水準を引き下げることは不利益変更に当たると考えられるため、そ

のような変更を行う場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。 
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問 賃金改善の対象者はどのように設定されるのか。 

（答） 

新加算等の各事業所内における配分については、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技

能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内での柔軟な職種間配分を認めることと

する。 

 

問 新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である職員であっても、新加算等による賃

金改善の対象に含めることは可能か。 

（答） 

旧特定加算に係る従前の取扱いと異なり、令和６年度以降は、新加算等による賃金改善以前の

賃金が年額440万円以上である職員であっても、新加算等による賃金改善の対象に含めることが

できる。 

 

問 ＥＰＡによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、新

加算等の対象となるのか。 

（答） 

ＥＰＡによる介護福祉士候補者と受入れ機関との雇用契約の要件として「日本人が従事する場

合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされていることに鑑み、ＥＰＡによる介護

福祉士候補者が従事している場合、新加算等の対象となる。 

また、介護職種の技能実習生の待遇について「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上で

あること」とされていることに鑑み、介護職種の技能実習生が従事している場合、新加算等の対

象となる。 

なお、介護分野の１号特定技能外国人についても同様に、新加算等の対象となる。 

 

問 介護職員 その他の職員が派遣労働者の場合であっても、新加算等の対象となるのか。 

（答） 

派遣労働者であっても、新加算等の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等につ

いて派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書や実績報告書を作成

すること。その際、新加算等を原資とする派遣料等の上乗せが、派遣元から支払われる派遣職員

の給与に上乗せされるよう、派遣元と協議すること。 

 

問 在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えてよいか。 

（答） 

貴見のとおり。 

 

問 外部サービス利用型特定施設における委託サービスの介護職員その他の職員であっても、新加算

等による賃金改善の対象に含めることは可能か。 

（答） 

算定した介護職員等処遇改善加算を委託費の上乗せに充てることで、賃金改善の対象に含める

ことができる。 

その場合は、委託元の計画書・実績報告書において、委託費の上乗せに充てたことを明示する

とともに、委託先の事業所は、委託元から支払われた上乗せ分を含めた計画書・実績報告書を作

成すること。 

問 賃金改善に当たり、一部の介護職員に賃金改善を集中させることは可能か。 

（答） 

新加算 等 の算定要件は、 事業所（法人）全体での 賃金改善に要する額が加算による収入以

上となることである。 

その中で、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内

の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著

しく偏った配分は行わないこと。 

また、新加算等を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法
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等について職員に周知するとともに、介護職員等から新加算等に係る賃金改善に関する照会があ

った場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答

すること。 

 

問 介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合におけ

る介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのか。 

（答） 

処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、原則、加算の算定対象サービス事業所に

おける賃金については、常勤換算方法により計算することとしており、同一法人において介護サ

ービスと障害福祉サービスを実施しており、兼務している職員がいる場合においても、介護サー

ビス事業所における賃金について、常勤換算方法による計算をし、按分し計算することを想定し

ている。 

一方で、計算が困難な場合等においては実際にその職員が収入として得ている額で判断し差し

支えない。 

 

問 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護に従事していない

職員について、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。新加算等を算定していない

介護サービス事業所等（加算の対象外サービスの事業所等を含む。）及び介護保険以外のサービス

の事業所等の職員はどうか。 

（答） 

法人本部の職員については、新加算等の算定対象となるサービス事業所等における業務を行っ

ていると判断できる場合には、賃金改善の対象に含めることができる。 

新加算等を算定していない介護サービス事業所等（加算の対象外サービスの事業所等を含

む。）及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員は、新加算等を原資とする賃金改善の対象

に含めることはできない。 

 

問 月額賃金改善要件Ⅰについて、「基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一

部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。」

としているが、一部の職員の収入が減額されるような付け替えは可能か。 

（答） 

事業所全体の賃金の水準及び個別の各職員の賃金額については、労働組合との労働協約や就業

規則等に基づき、労使で協議の上設定されるものである。介護サービス事業所等は、月額賃金改

善要件Ⅰを満たすような配分を行った結果、事業所全体での賃金水準が低下しないようにするだ

けでなく、各職員の賃金水準が低下しないよう努めること。 

 

問 キャリアパス要件Ⅰで「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあるが、この「等」とは

どのようなものが考えられるのか。 

（答） 

法人全体の取扱要領や労働基準法上の就業規則作成義務のない事業場（常時雇用する者が１０

人未満）における内規等を想定している。 

なお、令和６年度の処遇改善計画書等の様式の中で、別紙様式７の参考２として、キャリアパ

スや賃金規程のモデル例を掲載しているため、就業規則作成義務のない事業場においては特に参

考にされたい。 

 

問 キャリアパス要件Ⅱで「介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられ

るか。 

（答） 

様々な方法により、可能な限り多くの介護職員の意見を聴く機会（例えば、対面に加え、労働

組合がある場合には労働組合との意見交換のほか、メール等による意見募集を行う等）を設ける

ように配慮することが望ましい。 
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問 キャリアパス要件Ⅱの「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられるのか。 

（答） 

「資質向上のための目標」については、事業者において、運営状況や介護職員のキャリア志向

等を踏まえ適切に設定されたい。 

なお、例示するとすれば次のようなものが考えられる。 

①利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、介護職員が技術･能力（例：

介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力等）の向

上に努めること 

②事業所全体での資格等（例：介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等）の取得

率の向上 

 

問 キャリアパス要件Ⅱの「具体的取り組み」として、「資質向上のための計画に沿って、研修機会

の提供又は技術指導等を実施（OJT、OFF-JT等）するとともに、介護職員の能力評価を行うこと」

とあるが、そのうち「資質向上のための計画」とはどのようなものが考えられるのか。 

（答） 

「資質向上のための計画」については、特に様式や基準等を設けておらず、事業者の運営方針

や事業者が求める介護職員像及び介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。また、

計画期間等の定めは設けておらず、必ずしも賃金改善実施期間と合致していなくともよい。 

その運用については適切に取り組んでいただくとともに、無理な計画を立てて 、かえって業

務の妨げにならないよう配慮されたい。 

 

問 キャリアパス要件Ⅱの「介護職員の能力評価」とは、どのようなものが考えられるのか。 

（答） 

個別面談 等を通して、例えば、職員の自己評価に対し、先輩職員・サービス担当責任者・ユ

ニットリーダー・管理者等が評価を行う手法が考えられる。 

なお、こうした機会を適切に設けているのであれば、必ずしも 全て の介護職員に対して評価

を行う必要はないが、介護職員が業務や能力に対する自己認識をし、その認識が事業者全体の方

向性の中でどのように認められているのかを確認しあうことは重要であり、趣旨を踏まえ適切に

運用していただきたい。 

 

問 キャリアパス要件Ⅲとキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。 

（答） 

キャリアパス要件Ⅰについては、職位・職責・職務内容等に 応じた任用要件と賃金体系を整

備することを要件としているが、昇給に関する内容を含めることまでは求めていないものであ

る。一方、キャリアパス要件Ⅲにおいては、経験、資格又は評価に基づく昇給の仕組みを設ける

ことを要件としている。 

 

問 キャリアパス要件Ⅲの昇給の方式については、手当や賞与によるものでもよいか。 

（答） 

キャリアパス要件Ⅲを満たすための 昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基

本給、手当、賞与等を問わない。 

 

問 非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。 

（答） 

キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に

雇用される全ての介護職員が対象となり得るものである必要がある。 

また、介護職員であれば、派遣労働者であっても、派遣元と相談の上、新加算等の対象とし、

派遣料金の値上げ分等に充てることは可能であり、この場合、計画書・実績報告書は、派遣労働

者を含めて作成することとしている。キャリアパス要件Ⅲを満たす必要がある場合であって、 

派遣労働者を新加算等の対象とする場合には、当該派遣職員についてもキャリアパス要件Ⅲに該

当する昇給の仕組みが整備されていることを要する。 
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問 「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とあるが、一定の基準とは具体的にどのよ

うな内容を指すのか。 

（答） 

昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化 されていることを要す

る。また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支えないが、

明文化されていることが必要である。 
 

問 令和７年度以降月額８万円以上の要件が削除されたのはなぜか。令和６年６月から令和７年３月

まではどのように考えればよいか。 

（答） 

旧３加算の一本化により、旧特定加算が廃止されることに伴い、旧特定加算による賃金改善額

が月額８万円以上という従前の要件の継続が難しくなったことから、令和７年度以降、月額８万

円以上の要件について廃止することとしたものである。 

ただし、激変緩和措置として、令和６年度に限り、旧特定加算相当の加算額を用いて月額８万

円以上の改善を行っていればよいこととしている。その際、「旧特定加算相当の加算額」につい

ては、例えば、令和６年６月以降、新加算Ⅰを算定する場合であれば、６月以降も旧特定加算Ⅰ

を算定し続けた場合に見込まれる加算額を用いる等の適当な方法で推計して差し支えない。 

 

問 新加算等による賃金改善後の年収が440万円以上（令和６年度にあっては旧特定加算相当による賃

金改善の見込額が月額８万円以上となる場合を含む。以下同じ。）かを判断するにあたっての賃金

に含める範囲はどこまでか。 

（答） 

「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金（440万円）以上」の処遇改善となる者に

係る処遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなる。なお、処遇改善後の

賃金「440万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含めずに判断

する。 

 

問 新加算等については、法人単位の申請が可能とされているが、キャリアパス要件Ⅳについても 法 

人単位での取扱いが認められるのか。 

（答） 

貴見のとおり。法人単位で 申請を行う場合、月額８万円 又は年額440万円の要件を満たす者

の設定・確保を行う場合、法人全体で、一括して申請する事業所の数以上、要件を満たす職員が

設定されていればよい。例えば、５事業所について一括して申請する場合、５事業所のそれぞれ

に要件を満たす職員を配置する必要はなく、全体で５人以上要件を満たす職員が在籍していれば

よい。 

その際、一括して申請する事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合は、処

遇改善計画書にその合理的理由を記載することにより、設定の人数から除くことが可能である。 

 

問 キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、経験・技能のある介護職員である必要はあるか。 

（答） 

貴見のとおり。経験・技能のある介護職員については、勤続年数10年以上の介護福祉士を基本

としつつ、各事業所の裁量において設定が可能である。例えば、小規模の事業所であって、介護

福祉士の資格を有する者がいない場合には、介護福祉士の資格を有さない者を「経験・技能のあ

る介護職員」としてキャリアパス要件Ⅳを満たす職員に計上して差し支えない。 

 

なお、 「勤続 10 年の考え方」については、 

・勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等

も通算する 

・すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤

続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする 

など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。 
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問 「年額440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職員が、年

度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「年額440万円以上」の改善を行わなく

てはならないか。 

（答） 

新加算の配分に当たっては、賃金改善実施期間において、経験・技能のある介護職員のうち、

年収440万円となる者を１人以上設定することが必要であるが、予定していた者が、賃金改善実

施期間に退職した場合等においては、指定権者に合理的な理由を説明することにより、算定要件

を満たしたものと扱うことが可能である。 

 

問 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であって

も、新加算等による賃金改善後の年収が440万円以上となる者を２人設定する必要があるのか。 

（答） 

介護サービス事業者等において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一

体的に実施しており、同一の就業規則等が適用される等、労務管理が一体と考えられる場合は、

同一事業所とみなし、年収が440万円以上となる者を合計で１人以上設定することにより、キャ

リアパス要件Ⅳを満たすこととする。 

 

問 介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サービス、介護老人保

健施設と併設する通所リハビリテーションについても同様に扱うことは可能か。 

（答） 

介護給付のサービスと介護予防給付のサービス（通所リハビリテーションと予防通所リハビリ

テーションなど）については、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業所とみなし、年収

が440万円以上となる者を合計で１人以上設定することにより、キャリアパス要件Ⅳを満たすこ

ととする。 

特別養護老人ホーム等と併設されている又は空床利用型である短期入所生活介護、介護老人保

健施設等と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能である。 

 介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション事業所については、原則として、それぞ

れで、年収440万円となる者を設定する必要がある が、キャリアパス要件Ⅳを満たす職員の設定

については、処遇改善計画書の作成を一括して行う同一法人全体として満たしていればよいこと

から、例えば、介護老人保健施設において２人年収440万円となる者を設定することとしても差

し支えない 。 

 

問 共生型サービスを提供する事業所において、新加算等を算定する場合、年収440万円となる者の設

定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。 

（答） 

介護保険の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、介護保険の

共生型サービスとして、年額440万円の改善の対象となる者について、１人以上設定する必要が

ある。また、介護サービスと障害福祉サービスを両方行っている事業所についても同様に扱われ

たい。 ただし 、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、その旨を説明すること。 

 

問 介護福祉士 等 の配置要件について、（地域密着型）（介護予防）特定施設入居者生活介護及び

（地域密着型）介護老人福祉施設においては、それぞれ、サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱに加え

て、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱを算定することにより、満たしたこ

ととなる。 

  これについて、通知５(1)④においては、「 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件

等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態

化し、３か月以上継続した場合」には、変更の届出を行うこととされているが、３か月間以上継続

しなければ、変更届出は不要ということか。 

（答） 

貴見のとおり。 

旧特定加算並びに 新加算Ⅰ、Ⅴ(1) 、Ⅴ(2) 、Ⅴ(5) 、Ⅴ(7) 及びⅤ(10) については、キャ

リアパス要件Ⅴ（介護福祉士等の配置要件）を満たす必要があ り 、その要件の適合状況に変更
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があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合に

ついての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できない」 場合 は、直ち

に変更することを求めるものではなく、当該状況が常態化し、３か月間を超えて継続し ない限

りは、新加算等の加算区分を変更する必要はない。 

一方で、上記の入居継続支援加算等を算定できない状況が常態化し、４か月以上継続した場合

には、４ヶ月目以降、新加算等の加算区分の変更が必要となる。 

例えば、７月まで入居継続支援加算等を算定し、新加算Ⅰを算定していたが、喀痰吸引を必要

とする利用者の割合についての要件を満たせないことにより８月、９月、10月と入居継続支援加

算等を算定できず、11 月も 同様の状況が継続すると分かった場合には、11月分の算定から、 

新加算Ⅰではなく、新加算Ⅱへの加算区分の変更 が必要となる。 

ただし、新加算Ⅰ等の算定には、各都道府県国民健康保険団体連合会の事業所台帳上でサービ

ス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱを算定可

能となっていることが必要であることから、上記の例の場合、事業所台帳上は、８月から10月ま

での間も入居継続支援加算等の算定を可能としておく必要があることに留意すること。 

 

問 要件を満たさない状態が３か月間以上継続しな ければ 変更届出が不要な場合には、喀痰吸引を

必要とする利用者の割合以外に、どのような要件が含まれるか。 

（答） 

入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算における喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関

する要件に加え、日常生活継続支援加算の新規入所者の要介護度や認知症日常生活自立度に係る

要件が含まれる。 

これらの要件を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定でき

ない場合については、その状態が３か月間以上継続しなければ、継続してキャリパス要件Ⅴを満

たしたこととして差し支えない。 

 

問 令和６年度中の新加算の算定対象期間中に、事業所や利用者の状況の変化に伴い、キャリアパス

要件Ⅴの適合状況（サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続

支援加算Ⅰ・Ⅱの算定状況）が変わったことにより、例えば新加算(1)を算定できなくなった場

合、新加算Ⅴ(3)を算定することは可能か 。 

（答） 

新加算Ⅴ(1)～(14)の算定要件は、それぞれ令和６年５月時点で、旧３加算の所定の組み合わ

せを算定していることであることから、令和６年６月以降に、新加算Ⅴのある区分から、新加算

Ⅴの別の区分に移行することはできない。 

令和６年６月以降に、例えば新加算Ⅴ(1) を算定していた事業所が、令和６年６月以降にキャ

リアパス要件Ⅴを満たすことができなくなった 場合、新加算Ⅴ(1)を継続して算定することはで

きない。その際、キャリアパス要件Ⅴ以外の要件が同じ加算区分としては新加算Ⅴ(3)がある

が、上記のとおり、新加算Ⅴ(1)を算定していた事業所が新加算Ⅴ(3)を新規に算定し始めること

はできない ため、新加算Ⅴ(1)から新加算Ⅱに移行することが適当である。 

新加算Ⅱを新規に算定し始めるに当たり、追加で満たす必要のある要件は、下表の左欄に掲げ

る移行前（キャリアパス要件Ⅴを満たせていた期間）の加算区分に応じて、それぞれ下表の右欄

のとおりである。なお、キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲについては、令和６年度中の対応を誓約するこ

とで満 たしたこととなるため、新加算Ⅱを算定するために直ちに必要になるのは、月額賃金改

善要件Ⅱのみとなる。 

 

 

6月時点の区分 新加算Ⅱを算定するために、追加で満たす必要のある要件 

新加算Ⅴ(1) 月額賃金改善要件Ⅱ 

新加算Ⅴ(2) キャリアパス要件Ⅲ 

新加算Ⅴ(5) キャリアパス要件Ⅲ、月額賃金改善要件Ⅱ 

新加算Ⅴ(7) キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱのいずれか満たしていない方、キャリアパス要件Ⅲ 

新加算Ⅴ(10) キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱのいずれか満たしていない方、キャリアパス要件

Ⅲ、月額賃金改善要件Ⅱ 
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問 職場環境等要件の24項目について、毎年、新規に取組を行う必要はあるのか。 

（答） 

新加算等を前年度から継続して算定する場合、職場環境等要件を満たすための取組については 

従前の取組を継続していればよく、当該年度において新規の取組を行う必要まではない。 

問 職場環境要件の各項目について、それぞれの項目を満たすために、項目内に列挙されている取組

の全てを満たさなければならないのか。 

（答） 

それぞれの項目を満たすためには、項目内に 列挙されている取組のうち、一つ以上満たせば

よい。例えば、「入職促進に向けた取組」区分の「事業者の共同による採用・人事ローテーショ

ン・研修のための制度構築」という項目の場合、「事業者の共同による採用」のみを実施するこ

とで、本取組を満たしたことになる。 

問 「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」の区分において、「研修の受講やキャリア段位制

度と人事考課との連動」とあるが、「キャリア段位制度」とは何か。 

（答） 

介護プロフェッショナルキャリア段位制度は、介護職員が保有している介護の実践スキルにつ

いて、どのレベルまで保有している（できる）のか、所属する事業所・施設で実践スキルの「で

きる」・「できていない」評価を行い、その評価結果をもとに全国共通のレベルにて認定する制

度である。詳細については、介護プロフェッショナルキャリア段位制度のウェブサイトをご参照

いただきたい。 

https://careprofessional.org/careproweb/jsp/ 

 

問 「両立支援・多様な働き方の推進」の区分において、「有給休暇が取得しやすい環境の整備」と

あるが、具体的な取組事例はあるか。 

（答） 

例えば、以下の取組を想定している。 

・有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標（例えば、１週間以上

の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●％以上を取得）を定めた上で、取得状況を定期的

に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行う 

・情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行う 

問 「生産性向上のための業務改善の取組」の区分の取組 について、参考にできるものはあるか。 

（答） 

厚生労働省の「介護分野における生産性向上ポータルサイト」をご参照いただきたい。 

https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei/index.html 

 

問 地域密着型サービスの市町村独自加算については、新加算等の算定における介護報酬総単位数に

含めてよいか。 

（答） 

新加算等の算定における 介護報酬総単位数に含める取扱いとなる。 

 

問 令和６年６月以降に、新加算のある区分から、別の新加算Ⅴの区分に移行することは可能か。 

（答） 

新加算Ⅴ(1)～(14)の算定要件は、令和６年５月時点で、それぞれ下表に掲げる旧３加算の所

定の組み合わせを算定していることであることから、令和６年６月以降に、新加算Ⅴのある区分

から、新加算Ⅴの別の区分に移行することはできない。 

新加算の区分 Ⅴ(1) Ⅴ(2) Ⅴ(3) Ⅴ(4) Ⅴ(5) Ⅴ(6) Ⅴ(7) Ⅴ(8) Ⅴ(9) Ⅴ(10) Ⅴ(11) Ⅴ(12) Ⅴ(13) Ⅴ(14) 

旧処遇改善加算 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

旧特定処遇加算 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ なし Ⅱ Ⅰ なし Ⅱ なし なし 

旧ベースアップ

等加算 なし あり なし あり なし なし あり なし あり なし なし なし あり なし 
 

● 上記以外のＱ＆Ａについては、各年度の介護報酬改定に関するＱ＆Ａを参照 

https://careprofessional.org/careproweb/jsp/
https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei/index.html


103 

３ 所要時間１時間以上２時間未満のサービス提供について 

〇 １時間以上２時間未満の通所リハビリテーションの利用者については、同日に行われる他の通所リハ

ビリテーション費は算定できません（老企３６第二 ８（１）④ただし書き）。 

→例）６－７時間のサービスの前後に１－２時間のサービスを行うことはできません。 

〇 医療保険の脳血管リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーションの

届出を行っている保険医療機関においては、利用者のサービス提供に支障が生じない場合に限り、１時

間以上２時間未満の通所リハビリテーションを、医療保険の上記リハビリテーションと同一のスペース

において行うことも差し支えないことが明確に定められました（必要な機器及び器具の利用についても

同様です）。 

 

４ 医療保険と介護保険のリハビリテーションの給付調整について 

要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、医療保険における

心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、

運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料（以下「医療保険における疾患別リハビリテーシ

ョン料」という。）を算定するリハビリテーション（以下「医療保険における疾患別リハビリテーション」とい

う。）を行った後、介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪

問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーション（以下「介護保険におけるリハビリテーショ

ン」という。）の利用開始日を含む月の翌月以降は、当該リハビリテーションに係る疾患等について、手術、急

性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定する患者に該当することとなった場合を除

き、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。 

ただし、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設で介護保険におけるリハビ

リテーションを提供することになった場合には、一定期間、医療保険における疾患別リハビリテーションと介護

保険のリハビリテーションを併用して行うことで円滑な移行が期待できることから、介護保険におけるリハビリ

テーションの利用開始日を含む月の翌々月まで、併用が可能であること。併用する場合には、診療録及び診療報

酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載することにより、同一の疾患等につい

て介護保険におけるリハビリテーションを行った日以外の日に医療保険における疾患別リハビリテーション料を

算定することが可能である。ただし、当該利用開始日の翌月及び翌々月に算定できる疾患別リハビリテーション

料は１月７単位までとする。 

なお、目標設定等支援・管理料を算定してから３月以内に、当該支援によって紹介された事業所において介護

保険におけるリハビリテーションを体験する目的で、同一の疾患について医療保険におけるリハビリテーション

を行った日以外に１月に５日を超えない範囲で介護保険におけるリハビリテーションを行った場合は、診療録及

び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載する必要はなく、医療保険に

おける疾患別リハビリテーションから介護保険におけるリハビリテーションへ移行したものとはみなさない。 

【H30．3．30保医発0330第2号「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等につい

て」の一部改正について（厚生労働省保険局医療課長）】 

 

【ポイント】 

○ 医療保険の対象となるリハビリテーション 

⇒急性期・回復期の状態に対応し、身体機能の早期改善を目指すもの 

○ 介護保険の通所リハビリテーション 

⇒維持期の状態に対応し、生活機能の維持・向上を目指すもの 

 

医療保険適用                介護保険適用 

       （急性期・回復期）                   （維持期） 
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(厚生労働省「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）」) 

○ 医療保険と介護保険の関係 

（問 23）医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、「リハビリテーション・

個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に

ついて（令和３年３月 16 日老認発 0316 第３号、老老発 0316 第２号）の別紙様式２－２－１をもって、保健

医療機関から介護保険のリハビリテーション事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療する

とともに、別紙様式２－２－１に記載された内容について確認し、リハビリテーションの提供を開始しても差

し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式２－２－１をリハビリテーション計画書ともなしてリ

ハビリテーションの算定を開始してもよいとされている。 

１） 医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者が、当該保険医療機関を介護保険のリハビリ 

テーション事業所として利用し続ける場合であっても同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、保険医 

療機関側で当該の者を診療し、別紙様式２－２－１を記載して情報提供を行った医師と、介護保険のリハビ 

リテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、情報提供を受けたリハビリテーション事業 

所の医師の診察を省略して差し支えないか。 

２） 医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者が、保健医療機関から情報提供受ける介護保 

険のリハビリテーション事業所において、指定訪問リハビリテーションと指定通所リハビリテーションの両 

方を受ける場合、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置 

かれている環境に関する情報を構成員と共有し訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標 

及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合が取れたものとなっていることが確認で 

きれば、別紙様式２－２－１による情報提供の内容を訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション 

の共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。 

（答）１） よい。また、医師が同一の場合であっては、医師の診療について省略して差し支えない。ただし、そ 

の場合には省略した旨を理由とともに記録すること。 

   ２） 差し支えない。 

   ＜参考＞ 

     居宅基準第81条第５項、基準解釈通知第３の四の３（３）⑤から⑦までを参照のこと。 

 

（問30）平成19年４月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾 

患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾

患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーショ

ン料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーシ

ョン及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、 

イ 通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）」、「リハビリテー

ションマネジメント加算（Ｂ）」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」 

ロ 介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービ

ス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」 

 を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。 

（答） 貴見のとおり。 

 通所リハビリテーションにおいて、リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）、リハビリテーションマ

ネジメント加算（Ｂ）や短期集中個別リハビリテーション実施加算を算定していない場合及び介護予防通所

リハビリテーションにおいて、運動器機能向上加算を算定していない場合であっても、介護保険におけるリ

ハビリテーションを受けているものであり、同様に取り扱うものである。 

 

(厚生労働省「平成 30 年度介護報酬改定に関する Ｑ＆Ａ（Vol.9）」) 

○ 新たに事業所の指定を受ける場合の指定の遡及の取扱いについて 
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Ｑ 維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を 2019 年３月までの間において算定していた保険医療機関

が、平成 31 年４月１日以降に新たに訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所リハビ

リテーション及び介護予防通所リハビリテーション（以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。）

事業所の指定を受けようとする場合に 2019 年４月１日に遡及し、指定があったものとみなすことは可能か。ま

た介護給付費の算定に係る体制等に関する届出についても同様に、2019 年４月１日に遡及し、届出があったも

のとみなすことは可能か。 

Ａ 医療保険から介護保険への円滑な移行を促進する観点から質問のような保険医療機関が介護保険の指定を受け

ようとする場合、介護保険担当部局においては 2019 年９月 30 日までの間、2019 年４月１日までに指定があっ

たものとみなして差し支えない。介護給付費の算定に係る体制等に関する届出等についても 2019 年 4 月時点で

算定要件を満たしていれば、同様の取扱いをして差し支えない。 

なお、サービスを提供した際の保険給付を受ける時効については２年間となっているところ、上記取扱いによ

り指定を遡及した場合のリハビリテーションの提供に係る報酬についても、サービス提供から２年間は請求可能

である。 

 
○ 所要時間の取扱いについて 

Ｑ 維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を 2019 年 3 月までの間において算定していた保険医療機関

が、平成 31 年４月１日以降に新たに通所リハビリテーション事業所の指定を受け、リハビリテーションを提供

しようとする場合に、実際の提供時間が 1 時間以上 2 時間未満を満たさない場合であっても当該単位数を算定

することは可能か。 

Ａ 医療保険から介護保険への円滑な移行を促進する観点から、維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を

算定していた患者が 1 時間以上 2 時間未満の指定通所リハビリテーションの利用を開始した場合、実際の通所

リハビリテーションの提供時間が 1 時間より短くなった場合であっても、2019 年９月 30 日までの間、1 時間

以上2 時間未満の場合における単位数を算定することとして差し支えない。 
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個人情報保護について 

 

 平成１７年４月から、個人情報保護法が施行され、介護保険事業者も個人情報保護法に沿って事業運

営をしていかなければなりません。また、同法の改正により、平成２９年５月から小規模事業者も対象

となりました。 

厚生労働省等から発出されている具体的な取扱いのガイダンス等をご確認いただくとともに、個人情

報の適正な取扱いについて各事業者で徹底していただきますようお願いいたします。 

 

 

 

なお、医療・介護関係事業者における個人情報の取扱いについては、法令上大きく分けて次の取組が

必要となります。上記の厚生労働省ガイダンス等に詳細が記載されていますので、ご確認ください。 

① 個人情報の取得・利用 

（例） 利用目的を特定して、その範囲内で利用する 

利用目的を通知又は公表する 

② 個人データの保管 

（例） 漏えい等が生じないよう、安全に管理する 

従業員・委託先にも安全管理を徹底する 

③ 個人データの第三者提供 

（例） 第三者に提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得る 

第三者に提供した場合・第三者から提供を受けた場合は、原則一定事項を記録する 

④ 保有個人データに関する開示請求等への対応 

（例） 本人から開示等の請求があった場合は、これに対応する 

苦情等に適切・迅速に対応する 

 

 

＜厚生労働省ホームページ＞ 

「厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等」 

 （http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html） 

 

○医療分野 

〔医療機関等、介護関係事業者〕 

・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス 

（平成29年4月14日通知、同年5月30日適用） 

・「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関する 

Ｑ＆Ａ（事例集）（平成29年5月30日適用） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html

